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男女がともに参画できる 
社会の実現を目指して 

 

 

 

 

少子高齢化の急速な進展に伴い、生産年齢人口が減少していく中、活力ある地

域社会の発展のためには、あらゆる分野で性別に関わりなく、市民が活躍できる

環境づくりが重要となります。 

市政運営の指針となる「第６次行田市総合振興計画」では、「いにしえと未来

を紡ぐ 誇れるまち ぎょうだ」を将来都市像に掲げ、市民と行政がそれぞれの

役割を明確にしながら協働による地域づくりの推進を目指しており、男女共同参

画社会の実現は、まさにその原動力といえます。 

本市では、拠点施設である男女共同参画推進センター「ＶＩＶＡぎょうだ」を

中核として、平成２４年度に策定した「第３次ぎょうだ男女共同参画プラン」に

基づき、男女が互いを思いやり尊重しあう生活を送る姿を政策目標として、全庁

的な取組を展開してまいりました。 

このたび、現行プランの期間満了に伴い、新たに令和５年度から令和１４年度

までの１０年間を計画期間とする「第４次ぎょうだ男女共同参画プラン」を策定

いたしました。本計画は、国の第５次男女共同参画基本計画を踏まえ、コロナ下

における新たな日常、ＳＤＧｓで掲げるジェンダー平等の実現など、新たな課題

に向けての施策を盛り込んでいます。 

市民の皆様一人一人の仕事と生活の調和が図られ、男女がともに充実した職業

生活、社会生活、家庭生活を送ることができるよう、各種施策の積極的な推進を

図ってまいります。 

結びに、本プランの策定にあたり、貴重なご意見やご提言をいただきました行
田市男女共同参画推進審議会委員の皆様をはじめ、ご協力いただきました市民の

皆様並びに関係各位に心から感謝申し上げ、あいさつといたします。 

 

令和５年３月 

行田市長 石井直彦  
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１ 計画策定の趣旨 
 ★男女共同参画社会基本法の成立 

我が国では平成 11 年に「男女共同参画社会基本法」が施行され、男女共同参画社会の実現

は、21 世紀の日本の社会を決定する最重要課題と位置付けられており、法に基づき、国、都

道府県において、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策についての基本的な計画の策定

が義務づけられました。また、市町村においても、市町村の実状に即した計画の策定が求めら

れることとなりました。 

 

 ★国（内閣府男女共同参画局）・埼玉県における計画の策定状況 

平成 12 年には国の「男女共同参画基本計画」、平成 14 年には「埼玉県男女共同参画推進プ

ラン 2010（平成 14～平成 23）」が策定され、県内市町村においても市町村男女共同参画計

画の策定が進みました。 

その後、国において「男女共同参画局」が開設し「仕事と家庭の両立支援」や「女性のチャ

レンジ支援策」などの取組が進められました。令和３年には「第５次男女共同参画基本計画」

が策定されました。 

また、埼玉県においては、令和４年度～令和８年度の５ヵ年を計画期間とする「埼玉県男女

共同参画基本計画」を策定されています。 

 

 ★第４次ぎょうだ男女共同参画プランの策定 

本市においては、平成７年にはすでに「ぎょうだ女性プラン」が策定されており、その後、

平成 24 年に「第３次ぎょうだ男女共同参画プラン」を策定しています。このたび、本市の新

たな課題を踏まえながら、実践的な行動計画として「第４次ぎょうだ男女共同参画プラン」を

策定するものとします。 

 

 

 

２ 計画の期間 
計画の期間は、令和５年度（2023 年）～令和 14 年度（2032 年）の 10 年間とし、社会

状況の変化などに速やかに対応できるように、5年後の令和９年度（2027 年）に中間見直し

の実施を検討します。 
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３ 計画の位置づけ 
（１）男女共同参画社会基本法第 14 条第３項に基づく、行田市における「男女共同参画社会

の形成の促進に関する施策の基本的な計画（市町村男女共同参画計画）」です。 

（２）内閣府「第５次男女共同参画基本計画」、「埼玉県男女共同参画基本計画」及び埼玉県男

女共同参画推進条例を踏まえるとともに、「第６次行田市総合振興計画」との整合性を図り、

他の部門別計画とも関連性を持ちながら策定する計画です。 

（３）配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律第２条の３第３項に規定されて

いる本市における配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策に関する基本

的な計画（以下、「ＤＶ対策基本計画」という。）です。本計画４章、「基本目標Ⅳ 女性に

対する暴力のない社会づくり」を同法に基づく本市のＤＶ対策基本計画と位置付けます。 

（４）女性の職業生活における活躍の促進に関する法律第６条第２項に規定されている本市に

おける女性の職業生活における活躍の推進に関する施策についての計画です。本計画４章、

「基本目標Ⅱ男女共同参画の環境づくり」を同法に基づく「市町村推進計画」と位置付け、

「行田市推進計画」とします。 

（５）市民からの意見や行田市男女共同参画推進審議会からの答申を受け、市民、事業者、民

間団体などの関係機関と連携して施策の推進に取り組むための計画です。 

 

 ◆計画の位置づけ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

配偶者からの暴力の 
防止及び被害者の 
保護に関する法律 

男女共同参画社会

基本法 

国 

埼玉県 

行田市 

埼玉県５か年計画 
（令和４年度～令和８年度） 

第６次行田市総合振興計画 
いにしえと未来を紡ぐ 
誇れるまちぎょうだ 

（令和３年度～令和 12 年度） 

男女共同参画基本計画 
（第５次令和３年度～） 

男女共同参画社会基本法第 13 条 

 

 

部門別計画 

第４次ぎょうだ男女共同参画プラン 

（女性活躍推進法と DV 対策基本計画を包括） 
男女共同参画社会基本法第 14 条第３項 
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律 

第６条第２項 
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する
法律第２条の３第３項 

埼玉県男女共同参画基本計画 
（令和４年度～令和８年度） 

男女共同参画社会基本法第 14 条 

女性の職業生活におけ
る活躍の推進に関する

法律 
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４ 計画の推進について 
 「男女がともに参画できる社会」の実現に向け、次のとおり本計画に掲げた基本目標に基づ

く施策や取組を推進していきます。 

（１）目標達成に向けた庁内推進体制 

本計画に掲げた基本目標を計画的に推進していくため、男女共同参画推進センターが庁内各

課における取組の自己評価及び進捗状況を把握し、進捗管理を行います。 

（２）進捗状況の公表 

庁内における各取組の進捗状況は、行田市男女共同参画推進審議会へ報告し、同審議会によ

る評価を取組の方向性に生かしていきます。また、同審議会による評価結果や計画の進捗状況

は、市ホームページなどでも公表していきます。 

（３）実践的な活動の強化 

男女共同参画の推進は、講座の開催や、パンフレット等による広報など、意識啓発を中心に

行ってきました。これらの取組には、参加する人の性別や年代が限られている、そもそも関心

のない人には注目されない、といった課題がありました。 

これらの課題を解決するため講座の内容を二部構成とし、関心を引く講座で幅広い方を呼び

寄せ、併せて男女共同参画講座を取り入ることで効果的に啓発活動が行うこととします。また、

オンライン講座なども積極的に取り入れ、講座をより受けやすい体制を整えていきます。 

さらに、意識啓発と併せて、拠点施設である男女共同参画推進センター「VIVA ぎょうだ」

を核として、市民、事業者、教育機関、地域活動団体など多様な主体が連携・協働して取り組

み、それぞれが抱える課題に男女共同参画の視点を取り入れて解決を図る実践的な活動を強化

していきます。 
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１ 計画の背景・上位計画から 
 ★世界の動き 

（１）国際婦人年から国連婦人の十年 

国連は昭和 50（1975）年を「国際婦人年」と定め、翌年から昭和 60（1985）年までを

「国連婦人の十年」として女性の自立と地位向上運動を世界規模で行うことを宣言しました。

これを受けて昭和 50（1975）年にメキシコシティで第１回世界女性会議「国際婦人年世界

会議」が開催され、平等、開発、平和への女性の寄与に関する「メキシコ宣言」、それを具体化

するための指針「世界行動計画」の採択がなされ男女共同参画への動きが加速しました。 

 

（２）女子差別撤廃条約とＩLO 第 156 号条約 

昭和 54（1979）年に、国連総会において「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関す

る条約」（女子差別撤廃条約）が採択されました。昭和 55（1980）年の「国連婦人の十年」

中間年第２回世界女性会議を経て、昭和 56（1981）年には、ＩLO（国際労働機関）で ＩLO 

第 156 号条約「家族的責任を有する男女労働者の機会及び待遇の均等に関する条約」が採択

されました。 

 

（３）婦人の地位向上のためのナイロビ将来戦略 

「国連婦人の十年」の最終年にあたる昭和 60（1985）年の「『国連婦人の十年』ナイロビ

会議」（第３回世界女性会議）において、「国連婦人の十年」の目標である、「平等・開発・平和」

を今後も継続するとともに、西暦 2000 年に向けて各国等が積極的措置をとる上でのガイド

ライン、「婦人の地位向上のためのナイロビ将来戦略」を採択しました。 

 

（４）第４回世界女性会議（北京女性会議） 

平成 7（1995）年北京で開催された第４回世界女性会議においては、「北京宣言及び行動綱

領」が採択され、男女平等に向けた具体的な取組や、平成 12（2000）年までの優先事項とし

て 12 項目に及ぶ戦略目標が定められました。 

 

（５）女性 2000 年会議 

平成 12（2000）年にはニューヨークで国連特別総会「女性 2000 年会議」が開催され、

「北京宣言及び行動綱領」の実施状況の検討・評価及びその完全実施に向けた「政治宣言」と

各国がとるべき行動として、育児・介護について男女が責任を共有化する施策を促進すること

などを盛り込んだ「成果文書」が採択されました。 

 

（６）第 49 回国連婦人の地位委員会（「北京＋10」）閣僚級会合 

平成 17（2005）年に国連本部（ニュ―ヨーク）で開催され、平成 12年「女性 2000年

会議」成果文書の実施状況の評価・見直し等を行いました。 

 

（７）第 54 回国連婦人の地位委員会（「北京＋15」）記念会合  

平成 22（2010）年に国連本部（ニュ―ヨーク）で開催され、「北京宣言及び行動綱領」と

「女性 2000 年会議」成果文書の実施状況の評価を行いました。会議の主な成果として、「宣

言」及び７項目からなる「決議」が採択されました。 

２章 計画の背景と行田市を取り巻く社会状況 
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（８）国連の「持続可能な開発目標」（SDGs）の発効 

平成 27（2015）年には、国連サミットにおいて、「持続可能な開発のための 2030 アジ

ェンダ」が採択されました。このアジェンダにおいて、17 の目標と 169 のターゲットからな

る「持続可能な開発目標」（SDGs）が掲げられた。そのうち目標５には「ジェンダーの平等を

達成し、すべての女性と女児の能力強化を図る」がうたわれており、本計画と関わりが深い項

目となっています。 

 

 ★国の動き 

（１）国内行動計画の策定 

「国際婦人年世界会議」終了後、昭和 50（1975）年に女性の地位向上のための国内本部機

構として内閣総理大臣を本部長とする婦人問題企画推進本部を設置し、昭和 52（1977）年

には、今後 10 年の女性行政関連施策の方向を明らかにした「国内行動計画」を策定しました。 

 

（２）女子差別撤廃条約の批准と新国内行動計画の策定 

昭和 60（1985）年、「男女雇用機会均等法」の制定や国籍法及び戸籍法の改正など国内法

の整備に努めたうえで、国連で採択した「女子差別撤廃条約」の批准を行いました。 

昭和 62（1987）年には、第３回世界女性会議で採択した「ナイロビ将来戦略」を受け「西

暦 2000 年に向けての新国内行動計画」を策定するなど、国際社会の取組とも連動しつつ男女

平等に関する法律・制度面もさらに整備しました。 

 

（３）男女共同参画推進本部の設置と男女共同参画 2000 年プランの策定 

平成６（1994）年、総理府に「男女共同参画室」を新設するとともに、全閣僚をメンバー

とする「男女共同参画推進本部」、内閣総理大臣の諮問機関として「男女共同参画審議会」を設

置し、国内における推進体制を拡充、強化しました。平成７（1995）年には、ＩLO 第 156

号条約を批准し、平成８（1996）年には、北京女性会議で採択された「行動綱領」や男女共

同参画審議会答申「男女共同参画ビジョン」を受けて「男女共同参画 2000 年プラン」を策定

しました。 

 

（４）男女共同参画社会基本法の制定と男女共同参画基本計画の策定 

平成 11（1999）年には、男女共同参画社会の実現に向けた組織を行う上での法的根拠と

なる「男女共同参画社会基本法」を制定し、男女共同参画社会の実現を 21 世紀の我が国社会

を決定づける最重要課題に位置付け、その実現に向けての国・地方公共団体及び国民の責務と

施策の基本となる事項等について明らかにしました。 

また、平成 12（2000）年には、この基本法に基づき「男女共同参画基本計画」を策定し、

今後実施する施策の基本的方向や具体的施策の内容を示しました。 

 

（５）男女共同参画局と男女共同参画会議の設置 

平成 13（2001）年、内閣府に「男女共同参画局」「男女共同参画会議」を設置し、推進体

制が強化されました。 
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（６）配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の施行 

平成 13（2001）年、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」（DV 防

止法）が施行されました。「保護命令」が創設され、被害者が更なる暴力により、生命身体に危

害を受けるおそれがあるときは、裁判所が、加害者を引き離すための命令を発することができ

るようになりました。 

 

（７）次世代育成支援対策推進法の施行 

平成 15（2003）年、「次世代育成支援対策推進法」が施行され、次代の社会を担う子ども

が健やかに生まれ、育成される環境の整備を行う「次世代育成支援対策」が進められています。 

 

（８）性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律の施行 

平成 1６（200４）年、「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」が施行され、

性同一性障害を抱えた方の社会生活上でのさまざまな問題を解消するため、法令上の性別の取

扱いの特例を定めました。 

 

（９）配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の一部改正 

平成 20（2008）年、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の一部を改

正する法律が施行されました。 

これにより、市町村に対して基本計画の策定及び配偶者暴力相談支援センターの設置を努力

義務として明記するなど、市町村の取組の強化が盛り込まれ、本法律に基づき、配偶者からの

暴力の防止及び被害者の保護・自立支援のための施策についてより一層の充実に努めました。 

また、平成 26（2014）年の一部を改正では、生活の本拠を共にする交際（婚姻関係におけ

る共同生活に類する共同生活を営んでいないものを除く。）をする関係にある相手からの暴力

についてもこの法律を準用することとなりました。 

 

（１０）性同一性障害に係る児童生徒に対するきめ細かな対応の実施についての通知 

平成 2７（20１５）年、児童生徒課長から、「性同一性障害に係る児童生徒に対するきめ細

かな対応の実施について」通知が発出され、性同一性障害に係る児童生徒についての特有の支

援などの具体的事項がとりまとめられました。 

 

（1１）性同一性障害や性的指向・性自認に係る、児童生徒に対するきめ細かな対応等の実施

についての通知 

平成 28（2016）年、性同一性障害や性的指向・性自認に係る、児童生徒に対するきめ細か

な対応等の実施について、教職員の理解促進することを目的とした教職員向けの周知資料を作

成し公表しました。 
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（1２）女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の施行 

平成 28（2016）年、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律が完全施行されま

した。これにより、男女共同参画社会基本法の基本理念にのっとり、女性の職業生活における

活躍の推進について、その基本原則を定め、国、地方公共団体及び事業主の責務を明らかにす

るとともに、基本方針及び事業主の行動計画の策定、女性の職業生活における活躍を推進する

ための支援措置等について定めました。 

 

（1３）第 5 次男女共同参画基本計画の策定 

令和 2（2020）年、「第５次男女共同参画基本計画」が策定されました。本基本計画は、我

が国における経済社会環境や国際情勢の変化を踏まえ、我が国が主体的に参画してきたジェン

ダー平等に係る多国間合意の着実な履行の観点から、目指すべき社会として、①男女が自らの

意思に基づき、個性と能力を十分に発揮できる、公正で多様性に富んだ、活力ある持続可能な

社会、②男女の人権が尊重され、尊厳を持って個人が生きることのできる社会、③仕事と生活

の調和が図られ、男女が共に充実した職業生活、その他の社会生活、家庭生活を送ることがで

きる社会、④あらゆる分野における男女共同参画・女性活躍の視点を取り込み、SDGs で掲げ

られている包摂的かつ持続可能な世界の実現と軸を一にした取組を行い、国際社会と協調する

社会の４つを提示し、その実現を通じて、男女共同参画社会基本法が目指す男女共同参画社会

の形成の促進を図っていくとしています。 

 

（1４）性犯罪・性暴力対策の強化の方針 

 令和 2（2020）年、性犯罪・性暴力を根絶に向けた取組や被害者支援の強化を推進するよ

う性犯罪・性暴力対策強化のための関係府省会議で方針が示されました。 

 

（1５）災害対応力を強化する女性の視点 男女共同参画の視点からの防災・復興ガイドライ

ンの策定 

令和 2（2020）年、「防災基本計画」を改定するとともに、「災害対応力を強化する女性の

視点～男女共同参画の視点からの防災・復興ガイドライン～」を策定しました。 

 

（1６）育児休業・介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部改正 

令和 3（2021）年、育児休業・介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する

法律の一部を改正する法律が施行されました。これにより、出産・育児等による労働者の離職

を防ぎ、希望に応じて男女ともに仕事と育児等を両立できるようにするため、柔軟な育児休業

の枠組みの創設し育児休業を取得しやすい雇用環境整備を進めました。 

 

（1７）女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の一部改正 

令和元（2019）年、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の一部を改正する法

律が成立しました。これにより、令和 2（2020）年に、女性活躍に関する情報公表の強化と

「特例認定制度（プラチナえるぼし）」が創設されました。また、令和４（2022）年に、一般

事業主行動計画の策定義務の対象が拡大されました。 
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（1８）困難な問題を抱える女性への支援に関する法律の制定 

令和４（20２２）年、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律は、困難な問題を抱え

る女性の福祉の増進を図るため、困難な問題を抱える女性への支援のための施策を促進し、も

って人権が尊重され、女性が安心し、及び自立して暮らせる社会を実現することに寄与する目

的に制定されました。 

 

 ★埼玉県の動き 

（１）第一次計画の策定・推進 

国際婦人年に始まる国際的、国内的な動きを背景に、昭和 51（1976）年に婦人問題総合窓

口を設置するとともに、昭和 55（1980）年に県民部婦人対策課を設置しました。また、庁内

推進体制として、昭和 52（1977）年に「婦人問題庁内連絡会議」を設置、昭和 55（1980）

年に女性の地位向上に関する施策の総合的な調整に関する事項を審議する機関として、「婦人

関係行政推進会議」を設置しました。 

さらに、知事の諮問に応じて男女平等の推進に関する重要事項を審議する機関として、昭和

53（1978）年に「埼玉県婦人問題協議会」を設置しました。 

この間に、第一次計画「婦人の地位向上に関する埼玉県計画」（昭和 54～60 年度）を策定

するとともに、昭和 59 年に見直しを行い「婦人の地位向上に関する埼玉県計画（修正版）」を

策定しました。 

 

（２）第二次計画の策定・推進 

単に女性の地位向上だけにとどまらず、よりよい福祉社会と男女平等の社会を確立すること

を目指して、第二次計画「男女平等社会確立のための埼玉県計画」（昭和 61～平成７年度）を

策定しました。また、平成２年に見直しを行い「男女平等社会確立のための埼玉県計画（修正

版）」を策定しました。 

 

（３）第三次計画の策定・推進 

男女が社会の対等な構成員として、自らの意思によって、あらゆる活動に参画する機会が確

保され、男女が均等に政治的、政治的、社会的、文化的利益を享受し、共に責任を負う「男女

共同参画社会」を確立することを目指して、第三次計画「2001 彩の国男女共同参画プログラ

ム」（平成７～13 年度）を策定しました。 

 

（４）埼玉県男女共同参画推進条例の制定・施行と埼玉県男女共同参画推進プラン 2010 の策  

定 

平成 11（1999）年に成立・施行された「男女共同参画社会基本法」を受けて、平成 12

（2000）年３月に、全国に先駆けて「埼玉県男女共同参画推進条例」を制定・公布するとと

もに、平成 14（2002）年「埼玉県男女共同参画推進プラン 2010～あなたらしさを発揮し

て～」（平成 14～22 年度）を策定しました。平成 14（2002）年に「埼玉県男女共同参画推

進センター」（With You さいたま）を開設しました。平成 19（2007）年「埼玉県男女共同

参画推進プラン 2010」の一部見直しを行い、「埼玉県男女共同参画推進プラン」としました。 
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（５）配偶者からの暴力の防止及び被害者支援基礎計画の策定 

平成 18（2006）年、被害の発生防止から相談、一時保護、自立支援に至るまでの施策を総

合的に推進するため、「配偶者等からの暴力の防止及び被害者支援基本計画」を策定しました。 

 

（６）埼玉県女性キャリアセンターの設置 

  結婚や出産を機に退職した女性の再就職を支援するため、平成 20（2008）年、男女共同

参画推進センター（With You さいたま）内に開設しました。 

 

（７）ウーマノミクス課の設置 

  働く場における女性の活躍を支援するため、平成 24（2012）年、産業労働部にウーマノ

ミクス課を設置しました。 

 

（８）男女共同参画基本計画（令和 4 年度～８年度）の策定 

  令和４（2022）年、「男女共同参画基本計画（令和４年度～8 年度）」が策定され、「あら

ゆる分野で男女の人権を尊重する」、「男女共同参画・女性活躍を推進し、多様性に富んだ活

力ある社会をつくる」、「男女が共に家庭・仕事・地域において調和のとれた生活を築く」、

「SDGs の実現をはじめ国際社会の取組の推進に貢献する」を基本的な視点として設定して

います。 

 

（９）埼玉県性の多様性を尊重した社会づくり条例の策定 

  令和４（2022）年、性性的指向及び性自認の多様性を尊重した社会づくりに関し、基本

理念を定め、全ての人の人権が尊重される社会の実現を目標に公布されました。 

 

 ★行田市の動き 

（１）市民部生活振興課女性政策係を設置 

平成 3（1991）年に策定された第 3 次行田市総合振興計画に、初めて女性問題を行政の課

題として位置づけ、「婦人対策」として施策の体系の中に組み入れました。 

 平成 4（1992)年、女性行政の総合的な推進を図るため、市民部生活振興課に女性政策係が

設置され、平成４年度から６年度まで、埼玉県の「女性行政モデル市町村推進事業」のモデル

市に指定されました。また、同年 7 月、女性の地位向上を基本理念に啓発活動の推進、社会参

加の促進と施策を総合的かつ体系的に協議を行うため、「行田市女性政策推進協議会」が発足し

ました。 

 

（２）ぎょうだ女性プランの策定 

平成７（1995）年に、「ぎょうだ女性プラン」を策定し、多様な女性問題の解決を図るとと

もに歴史的、社会的経緯の中で固定化されてきた男女の性別役割分担意識の解消にむけ各種啓

発事業の推進に努めてきました。 
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（３）行田市男女共同参画行政推進会議を発足 

平成 11（1999）年、男女共同参画社会基本法の成立を受け、同年７月、機構改革により企

画部企画課に女性政策係を移管しました。また、全庁的な規模で女性問題に取り組む体制とし

「行田市男女共同参画行政推進会議」を発足させました。 

さらに、「行田市女性政策推進協議会」を公募の委員を含む「行田市男女共同参画推進協議会」

と改組し、市民の政策決定過程への参画を更に推進しました。 

 

（４）ぎょうだ男女共同参画プランの策定 

平成 13（2001）年に策定された第４次行田市総合振興計画に、人権の理解と交流の推進

として「人権理念の普及・啓発」、「男女共同参画社会の実現」等の施策が盛り込まれました。

この第４次行田市総合振興計画との整合性を図り、その個別計画として市民意識調査や行田市

男女共同参画推進協議会からの提言を尊重した「ぎょうだ男女共同参画プラン」が策定されま

した。 

 

（５）男女共同参画社会の実現に向けた活動拠点の整備 

平成 15（2003）年に、女性及び男性がそれぞれ抱える問題を解決し、一人の人間としての

生き方、暮らし方を総合的に支援し、男女共同参画社会の実現に向けた活動拠点の開設を検討

するため、「行田市女性センター開設検討委員会」を設置しました。平成 17（2005）年３月

「（仮称）行田市女性センター開設に向けての基本構想への提言」が提出されました。 

（仮称）行田市女性センターは、平成 18（2006）年６月に着工、平成 19（2007）年３

月に竣工しました。名称を「行田市男女共同参画推進センター」、愛称名を「VIVA ぎょうだ」

とし、男女共同参画活動に関する団体の活動や市民同士の交流の場として利用されています。 

 

（６）行田市男女共同参画推進条例の制定後の動き 

平成 19（2007）年に、男女共同参画を総合的かつ計画的に推進し、もって男女共同参画社

会の実現を図ることを目的とし、「行田市男女共同参画推進条例」を制定しました。さらに、こ

の条例に基づき「行田市男女共同参画推進審議会」が設置されました。 

平成 24（2012）年に、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律に基づき、

配偶者からの暴力を防止するとともに、被害者の自立を支援することを含め、その適切な保護

を推進するため、「行田市庁内 DV 対策連携会議」を設置しました。 

第２次ぎょうだ男女共同参画プランが、平成 23 年度をもって終了したことを受けて、本プ

ランの成果や社会動向を踏まえ、男女平等に関する市民意識調査や行田市男女共同参画推進審

議会の提言等を基に、平成 24 年度から令和３年度までの新たな計画として、「第３次ぎょうだ

男女共同参画プラン」を策定しました。 

平成 27（2015）年に、女性の活躍を推進する施策について、事業者、学識経験者、行政機

関その他関係団体が連携して総合的かつ効果的に実施するため、「行田市女性活躍推進ネット

ワーク会議」を設置しました。 

平成 31 年（2019）年に、DV による被害者等に対し、その身体の安全を確保し、もって

自立促進を図るため、「行田市 DV 被害者等緊急一時避難支援事業実施要項」を制定しました。 

令和３（2021）年に策定された第６次行田市総合振興計画に、協働と地域づくりの推進と

して「家庭、職場、地域などのあらゆる場面において、年齢や性別などの区別なく活躍できる
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まち」を将来のまちの姿とし、「男女共同参画の推進」の施策が盛り込まれました。 

この第６次行田市総合振興計画との整合性を図り、その個別計画として人権に関する意識調

査や行田市男女共同参画推進審議会からの提言を尊重した「第４次ぎょうだ男女共同参画プラ

ン」が策定されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■第５次男女共同参画基本計画 

◆男女共同参画を推進する 11 の重点分野 

第 1 分野 政策・方針決定過程への女性の参画拡大 

第 2 分野 雇用等における男女共同参画の推進と仕事の生活の調和 

第 3 分野 地域における男女共同参画の推進 

第 4 分野 科学技術・学術における男女共同参画の推進 

第 5 分野 女性に対するあらゆる暴力の根絶 

第 6 分野 男女共同参画に視点に立った貧困等生活上の困難に対する支援と多様性を尊重する環境の整備 

第 7 分野 生涯を通じた健康支援 

第 8 分野 防災・復興、環境問題における男女共同参画の推進 

第 9 分野 男女共同参画の視点に立った各種制度等の整備 

第 10 分野 教育・メディア等を通じた男女双方の意識改革、理解の促進 

第 11 分野 男女共同参画に関する国際的な協調及び貢献 

 第１分野 政策・方針決定過程への女性の参画拡大における目標 

 

 

 

 

 

 

 

我が国の男女共同参画の取組は世界の動きと密接に関連して進められています。 

国（内閣府）・埼玉県ともに、具体的な成果目標を掲げたアクションプランを策定しています。本

市においても、国際的協調のもと国、県の計画との整合を図るとともに、本市の地域特性や現況、

市民ニーズなどを把握した上で、重点的に取り組むべき成果目標の設定が重要です。 

また、第６次行田市総合振興計画では、市民と行政の協働によるまちづくりが重視されており、

男女共同参画社会の実現に向けて広く情報の共有化を図るとともに、それぞれの果たすべき役割

と責任を自覚し、地域づくりやコミュニティ活動など地域のつながりを大切にした協働の視点を

取り入れた計画としていく必要があります。 

さらに、基本計画に位置づけた目標値の達成を目指していく必要があります。 

課題 

目標 

各項目に占める女性の割合             現状              目標（期限） 

衆議院議員の候補者  
17.8％            35% 
（2017年）         （2025年） 

各項目に占める女性の割合             現状              目標（期限） 

検察官（検事）  
25.4％            30% 

（2020年３月31日）    （2025年度末） 

国家公務員採用試験からの採用者 

国家公務員の地方機関課長・ 

本省課長補佐担当職 

36.8％          35%以上 
（2020年４月１日）        （毎年度） 

12.3％            17% 
（2020年７月）     （2025年度末） 

各項目に占める女性の割合             現状              目標（期限） 

国家公務員の本省課室長相当職  
5.9％            10% 

（2020年７月）      （2025年度末） 

都道府県職員の本庁課長相当職 

民間企業の雇用者の課長相当職 

12.2％            16% 
（2020年）        （2025年度末） 

11.4％            18% 
（2019年）         （2025年） 

各項目に占める女性の割合             現状              目標（期限） 

参議院議員の候補者  
28.1％            35% 
（2019年）         （2025年） 
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２ 男女共同参画の視点からの防災・復興について 
・ 「第５次男女共同参画基本計画」の基本認識において、「平常時からあらゆる施策の中に、

男女共同参画の視点を含めることが肝要であるとともに、非常時において、女性に負担が

集中したり、困難が深刻化したりしないような配慮が求められる」とされています。 

・ 本市全体の災害対応力の強化に向けて、平常時の備え、初動段階、避難生活、復旧・復興

の各段階における女性の視点に立った女性防災リーダーの育成も重要となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

■国の「防災基本計画」「男女共同参画基本計画」「避難所運営ガイドライン」等において、以下

の事項が定められています。 

• 地域の防災力向上を図るため、地方防災会議の委員への任命など、防災に関する政策・方針決

定過程と防災の現場における女性の参画を拡大する。 

• 市町村は、自主防災組織の育成・強化や、防災リーダーの育成等を図るものとし、その際、女

性の参画の促進に努めるものとする。 

• 市町村は、指定避難所の運営における女性の参画を推進するとともに、男女のニーズの違い等

男女双方の視点等に配慮するものとする。特に、女性専用の物干し場、更衣室、授乳室の設置

や生理用品・女性用下着の女性による配布、巡回警備や防犯ブザーの配布等による指定避難所

における運営管理に努めるものとする。 

• 市町村は、応急仮設住宅の適切な運営管理を行うものとし、その際、女性の参画を推進し、女

性の意見を反映できるよう配慮するものとする。 

• 被災地の復旧・復興に当たっては、あらゆる場・組織に女性の参画を促進するものとする。 

 

これらの取組を進めることは、子どもや若者、高齢の方、障害のある方、LGBTQ の方など、

多様な方々への配慮にも資するものと考えます。 

 

■（参考）防災関係の会議の女性委員の人数・割合について 

中央防災会議        ５名（委員数 31名） 

東日本大震災復興構想会議  １名（委員数 15名） 

都道府県防災会議     １１％（内閣府 令和２年度調査） 

  

災害は、自然現象(自然要因)とそれを受け止める側の社会の在り方(社会要因)により、その被

害の大きさが決まると考えられており、被害を小さくするためには、社会要因による災害時の困

難を最小限にする取組が重要です。 

これまでの災害対応においては、様々な意思決定過程へ女性の参画が十分に確保されず、女性

と男性が災害から受ける影響の違いなどに配慮が行き届かず、女性の視点に立った避難所の運営

管理が不十分であるといった課題があります。 

 

課題 
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３ コロナ下で再認識した男女共同参画推進の重要性 
新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響は、女性の就業が多いサービス業を直撃し、

非正規雇用労働者を中心に雇用情勢を急速に悪化させたほか、女性の自殺者数を急増させ

ました。就業者数を見ると、緊急事態宣言が発令された令和２年４月は前月から大きく減

少し、男女別では、男性の就業者数が 32 万人減少、女性の就業者数は 63 万人減少で、

女性への影響が甚大であったことが分かります。 

自殺者数では、令和２年は 21,081 人で、前年と比べ 912 人増加しました。男女別で

は男性が 23 人の減少に対し、女性は 935 人増加しました。令和３年は前年と比べ 74

人減少しましたが、男女別では男性が 116 人の減少に対し、女性は 42 人増加しており

女性への影響の大きさが分かります。 

また、男性につきましても、平成 21 年の 23,472 人から減少が続いていましたが、こ

こ数年 14,000 人ほどで推移しており深刻な状況が続いています。 

今までに経験したことのない社会変化は、これまで見過ごされてきたことや、表面化し

てこなかった諸問題を可視化しました。 

経済的・精神的 DV （配偶者暴力）、ひとり親世帯、女性・女児の窮状、女性の貧困等

の諸問題を解決するため、改めて男女共同参画を強く進めることの重要性を再認識するこ

ととなりました。 

 

 

 



 

16 
 

４ 人権に関する意識調査から（令和２年４月） 
・ 男女の地位の平等感については、男性の方が優遇されていると感じている方は、52.2% 

で、平等と答えた方の割合 29.0%より 23.2 ポイントも多い状況となっています。 

・ 項目別に見ると、「職場の中」で、男性の方が優遇されていると感じている男性は、56.4%

で、女性は 60.1%であった。また、「社会通念や習慣の中」で、男性の方が優遇されてい

ると感じている男性は、59.4%で、女性は 62.7%と高くなっています。 

・ 「男は仕事、女は家庭」という男女の固定的役割分担意識に「同感する」市民は少ない。し

かし、年齢とともにその割合は増え、60 歳以上では 6.9%の方が「同感する」と回答した。 

・ あなたは、これまでに、あなたの配偶者やパートナーから次のような行為をされたことが

ありますか。との問いに対して、「殴られたり、蹴られたりした」ことが「何度もあった」

が 3.0%、「１、２度あった」が、8.8%であった。また、「大声でどなられた」ことが「何

度もあった」が 7.9%、「１、２度あった」が、24.4%であった。 

・ ＤＶ相談の有無については相談した女性が 20.1%、男性が 5.8%。 

 

 

 

 

 

■男女の地位の平等感について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■「男は仕事、女は家庭」という 

男女の役割分担の考え方について 

 

 

 

 

 

 

％ 

人権に関する意識調査の結果を見ると、男女の平等感では比較的平等意識が高いものの、現実

の生活における「雇用」や「社会通念や習慣」における男女間の格差に課題があることが分かり

ました。 

 

課題 

％ 
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５ 拠点施設「ＶＩＶＡぎょうだ」の取組状況から 

・ 広報啓発事業では講座、セミナー、研修会、フォーラムなど多様な事業を実施しています。 

・ 新型コロナウイルス感染拡大防止に伴い、オンライン講座も取り入れ、参加者の間口を広

げるよう対応しています。 

・ 相談事業は面接、電話の相談と合わせて、緊急の事案については関係機関と連携し迅速に

対応しています。 

・ 審議会の開催の他、女性活躍推進ネットワーク会議を開催し、関係機関が連携して女性活

躍を推進する施策を進めています。 

・ 男女共同参画推進団体の利用を促し、各団体が交流を行うことでの相乗効果を生んでいます。

また、推進団体に講師をお願いし、広報啓発事業を行うことで市民の参加を促しています。 

・ 施設稼働率は、近年新型コロナウイルス感染症の影響で大きく落ち込んだ。また、「VIVA

ぎょうだを利用した市民の割合」も２割前後と低調となっています。施設の利用について

は、単なる貸館としてではなく、本来の目的に沿った利用の促進が課題となっています。 

・ 施設予約システムを導入し、借りやすい環境整備を進めています。 

 

 

 

 

 

 

 

■表 年間相談件数と相談内容     ■グラフ 年度別相談内容件数（単位：件） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■グラフ  

「ＶＩＶＡぎょうだ」 

稼働率の推移 

 

 

啓発事業などについては、市民ニーズを的確に把握しながら必要性が高く効果が期待できる事

業を推進するとともに、参加への間口を広げる必要です。普及が進むスマートフォンなどの通信

機器が参加の間口を広げるツールのひとつにあげられているが、機器の操作に高いハードルがあ

り一足飛びにはいきません。 

また、近年、相談事業の重要度も増しています。被害者の必要な支援も多種多様になっており、

自立に向けたよりきめ細かな対応が求められています。 

施設の稼働率は２割に満たない状況が続いており、男女共同参画の推進に資する利用団体を増

やし利用者層の拡大を図る必要があります。 

課題 

 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

延べ相談件数 60 75 65 

相
談
内
容
（
重
複
あ
り
） 

ＤＶ 28 26 22 

離婚 38 37 22 

夫婦関係 23 28 26 

ストーカー 2 1 1 

生活経済 
生き方 33 35 31 

子どもの虐待 5 3 5 

その他 
親子関係等 15 19 2 

計（件） 144 149 128 
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６ 審議会等への女性の登用状況から 

・ 審議会等の女性委員の比率 23.2％と、国、県平均を下回っています。 

・ 管理職の女性比率は 2.6％で県平均を下回っています。 

 

 

 

 

 

 

 

■グラフ 国・埼玉県及び行田市の 

審議会・管理職の女性比率 

（令和３年９月 30 日現在） 

 

 

 

 

 

 

■グラフ 審議会等委員への女性の登用状況（埼玉県） 

（令和 3 年４月１日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

■図 総合振興計画における目標値 

 

 

 

 

 

40市中 38位  

国、県については、40％の目標を掲げており、本市においても 10 年後の目標は 40％となって

います。本市では、ここ 10年間 23％前後で推移しており、県内 40市の中でも下位の状況にあり

ます。よって、本計画においては、具体的に目標を実現していくためのポジティブアクション（積

極的改善措置）を実施してくことが求められています。 

そのため、全庁的な取組の強化を図るとともに、人材育成・発掘の強化や、審議会条例の見直

し検討を含め、審議会等委員における市民参加の促進などに取り組んでいく必要があります。 

また、女性職員の管理職登用については、長期的な視点に立ちつつも、具体的取組が必要です。 

 

 

 

課題 

No. 指標名 単位 
現状値 中間値 目標値 

[令和３] [令和８] [令和 13] 

92 審議会等における女性委員の割合 ％ 23.2 30.0 40.0 

 

まちづくり指標 
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７ 本市の概況から 

・ 本市の総人口は減少傾向にあり、少子高齢化が進行しています。 

・ 産業別就業者数では第３次産業が 60％を超え、第１次産業は３％を割り込んでいます。 

・ 市内総生産額は、東日本大震災の影響を受けた平成 24 年以降、増加傾向にあり、平成 30

年度は前年度比 2.1%の増加でした。（令和３年統計ぎょうだ） 

・ 少子化の動向を見ると、出生数、合計特殊出生率ともに県平均を下回っています。特に合計

特殊出生率は令和元年に 0.99まで低下がみられたが、令和２年は 1.11と少し改善した。

しかしながら、埼玉県 1.27、全国 1.33 と比べ低い数値となっています。 

・ 労働力の状況を見ると、埼玉県と比較してＭ字カーブは緩やかである反面、子どもがいる

家庭での両親の就労を見ると未就学児がいる家庭の母親では、フルタイムで就労する人の

割合が 16.1％から 30.4%に改善、就学児童のいる家庭の母親は 24.3％から 27.8%とな

っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

■グラフ 合計特殊出生率の推移 

（全国・埼玉県・行田市） 

 

  

 

 

 

■グラフ 女性の労働力率 

（全国・埼玉県・行田市） 

 

 

 

 

 

 

人口減少、少子化の影響のなか、Ｍ字カーブは少しずつ改善が見られています。合計特殊出生

率は、1.10程度で推移し改善が見られません。子どものいる世帯ではフルタイムで働く母親が少

ないことなどから、仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）がとれていない現状が伺え

ます。 

女性の活躍による経済社会の活性化が求められる状況のなか、キャリアを持ちながら結婚・出

産が可能な環境の整備や出産・子育て後の再チャレンジを支援する環境の整備が重要です。 

また、男性、女性ともに仕事と生活の調和を図っていけるよう、子育て支援、育児休業制度の

取得促進、就労環境の向上に向けた事業所への啓発などを総合的に推進していくことが求められ

ています。 

課題 

％ 

％ 

年 
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８ 子ども・子育て支援に関するアンケートから 
・ お子さんの子育て（教育を含む）を主に、父母ともに行っているが 52.4%、主に母親が行

っているが 45.2%でした。 

・ 育児休業制度を利用した人は、母親 32.9%、父親 3.4%であり、10 年前の調査（次世代

ニーズ調査）での母親 26.8％、父親 1.7％と比べて少し改善が見られる。 

・ 育児休暇を取得していない母親の割合は 16%で、取得していない理由は、「子育てや家事

に専念するため退職した」が 42.9%と高いものとなっています。また、育児休暇を取得し

ていない父親の割合は 88.2%で、取得していない理由は「仕事が忙しかった」が 37.3%

と高く、次いで「配偶者や祖父母等の親族にみてもらえるなど、制度を利用する必要がなか

った」が 30.9%、「収入減となり、経済的に苦しくなる」が 30.8%となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

■「お子さんの子育て（教育を含む）を主にしている方について」 

 

 

■「育児休業給付や健康保険及び厚生年金保険料免除の仕組みの認知度について」 

 

 未就学児のいる家庭での母親の約４割が子育てや家事に専念するために退職しており、働きな

がら子育てをすることが難しい状況であることが分かります。子育て支援の更なる充実を図り、

子育てをしながら働くことができる環境整備を進めていく必要があります。 

また、「育児休業給付や健康保険及び厚生年金保険料免除の仕組みの認知度」を見ると、制度

の周知徹底、事業所等への啓発を進めていく必要があることが分かります。 

課題 



 
 

    21 

 Gyoda City 

９ 前計画の推進状況 
   平成 24 年度３月に策定した第３次ぎょうだ男女共同参画プランでは、基本目標に基づき

15 項目の重点施策を設定し、それぞれに数値目標を設定しました。目標値に対する結果は

下記のとおりです。 

 

■基本目標Ⅰ.男女共同参画の体制づくり 

■目標指標■ 
計画策定時 

平成 23年度 

現状値 

令和３年度 

目標値 

令和３年度 

重点施策１ 男女共同参画に関する推進体制の強化 

「ＶＩＶＡぎょうだ」を利用した市民の割合 

25.9％ 

（平成 22） 

18.4％ 

（令和元） 
50.0％ 

重点施策２ 政策決定過程における男女共同参画の

推進 

審議会委員における女性委員の割合 

18.6％ 23.2％ 40.0％ 

重点施策３ 市民と連携による男女共同参画の推進 

自治会長に占める女性の割合 
2.7％ 4.3％ 10.0％ 

 

 

 

 

■基本目標Ⅱ.男女共同参画の環境づくり 

■目標指標■ 
計画策定時 

平成 23年度 

現状値 

令和３年度 

目標値 

令和３年度 

重点施策４ 男女の仕事と生活の調和 

ワーク・ライフ・バランスの意味を知っている 

市民の割合 

6.8％ 

（平成 21） 
44.8％ 50.0％ 

重点施策５ 経済社会における男女共同参画の推進 

キャリア形成支援のための講座参加者数 

30人 

（平成 22） 

111人 

（令和２） 
100人 

重点施策６ 子育てしやすい環境の整備・充実 

保育所サービスについて満足している市民の割合 
9.3％ － 50.0％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

審議会委員や自治会長における女性の割合の改善の進捗状況は、あまり進みませんでした。 

今後強く推し進める必要があります。 

目標値には達成しないものの、概ね改善が図られました。 
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■基本目標Ⅲ.安全と健康を守るまちづくり 

■目標指標■ 
計画策定時 

平成 23年度 

現状値 

令和３年度 

目標値 

令和３年度 

重点施策７ 男女共同参画の視点に立った防災・防

犯体制の推進 

自主防災組織の組織率 

24.6％ 100％ 85.0％ 

重点施策８ 生活上の困難に直面しやすい人々が暮

らしやすい環境の整備 

いきいき・元気サポーターの登録者数 

170人 

（平成 22） 

136人 

（令和元） 
600人 

重点施策９ 生涯を通じた健康づくりへの支援 

女性特有がん検診受診者数 

3,116人 

（平成 22） 

1,510人 

（令和２） 
9,000人 

 

 

 

 

■基本目標Ⅳ.女性に対する暴力のない社会づくり 

■目標指標■ 
計画策定時 

平成 23年度 

現状値 

令和３年度 

目標値 

令和３年度 

重点施策１０ 暴力のない社会づくりの推進 

ＤＶという言葉を知っている中学生の割合 
48.0％ 38.5％ 100.0％ 

重点施策１１ DV 被害者の安全の確保と支援体制

の充実  

ＤＶについての相談の有無 

19.3％ 

（平成 21） 

25.9％ 

（令和２） 
50.0％ 

重点施策１２ セクシュアル・ハラスメント防止対策 

セクシャル・ハラスメント防止研修の充実 

1 回／隔年 

（平成 22） 
1 回／年 1 回／年 

重点施策１３ 関係機関との連携の推進 

庁内ＤＶ対策連携会議の開催 
０回／年 

１回／年 

（令和２） 
４回／年 

 

 

 

■基本目標Ⅴ.男女共同参画の意識づくり 

■目標指標■ 
計画策定時 

平成 23年度 

現状値 

令和３年度 

目標値 

令和３年度 

重点施策１４ 性別による固定的な役割分担意識の

解消 

「男は仕事、女は家庭」という考え方に「同感する」

市民の割合の男女差の縮小 

12ポイント 

（平成 21） 

1.7ポイント 

（令和元） 
５ポイント 

重点施策１５ 男女平等教育の推進 

「男女共同参画社会」を知っている児童・生徒の 

割合 

11.6％ 8.8％ 50.0％ 

 

 

 

自主防災組織の組織率は、目標値を上回ったものの、その他は策定当時より下回る結果となっ

てしまいました。女性特有がん検診については、新型コロナウイルス感染症の影響が大きく、令

和元年度の受診者数は 2,437人でした。 

概ね改善が見られましたが、より一層の努力が必要です。 

性別による固定的な役割分担意識については、とても改善が見られましたが、「男女共同参画

社会」についての知識は、なかなか浸透しませんでした。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３章 基本理念・基本目標 
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１ 基本理念 
行田市では平成 19 年に「行田市男女共同参画推進条例」を制定し、以下の基本理念を掲げ

ました。本計画においては、この基本理念にのっとり、男女共同参画社会の実現に向けた施策

の推進を図ります。 

（１）男女の人権尊重 

男女の個人としての尊厳が重んぜられること、男女が性別による差別的取扱いを受けないこ

とその他の男女の人権が尊重されること。 

 

（２）性別による固定的な役割分担の解消 

性別による固定的な役割分担意識等に基づく社会における制度又は慣行をなくすように努

めるとともに、これらの制度又は慣行が男女の社会における活動の自由な選択に対して影響

を及ぼすことのないように配慮すること。 

 

（３）方針立案及び決定への参画機会の確保 

男女が、社会の対等な構成員として、市における施策又は事業者における方針の立案及び決

定に共同して参画する機会が確保されること。 

 

（４）男女の家庭生活の円滑化  

家族を構成する男女が、相互の協力と社会の支援の下に、子の養育、家族の介護その他の家

庭生活における活動について家族の一員としての役割を円滑に果たし、かつ、就業、就学そ

の他の社会生活における活動を行うことができるようにすること。 

 

（５）男女の生涯にわたる健康な生活 

男女が互いの性を理解し、妊娠、出産その他の性に関する事項について男女の相互の意思が

尊重されること及び男女が生涯にわたり健康な生活を営むことについて配慮されること。 

 

（６）国際的協調 

男女共同参画の推進が、国際社会における取組と密接な関係を有していることを十分理解し、

国際的協調の下に行うこと。 

 

 

 

 

 

 

３章 基本理念・基本目標 

 

 

男女がともに参画できる社会の実現を目指して 

スローガン 
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２ 基本目標 
本市を取り巻く状況と課題を踏まえ、条例に位置づけられている基本理念にのっとり男女共

同参画社会の形成を目指すため、５つの基本目標を掲げます。 

 ●●しくみを作ろう●●－Ⅰ．男女共同参画の体制づくり－ 

全庁的な取組のもと、計画を着実に実行できる進行管理体制の充実に努めるとともに、国・県等

と連携した効果的な施策展開を図ります。さらに、男女共同参画の推進拠点である「ＶＩＶＡぎょ

うだ」の機能強化と効果的な活用に努めます。 

政策決定過程における男女共同参画を推進するため、あらゆる機会を捉えて女性の積極的な登用

や参画拡大を促進するとともに、それに対応できる人材を育成します。 

また、女性団体への支援や市民参加による計画の推進など、市民との連携による男女共同参画を

推進するとともに、地域活動での性別役割分担の是正に取り組みます。さらに、男女共同参画の視

点に立った国際理解と交流の促進や環境分野における女性の参画を推進します。 

 

●●ワーク・ライフ・バランスを図ろう●●－Ⅱ．男女共同参画の環境づくり－  

誰もが充実感をもって働き、家庭や地域生活においても多様な生き方が実現できる社会を目指し、

仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）を実現するための意識啓発や情報提供に努めます。 

経済社会における男女共同参画を推進するため、女性の就労支援・キャリア形成支援や事業所へ

の啓発、心身両面にわたる健康対策など雇用環境の改善に向けた取組を推進するとともに、農業・

自営業に従事する女性への支援を図ります。 

地域全体で子育てを支える環境を目指した啓発に努めるとともに、保育サービスの充実など男女

が働きやすい環境の整備や子育て関連の相談サービスの充実、子育て中の親を対象としたネットワ

ークづくり、男性が子育てしやすい環境の整備などを積極的に推進します。 

 

●●安心して暮らそう●●－Ⅲ．安全と健康を守るまちづくり－ 

地域における男女共同参画を推進するため、防災・防犯での男女共同参画を促進します。 

また、生活上の困難に直面しやすい人々が暮らしやすい環境の整備を目指し、男女共同参画の視

点からきめ細かい支援や各種相談体制の充実を図ります。 

市民の生涯を通じた健康づくりを支援するため、性と生殖に関する健康と権利についての啓発、個々

のニーズに応じた健康支援、妊娠中から子育て期まで母子保健の充実を推進するとともに、学校にお

ける適切な性に関する教育や感染症等予防対策の推進、市民のスポーツ活動の促進に努めます。 

 

●●暴力をなくそう●●－Ⅳ．女性に対する暴力のない社会づくり－ 

女性に対するあらゆる暴力の根絶を目指し、市民に対する意識啓発、デートＤＶ防止対策、児童

虐待の防止に努めるとともに、被害を早期発見するため、相談体制の充実を図ります。また、ＤＶ

被害者に対しては保護・自立支援、子どもの安全確保に努めます。さらに、セクシュアル・ハラス

メントをはじめとする各種ハラスメント防止対策、関係機関との連携強化等に取り組みます。 

 

●●意識を変えよう●●－Ⅴ．男女共同参画の意識づくり－ 

性別による固定的な役割分担意識の解消を目指した啓発活動の充実に努めるとともに、女性だけ

でなく、男性や子どもにとっての男女共同参画を推進します。また、学校教育から生涯学習まで、

すべての市民を対象としたジェンダー平等教育に取り組みます。 
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３ 施策の体系 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

男
女
が
と
も
に
参
画
で
き
る
社
会
の
実
現
を
目
指
し
て 

Ⅰ.男女共同参画の体制づくり 

Ⅲ.安全と健康を守る 
まちづくり 

Ⅴ.男女共同参画の意識づくり 

Ⅳ.女性に対する暴力のない 
社会づくり 

Ⅱ.男女共同参画の環境づくり 

１ 男女共同参画に関する推進体制の強化 

２ 政策決定過程における男女共同参画の推進 

３ 市民との連携による男女共同参画の推進 

４ 男女の仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス） 

５ 経済社会における男女共同参画の推進（雇用機会均等） 

６ 子育てしやすい環境の整備・充実 

７ 男女共同参画の視点に立った防災・防犯体制の推進 

８  

９ 生涯を通じた健康づくりへの支援 

10 暴力のない社会づくりの推進 

11 ＤＶ被害者の安全の確保と支援体制の充実 

12 セクシュアル・ハラスメント防止対策 

13 関係機関との連携の推進 

14 性別による固定的な役割分担意識の解消 

15 ジェンダー平等教育の推進 

       ■基本目標■                    ■重点施策■            
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     ■施策の方向■                            ■目標指標■ 

各課の推進体制の強化の割合 
84.3％ → 100％ 

審議会委員における女性委員の割合 
23.2％ → 40.0％ 

自治会長に占める女性の割合 
4.3％ → 10.0％ 

44.8％ → 60.0％ 

キャリア形成支援のための講座参加者数 
111人 → 150人 

0人を維持 

22.0％ → 100％ 

いきいき・元気サポーターの登録者数 
136人 → 170人 

女性特有がん検診受診者数 
3,116人 → 9,000人 

38.5％ → 100.0％ 

ＤＶについての相談の有無 
25.9％ → 40.0％ 

１回／年 → ２回／年 

庁内ＤＶ対策連携会議の開催 
1回／年 → ４回／年 

 
1.7ポイント → ０ポイント 

 
8.8％ → 50.0％ 

(1) 担当部署の機能の充実 
(2) 計画進行のチェック体制の整備・充実 

(3) 国・県等との連携 
(4) 活動拠点施設の効果的な運営 

(1) 政策決定過程への女性の積極的登用 
(2) 政策決定過程における市民参画 
(3) 女性の人材育成 

(1) 市民参加による計画推進 

(2) 地域活動での性別役割分担の是正 
(3) 女性団体への支援とネットワークの促進 
(4) 国際理解と交流の促進（外国人への理解と支援） 

(5) 環境分野における女性の参画推進 

(1) 仕事と生活の調和への意識啓発・制度の普及 

(2) 仕事と生活の調和に関する情報提供 

(1) 女性の就労支援・キャリア形成支援 

(2) 雇用環境の整備促進と事業所への啓発 
(3) 農業・自営業における男女共同参画の推進 
(4) 職場における心身両面にわたる健康対策（過重労働対策など） 

(1) 子育てしやすい制度の活用・職場環境づくりに向けた啓発 

(2) 男女が働き続けやすい環境の整備（子育て支援事業の充実） 
(3) 子育て関連の相談サービスの充実 
(4) 子育て中の親の交流・ネットワークづくりの支援 

(5) 男性が子育てしやすい環境の整備 

(1) 防災における男女共同参画の推進 

(2) 防犯における男女共同参画の推進 

(1) ひとり親家庭への支援 
(2) 様々な困難に置かれている人々への支援の充実 

(3) 相談事業の充実 

(1) 生涯にわたる性と生殖に関する健康と権利についての考え方の定着 
(2) 生涯を通じた健康支援（個々のニーズに応じた健康支援） 
(3) 母子保健の充実 

(4) 学校教育等における性に関する教育の充実 
(5) 学校教育における感染症等予防対策の推進 
(6) 生涯にわたるスポーツ活動の促進 

(1) 暴力を許さない意識づくり 

(2) 暴力防止に向けた学校教育 
(3) デート DV（結婚していない恋人間での暴力）防止活動の実施 
(4) 児童虐待の防止 

(1) 早期相談の促進と相談体制の充実 
(2) 被害者の安全確保 
(3) 自立への支援 

(4) 子どもの安全確保 

(1) 啓発及び相談体制の充実 
(2) 雇用や教育の場における防止対策の促進 

(1) 関係機関との連携強化 
(2) 職務関係者研修の推進 

(1) 学校におけるジェンダー平等教育の推進 
(2) 生涯学習におけるジェンダー平等意識の醸成 

(1) 性別に基づく固定的な考え方の解消に向けての相違ある啓発活動の推進 

(2) 性別役割分業意識の解消 
(3) 性の多様性を理解し深めることを促進 
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4 SDGs の推進 

（1）SDGsとは 

SDGs（Sustainable Development Goals：持続可能な開発目標）とは、2015 年の国連

サミットで採択された「誰一人取り残さない」持続可能で多様性と包摂性のある社会の実現の

ために設定された目標のことです。2030 年を年限とする 17 の目標と 169 のターゲットが

あり、すべての国の目標です。 

■持続可能な開発目標の詳細 

 目標 1 貧困 あらゆる場所のあらゆる形態の貧困を終わらせる 

 目標 2 飢餓 
飢餓を終わらせ、食料安全保障及び栄養改善を実現し、持続可能な農
業を促進する 

 目標 3 保健 
あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を促進す
る 

 目標 4 教育 すべての人に包摂的かつ公正な質の高い教育を確保し、生涯学習の機
会を促進する 

 目標 5 ジェンダー ジェンダー平等を達成し、すべての女性及び女児の能力強化を行う 

 目標 6 水・衛生 すべての人々の水と衛生の利用可能性と持続可能な管理を確保する 

 目標 7 エネルギー 
すべての人々の、安価かつ信頼できる持続可能な近代的エネルギーへ
のアクセスを確保する 

 目標 8 成長・雇用 
包摂的かつ持続可能な経済成長及びすべての人々の完全かつ生産的
な雇用と働きがいのある人間らしい雇用を促進する 

 目標 9 ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ 
強靭なインフラ構築、包摂的かつ持続可能な産業化の促進及びイノベ
ーションの推進を図る 

 目標 10 不平等 各国内および各国間の不平等を是正する 

 目標 11 都市 包摂的で安全かつ強靭で持続可能な都市及び人間居住を実現する 

      目標 12 生産･消費 持続可能な生産消費形態を確保する 

      目標 13 気候変動 気候変動及びその影響を軽減するための緊急対策を講じる 

      目標 14 海洋資源 
持続可能な開発のために海洋・海洋資源を保全し、持続可能な形で利
用する 

      目標 15 陸上資源 
陸域生態系の保護、回復、持続可能な利用の推進、持続可能な森林の
経営、砂漠化への対処ならびに土地の劣化の阻止・回復及び生物多様
性の損失を阻止する 

      目標 16 平和 
持続可能な開発のための平和で包摂的な社会を促進し、すべての人々
に司法へのアクセスを提供し、あらゆるレベルにおいて効果的で説明
責任のある包摂的な制度を構築する 

      目標 17 実施手段 持続可能な開発のための実施手段を強化し、グローバル・パートナー
シップを活性化する 
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（２）男女共同参画の推進と SDGs の推進 

「SDGs」の理念は、これまで本市が取り組んできた「持続可能なまちづくり」と方向性を

同じくするものです。今後も「誰一人取り残さない」という SDGs の理念や、目指す方向性に

広く共有しながら、計画に位置付けた施策を着実に実施していくことで、将来都市像「いにし

えと未来を紡ぐ 誇れるまち ぎょうだ」の実現を目指しています。 

本市の男女共同参画の推進に当たりましても、SDGs の 17 の目標のうち、「目標５ ジェ

ンダー平等を実現しよう」を、本プランの礎とした上で、本プランのすべての重点施策に SDGs

の目標を関連付け、本プランと SDGs を一体的に推進するものといたします。 

 

 

SDGs の中で、「ジェンダー平等」は、とても重要なテーマとなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

①すべての女性に対するあらゆる差別をなくす。 

②すべての女性へのあらゆる暴力（女性を売り買いしたり、性的な目的などで一方的に

利用すること）をなくす。 

③子どもの早すぎる結婚、強制的な結婚、女性を傷つけるならわしをなくす。 

④お金が支払われない家庭内の子育て・介護や家事などはお金が支払われる仕事と同じ

く大切な「仕事」であるということを、公共のサービスや制度、家庭内の役割分担な

どを通じて、認めるようにする。 

⑤政治・経済・社会の中で何かを決める場に、女性と男性が同じように参加したり、リ

ーダーになったりできるようにする。 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４章 推進計画 
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■基本目標Ⅰ 男女共同参画の体制づくり しくみを作ろう 

■課題■ 

 

本市を取り巻く環境の変化や市の特性を踏まえながら、あらゆる分野において男女共

同参画を推進していくため、市民、事業者、民間団体と行政が、互いに連携・協力しな

がら、取組を展開していくことが必要です。 

本市においては、平成 13 年から「ぎょうだ男女共同参画プラン」に基づき、様々な

施策を推進してきましたが、目標を達成できていない取組もあります。幅広い分野にわ

たる男女共同参画の推進に向けて、さらに関係各課が積極的に連携しながら、総合的か

つ計画的に施策を推進することができる推進体制が必要です。 

また、第 3 次ぎょうだ男女共同参画プラン進捗状況報告において、男女共同参画に関

する推進体制の強化の取組の新規取組又は達成、ほぼ達成が、令和２年度分では 84.3％

となっておりますが、第 4 次ぎょうだ男女共同参画プランにおいては、100％を目指し

た取組を行います。 

 

 

  

 

 

 

■施策の方向■ 

○ 担当部署の機能の充実を図るとともに、「行田市男女共同参画推進条例」の適切な運

用を図ります。 

○ 計画進行チェック体制の強化を図ります。 

○ 「VIVA ぎょうだ」の拠点機能強化を図ります。 

 

 

―男女共同参画に関する推進体制の強化の取組の向上を目指します― 

■目標指標■ ■指標の考え方■ 
現況値 

令和３年度 

目標値 

令和 14年度 

各課の推進体制の

強化の割合 

男女共同参画に関する各課の推進体制

の強化の取組の向上を目指します 

84.3％ 

（令和２） 
100％ 

重点施策１ 男女共同参画に関する推進体制の強化 
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■取組■ 

（１）担当部署の機能の充実 

男女共同参画を推進する担当部署の機能充実を図るとともに、庁内推進組織及び審議会の活用

を図ります。 

①推進体制の充実 

●男女共同参画を推進する担当部署の政策調整機能及

び企画立案機能の充実 

●行政推進会議及び専門部会、審議会の活用など推進

体制の充実 

男女共同参画 

推進センター 

関係各課 

②行田市男女共同参画推進 

条例の適正な運用 
●男女共同参画推進条例の適正運用と施策の推進 

男女共同参画 

推進センター 

関係各課 

 

（２）計画進行のチェック体制の整備・充実 

計画の進捗状況調査に基づく事情等の年度毎の見直しなど、行政評価システムとの整合を図り

ながらプランの推進を図ります。また、時代の変化に対応したプランとするため、中間年（５ヵ

年）での見直しを検討します。 

①ぎょうだ男女共同参画 

プランの推進 

●進捗状況調査の実施及び計画進行のチェック 

●審議会におけるプランの進捗状況に対する意見聴取

と計画の進行への反映 

男女共同参画 

推進センター 

関係各課 

②行政評価に基づく計画の 

推進 
●計画の着実な推進と評価の実施 

男女共同参画 

推進センター 

③中間年での計画の見直し ●中間年において計画の見直しの実施 
男女共同参画 

推進センター 

 

（３）国･県等との連携 

男女共同参画施策を効果的に推進していくため、国・県との連携により多様な事業展開を図り

ます。また、男女共同参画にかかる国・県の施策に対し必要に応じて要望していきます。 

①国や県と連携しての事業 

の推進 

●国・県と連携した事業の推進 

●国・県による法制度の整備や広域的な対応が望まれ

る施策の要望 

男女共同参画 

推進センター 

 

（４）活動拠点施設の効果的な運営 

男女共同参画社会の実現に向けた総合的な活動拠点施設として、広く市民の利用が図られるよ

う、男女共同参画推進センターの効果的な運営に努めるとともに、拠点機能の強化を図ります。 

①活動拠点施設の効果的な 

運営 

●「VIVA ぎょうだ」の活動内容の周知 

●掲示等による男女共同参画に関する情報のＰＲ 

●貸館業務等業務内容の検討 

男女共同参画 

推進センター 

②「ＶＩＶＡぎょうだ」の 

拠点機能の強化 

●幅広い市民層が訪れやすい仕組みづくりの検討 

●男女共同参画に係わる市民活動の場の提供 

男女共同参画 

推進センター 
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■基本目標Ⅰ 男女共同参画の体制づくり しくみを作ろう 

■課題■ 

 

男女共同参画社会の実現には、男女が社会のあらゆる分野に対等な立場で参画し、そ

の責任を分かち合うことが重要です。 

政策や方針の立案及び決定への男女の共同参画は、男女共同参画社会の基盤をなすも

のであるにもかかわらず、未だ充分に実現しているとはいえません。 

社会の変化に対応し持続的に地域が発展していくためには、多様な視点や新たな発想

を取り入れながら、あらゆる分野における男女の参画を促進していく必要があります。 

行田市における令和3年4月1日現在の女性を含む審議会等の比率は53団体中48

団体で 90.6％と高くなってきましたが、女性の登用率は 23.2％と未だ低い状況で、

10 年間で、わずか 1.8 ポイントの増加しか見られませんでした。 

令和 3 年 4 月 1 日現在、埼玉県平均は、29.6%であり、行田市は、40 市中 38 番

目の状況です。 

今後は、女性委員比率の向上を図るために啓発活動や研修などの強化し、第４次ぎょ

うだ男女共同参画プランにおいては、「審議会委員における女性委員の割合」の強化を最

重要課題として取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

■施策の方向■ 

○ 審議会等委員や女性管理職の登用を図ります。 

○ 女性の人材育成に努めます。 

 

 

－政策決定に係わる女性の割合を増やします－ 

■目標指標■ ■指標の考え方■ 
現況値 

令和３年度 

目標値 

令和 14年度 

審議会委員におけ

る女性委員の割合 

政策決定過程において女性の意見が反

映されるよう、行田市の審議会等委員

における女性委員の割合の向上を目指

します。（第６次行田市総合振興計画） 

23.2％ 40.0％ 

重点施策２ 政策決定過程における男女共同参画の推進 
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■取組■ 

（１）政策決定過程への女性の積極的登用 

条例・規程の見直しや市民参画の促進、全庁的な取組により審議会等における女性委員の登用

を促進します。また、これまでの慣行などにとらわれることなく、女性が能力を発揮できる職場

環境を整備することにより、行田市女性職員の職域拡大、管理職への積極的な登用に努めます。 

①審議会等への女性の登用 
●女性委員の登用に向けた全庁的な取組を推進 

●審議会等の改選に際して、女性の登用を推進 

●公募制の導入 

関係各課 

②女性の政策への関心、 

参画意識の啓発 

●政策立案や行政・議会の仕組みなどをテーマにした

講演会の実施 

●情報紙における継続的な情報提供を推進 

男女共同参画 

推進センター 

③女性の管理職等への登用 
●積極的改善措置（ポジティブアクション）の浸透 

●女性の職域拡大に関する意識啓発の推進 
人事課 

④民間企業・関係団体等への 

女性の登用の働きかけ 
●積極的格差是正措置に関する情報提供の推進 

男女共同参画 

推進センター 

関係各課 

 

（２）政策決定過程における市民参画 

市民に開かれた審議会・委員会を目指すとともに女性委員の拡大を図るため、審議会や委員会

における規約等の見直しを図り、公募制を積極的に導入します。 

また、審議会等の策定過程の情報については、パブリックコメントなどにより市民に公表しま

す。 

①各種委員会・審議会等への 

公募制の導入 
●委員の選定における公募制の導入 関係各課 

②市民意向の反映 
●市民意識調査やヒアリング調査の実施 

●パブリックコメント（条例に定める市民意見募集手

続き）の実施 

関係各課 

 

（３）女性の人材育成 

政策決定過程における男女共同参画を目指し、各種研修の実施・拡大により、女性職員の職域

拡大や管理職登用に向けた人材育成を推進します。また、女性が政策決定過程に参画できる機会

を拡大するための様々な取組を推進します。 

①男女共同参画の視点から 

の職員研修会の開催 
●職員研修会の実施 

男女共同参画 

推進センター 

人事課 

②女性職員の研修機会の 

充実 

●女性職員の研修機会の充実 

●各種研修における公募科目の拡充 
人事課 

③男女共同参画の視点に 

立った講座の開催 
●男女共同参画の視点に立った学級・講座の開催 地域公民館 

④女性の人材育成と幅広い 

人材の登用 

●あらゆる分野での女性の登用の実施 

●男女共同参画人材リストの定期更新 

人事課 

男女共同参画

推進センター 
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■基本目標Ⅰ 男女共同参画の体制づくり しくみを作ろう 

■課題■ 

 

地域社会の一員として、男女が共に理解し支え合いながら地域の問題を解決していこ

うとする活動は、地域の活性化の原動力となります。 

市、市民、事業者の連携・協力を促進し、政策方針決定過程において、男女共同参画

の視点を取り入れ、相互に連携し補い合うネットワークづくりが必要です。 

本市の地域活動における男女共同参画の状況を見ると、「PTA や子ども会などの活

動」「市で行う講座等への参加」では女性が多く、VIVA ぎょうだで開催する講座にお

いても、如何に男性を参加させられるかが、大きな課題となっています。 

また、自治会長における女性の比率を埼玉県平均と比較してみると、県では 5.3％な

のに対し、行田市では 4.3％となっており、県平均を下回っています。 

高齢者や障がい者、性的少数者なども含めた多くの市民が生き生きと暮らせる社会に

するために、意識啓発の向上や、リモートなどを使った研修にも取り組んでいくことが

求められています。 

 

 

 

 

 

 

 

■施策の方向■ 

○ 男女共同参画を推進するための地域活動に、市民・団体・事業者などが参画しやす

い体制づくりを推進します。 

○ 行田市女性活躍推進ネットワーク会議を核とし、多種多様な団体と連携し女性

の登用や活躍の推進と女性が継続して就業しやすい環境づくりを図ります。 

 

－地域活動で活躍する女性の割合を増やします－ 

■目標指標■ ■指標の考え方■ 
現況値 

令和３年度 

目標値 

令和 14年度 

自治会長に占める女

性の割合 

地域活動において女性の意見が反映さ

れるよう、自治会長における女性の割

合の向上を目指します。 

（内閣府第５次男女共同参画基本計画） 

4.3％ 10.0％ 

重点施策３ 市民との連携による男女共同参画の推進 
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■取組■ 

（１）市民参加による計画推進 

市政への参画情報の提供や民間企業・関係団体への働きかけ、市民との連携事業、県及び近隣

市町村との連携事業を推進するなど、市民参画による計画推進を目指します。 

①市政への参画情報・ 

参画機会の提供 
●市ホームページ等の活用による参画情報の提供 企画政策課 

②ＮＰＯと連携した 

事業推進・新たな団体、 

グループの育成支援 

●情報・活動機会の提供 

●相談窓口の整備 

●NPO 活動と連携した事業の推進 

●新たな団体・グループの育成支援の実施 

地域活動 

推進課 

③県及び近隣市町村主催 

事業に協力・参加 

●意見交換会等への参加 

●県や近隣市町村が主催する事業に対する協力体制の

充実 

男女共同参画

推進センター 

 

（２）地域活動での性別役割分担の是正 

地域活動における固定的性別役割分担意識の解消を図るため、啓発活動を推進するとともに、

地域活動における女性の活動の支援、地域活動における固定的な役割分担の是正に向けた支援に

努めます。 

①社会通念や慣行の見直し 

のための啓発活動の実施 

●社会通念や慣行の見直しの啓発 

●講座開催時に意識啓発用のリーフレットの配布や説

明の実施 

男女共同参画

推進センター 

②自治会の女性リーダーの

育成 

●リーダーステップアップ講座の開催 

●自治会の活動支援と育成 

男女共同参画

推進センター 

地域活動 

推進課 

 

（３）女性団体への支援とネットワークの促進 

行田市女性活躍ネットワーク会議を核とし多種多様な団体と連携し、あらゆる分野における女

性の登用や活躍の推進と女性が継続して就業しやすい環境づくりを検討し発信することで経営者

の意識の醸成を図ります。 

①女性団体への支援と 

ネットワークの促進 
●関連団体のネットワーク化 

男女共同参画

推進センター 

②新たな団体、グループの 

育成支援 

●新たな団体・グループづくりのための講座の開催 

●新たな団体・グループ活動の立ち上げ支援 

男女共同参画

推進センター 

 

（４）国際理解と交流の促進（外国人への理解と支援） 

グローバル化にともない、地域における国際化が進展していることを踏まえ、国際理解と国際

交流の促進を図ります。また、本市に在住する外国人が安心して暮らすことができるよう、サポ

ート体制の充実を図ります。 

①国際理解と多文化共生 
●ＡＬＴによる国際理解教育の充実 

●多文化共生の視点からの教育活動の取組 
教育指導課 

②国際交流の推進 
●在住外国人のための学習環境や情報提供の充実 

●国際交流に関するイベントの実施 

地域活動 

推進課 

③生活に密着した国際交流 

事業の推進 

●各種講座の開催による生活に密着した国際交流事業

の推進 

中央公民館 

地域公民館 
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■基本目標Ⅰ 男女共同参画の体制づくり しくみを作ろう 

④外国語による広報の推進 
●外国人に理解できるような刊行物を作成する 

●関係機関が作成したパンフレットの配布、ポスター

の掲示等による啓発活動 

広報広聴課 

商工観光課 

市民課 

⑤外国語に対応した窓口の

設置 
●外国人住民が不便なく利用できる窓口の設置 企画政策課 

⑥外国籍の方に対する生活 

サポート 
●「外国人総合相談センター埼玉」の利用 関係各課 

⑦海外の男女共同参画に 

関する情報の収集と提供 

●国際的な男女共同参画の推進状況などの情報収集と

提供 

男女共同参画

推進センター 

 

（５）環境分野における女性の参画推進 

持続可能な社会の実現を目指していくため、環境分野における男女共同参画を推進します。 

①環境分野の政策決定に 

おける女性の意見の反映 

●環境分野における政策・方針決定過程への女性の参

画の拡大 

●男女共同参画の視点に立った計画策定 

環境課 
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■基本目標Ⅱ 男女共同参画の環境づくり ワーク・ライフ・バランスを図ろう 

■課題■ 

 

仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の実現は、個人にとっては、仕事に

より生活の基盤を確保しつつ、家族や友人との充実した時間や、自己啓発・地域活動へ

の参加の時間を持つことができる、豊かな生活を可能にします。また、子育てや介護な

ど、個人の状況に応じた多様で柔軟な働き方が選択できるようになります。 

企業にとっては、人材の確保と定着、従業員のモチベーション向上、心身の健康保持

により、生産性の向上やイメージアップというメリットが生まれることになります。さ

らに、家族で過ごす時間の充実や地域活動の活性化等、社会全体の好循環にもつながり

ます。 

行政だけではなく、市民、事業者、市民活動団体など様々な主体が連携して、ワーク・

ライフ・バランスの実現に向けて、積極的に取り組んでいくことが必要です。 

本市の状況を「男女共同参画アンケート（令和 2年度）」で見ると、ワーク・ライフ・

バランスという言葉を『知らない』と回答した人が 55.2％で、『言葉も意味も知ってい

る』と回答した人と『言葉だけは知っている』と回答した人を合わせても認知度は半数

以下にとどまっています。市民誰もが仕事と生活の調和を図り豊かな人生を送ることが

できるよう、意識啓発を進めるとともに子育ての環境の整備や、多様化する仕事のスタ

イルでリモートワークなどの推進などを図っていく必要があります。 

 

 

 

 

 

■施策の方向■ 

○ 市民や事業者に向けて、仕事と生活の調和への意識啓発を図ります。 

○ 庁内における仕事と生活の調和の実現を図ります。 

 

－ワーク・ライフ・バランスの実現を目指します－ 

■目標指標■ ■指標の考え方■ 
現況値 

令和３年度 

目標値 

令和 14年度 

ワーク・ライフ・バラ

ンスの意味を知って

いる市民の割合 

「ワーク・ライフ・バランス」の

意味を知っている市民の割合の

向上を目指します。 

  （男女共同参画アンケート） 

44.8％ 60% 

重点施策４ 男女の仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス） 
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■取組■ 

（１）仕事と生活の調和への意識啓発・制度の普及 

長時間労働等を前提とした従来の働き方を見直すため、市民、事業者に向けて、仕事と生活の

調和に向けた意識啓発・制度の普及を推進します。また、多様な働き方を支援するため、働く男

女の健康管理対策に取り組みます。 

①仕事と生活の調和の実現 

に向けた意識啓発の推進 

●ワーク・ライフ・バランスに関する各種講演会・講

座等の充実 

●関係機関等が作成したパンフレットの配布・ポスタ

ーの掲示などによる意識啓発活動の推進 

●九都県市ワーク・ライフ・バランス推進キャンペー

ンの周知 

子ども未来課 

商工観光課 

人事課 

男女共同参画

推進センター 

②働く男女の健康管理対策 
●各種検（健）診の実施 

●健康相談、保健指導の充実 
健康づくり課 

③庁内におけるワーク・ 

ライフ・バランスの実現 

●市役所におけるノー残業デー、テレワークの推進 

●育児休業制度、介護休暇制度の周知と奨励 

人事課 

男女共同参画

推進センター 

 

（２）仕事と生活の調和に関する情報提供 

ワーク・ライフ・バランスに関する情報をあらゆるメディアを活用して積極的に推進するとと

もに、男女の多様な働き方を支援するための法制度について周知を図ります。 

①仕事と生活の調和に 

関する情報提供と 

制度の普及 

●ワーク・ライフ・バランスを推進する情報提供 

●情報紙「VIVA」やその他のメディアの活用 

●雇用確保のための相談等の実施 

●育児休業制度・介護休業制度の普及と利用促進 

子ども未来課 

商工観光課 

人事課 

男女共同参画

推進センター 
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■基本目標Ⅱ 男女共同参画の環境づくり ワーク・ライフ・バランスを図ろう 

■課題■ 

 

男性は家計の支え手という固定的性別役割分担意識があるといわれています。心身の

健康を損ねる過剰な労働は重大な社会問題であり、男女問わず健康で豊かな生活を送れ

るための支援が必要です。 

そのためには、雇用における機会均等を実現していくことが必要です。 

男女の雇用の実態を比較すると、賃金、昇進、人事配置などの多くの面で不平等感が

今なお残っています。また、女性の多くが非正規雇用の不安定な雇用形態で働いていま

す。 

本市の人権に関する意識調査（令和 2 年 4 月）において、職場の中で男性の方が優遇

されていると感じている女性の割合は、60.1％と非常に高く、また、職場での差別待遇

（採用、昇格、賃金など）では 54.0％となっています。特に、18 歳以上 29 歳以下に

おいては、72.2％と割合が高くなっています。女性の雇用が確保され、適正に能力が評

価されるよう、再雇用に向けたパソコン講座やリモートによる就職セミナーなど多種多

様にわたる女性に対する実務を重視した就労支援、市民の意識啓発、企業への積極的な

働きかけを推進する必要があります。 

 

 

 

 

 

 

■施策の方向■ 

○ 女性が新しい分野へチャレンジし、生涯にわたりキャリアを形成していくための支

援を行います。 

○ 雇用環境の改善や職場における健康対策などの取組を推進します。 

 

 

－女性のキャリア形成を支援します－ 

■目標指標■ ■指標の考え方■ 
現況値 

令和３年度 

目標値 

令和 14年度 

キャリア形成支援の

ための講座参加者数 

キャリア形成支援を目的として実施す

る講座の参加者数の増加を目指しま

す。（職業能力開発・育成、経営参加等） 

111人 

（令和２） 
150人 

重点施策５ 経済社会における男女共同参画の推進（雇用機会均等） 
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■取組■ 

（１）女性の就労支援・キャリア形成支援 

女性がいきいきと能力を発揮して経済社会に参画していくためには、職業能力の開発・向上が

重要であることから、女性が働くための情報提供やキャリア形成支援に努めるとともに、非正規

雇用の雇用環境の改善支援、働きながら出産子育てに携わる女性の健康支援に努めます。 

①女性が働くための情報 

並びに学習機会の提供 

●市民を対象に女性が働くための情報提供 

●就職支援講座やお仕事相談会の開催など各種講座・

講演会等の学習機会の拡大 

商工観光課 

男女共同参画

推進センター 

②女性のキャリア形成支援 
●中小企業者向け法律相談や経済講演会等の実施 

●各種講座の開催 

商工観光課 

男女共同参画

推進センター 

③女性の活躍による経済の 

活性化 
●起業家支援事業助成制度による支援 商工観光課 

④働く女性の母体保護の 

促進 

●相談事業の実施 

●関係機関が作成したパンフレットの配布、ポスター

の掲示などによる啓発 

健康づくり課 

商工観光課 

 

（２）雇用環境の整備促進と事業所への啓発 

雇用、就業形態の多様化のなか、市民が柔軟な働き方を選択できることが重要であることから、

市民に向けた法制度の周知を図るとともに、事業者に向けた取組支援や非正規雇用における雇用

環境の改善支援に努めます。 

①市民に向けた法制度の 

周知 

●関係機関が作成したパンフレットの配布や、ポスタ

ーの掲示等による各種法制度の啓発活動の実施 

●男性の育児休業取得についての啓発 

商工観光課 

②指導的立場への女性の 

参画促進 

●常時雇用する労働者数 101 人以上の事業者に対す

る一般事業主行動計画の策定と公表の促進 

商工観光課 

男女共同参画

推進センター 

 

（３）農業・自営業における男女共同参画の推進 

農業就業人口の半分は女性であるとの状況を踏まえ、女性農業者の育成・支援、農業経営や地

域社会における女性の参画拡大を促進します。 

①女性農業者の育成・支援 
●女性アドバイザー研修参加の促進 

●農業経営改善支援センターの活用と就農相談の推進 

農政課 

農業委員会 

②家族経営協定の普及促進 ●家族経営協定の普及促進 
農政課 

農業委員会 

③農業分野における女性の 

参画促進 
●農業委員及び各種農業組織への女性の参画の推進 

農政課 

農業委員会 
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■基本目標Ⅱ 男女共同参画の環境づくり ワーク・ライフ・バランスを図ろう 

（４）職場における心身両面にわたる健康対策（過重労働対策など） 

経済・産業構造が変化するなか、仕事か職業生活に関する不安・悩み・ストレスを感じている

労働者が増加している状況を踏まえ、職場におけるメンタルヘルスケアや過重労働による健康障

害防止対策に向けた支援に努めます。 

①メンタルヘルスケアの 

促進 

●労働者の心の健康の保持増進のための措置（メンタ

ルヘルスケア）の実施を促す事業所に向けた啓発 

商工観光課 

健康づくり課 

人事課 

②過重労働による健康障害 

防止対策 

●過重労働による健康障害防止の適切な措置について

の事業所等に向けた啓発 

●市民に対する健康障害の未然防止のための健康管理

対策の促進 

商工観光課 

健康づくり課 

人事課 
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■基本目標Ⅱ 男女共同参画の環境づくり ワーク・ライフ・バランスを図ろう 

■課題■ 

 

男女が多様な働き方を選択できるよう、子育てしやすい環境整備を行うとともに、男

性が子育てに参画できるよう、男性の働き方を見直す必要があります。 

そのため、子育て支援の更なる充実、制度の活用促進や子育てしやすい職場環境づく

りに向けた啓発が必要となっています。 

行田市子ども・子育て支援に関するアンケート調査において、子どものいる家庭での

両親の就労状況を見ると、未就学児がいる家庭の母親の約 63％が就労しており、その

内訳はフルタイムで働いている母親は 30.4％、パート・アルバイトで就労している母

親は 32.6％となっております。また、パート・アルバイトで就労している母親の 34.4％

はフルタイムへの転換を希望しており、就労していないと答えた母親の 81.8％は将来

の就労を希望している状況です。 

本市の女性が就労しながら安心して子どもを産み育てることができるよう、総合的な

子育て支援の充実を図る必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

■施策の方向■ 

○ 子育て関連の相談サービスの充実、子育て中の市民の交流やネットワークづくりの

支援を図ります。 

○ 男性が子育てしやすい環境の整備を図ります。 

 

 

－男女が子育てしやすい環境を目指します－ 

■目標指標■ ■指標の考え方■ 
現況値 

令和３年度 

目標値 

令和 14年度 

保育所入所待機

児童数 

保育所入所待機児童数０人の維持

を目指します。 

（第６次行田市総合振興計画） 

０人を維持 

重点施策６ 子育てしやすい環境の整備・充実 
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■取組■ 

（１）子育てがしやすい制度の活用・職場環境づくりに向けた啓発 

職場優先の組織風土の見直しや男性を含めた働き方の見直しが必要であるとの認識に立ち、市

民及び市内事業者に向けて、子育てがしやすい制度の活用に向けた啓発や職場づくりに向けた啓

発を図ります。 

①子育てがしやすい制度の 

活用に向けた啓発 
●子育てをするためのセミナーや連続講座を開催 

男女共同参画

推進センター 
子ども未来課 
健康づくり課 

商工観光課 

②子育てがしやすい 

職場づくりに向けた啓発 

●くるみんマークの普及促進 

●子育てを支援している企業の拡大 

男女共同参画
推進センター 

子ども未来課 
健康づくり課 
商工観光課 

 

（２）男女が働き続けやすい環境の整備（子育て支援事業の充実） 

雇用、就業形態の多様化のなか、市民が柔軟な働き方を選択できることが重要であることから、

市民に向けた法制度の周知を図るとともに、事業者に向けた取組支援や非正規雇用における雇用

環境の改善支援に努めます。 

①子育て支援事業の充実 
（病後児保育事業／ショート 

ステイ事業／トワイライト 

ステイ事業） 

●病気の児童を医療機関に付設された専用スペースで

の一時的保育をする 

●児童を児童養護施設等で一時的養育をする 

子ども未来課 

②保育サービスの充実 
（延長保育事業／障がい児 

保育事業 乳幼児保育事業等） 

●延長保育の充実 

●障がい児保育の推進 

●乳幼児保育を推進 

子ども未来課 

③保育士の資質向上 
●研修会への参加促進 

●保育協議会・保育士会の運営支援 
子ども未来課 

④家庭保育室の運営支援 ●家庭保育室での乳幼児保育の実施 子ども未来課 

⑤企業内保育施設の設置 

促進 
●企業内保育施設の設置促進 子ども未来課 

⑥放課後児童対策事業 
●就労などにより保護者が昼間家庭にいない児童を対

象に放課後の生活の場の提供 
子ども未来課 

⑦ファミリー・サポート 

・センター事業の推進 
●ファミリー・サポート・センター事業の推進 子ども未来課 

 

（３）子育て関連の相談サービスの充実 

子育て世帯の様々な悩みや課題に的確に対応していくため、子育てに関連する相談体制の充実、

教育相談の充実に努めるとともに、子育てや教育に関する様々な情報を迅速に提供します。 

①子育てに関する相談体制 

の充実 
●家庭児童相談員等による相談体制の充実 

子ども未来課 
健康づくり課 

②来所・電話による教育相談 

事業の充実 
●教育相談の充実 

教育支援 

センター 

③子育てや教育に関する 

情報の収集・提供 

●子育てや教育に関する図書及び視聴覚資料の整備 

●生活に密着した地域の子育て情報の提供 

●ブックスタート事業においての子育てに関する情報

の提供 

教育支援 
センター 
図書館 
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■基本目標Ⅱ 男女共同参画の環境づくり ワーク・ライフ・バランスを図ろう 

（４）子育て中の親の交流・ネットワークづくりの支援 

核家族化、少子化の流れの中で、子育て中の親の育児不安が増大していることなどを受け、子

育てにおいて孤立しがちな親同士の交流、ネットワークづくりを支援するための講座等を開催す

るとともに、子育て支援の拠点である子育て支援センターの機能充実を図ります。 

①幼児学級等の開催 
●就学前の親子を対象に各種学級・教室の開催 

●地域の母親たちのネットワークづくり 

●男性の家事育児への参画プログラム 

中央公民館 
地域公民館 

②地域子育て支援拠点事業 

の推進 

●相談指導・子育てサークル等の育成などの支援 

●子育て支援センターの機能の充実 

子ども未来課 
健康づくり課 

 

（５）男性が子育てしやすい環境の整備 

男女がともに自らの選択により多様な働き方を選択していくためには、女性が安心して働くこ

とができる環境の整備だけでなく、男性が子育てしやすい環境を整備していくことが重要である

ことから、男性の育児・介護休業制度利用の促進を図るとともに、男性の家庭や地域活動への参

画促進を図ります。 

① 育児・介護休業制度利用

の促進 

●関係機関が作成したパンフレットの配布や、ポスタ

ーの掲示等を行うことによる啓発活動 

●男性の制度利用促進に向けた啓発活動 

商工観光課 
人事課 

② 男性の家庭や地域への 

参画を促進する講座の充実 
●男性学級（男の料理教室など）の実施 

地域公民館 
男女共同参画

推進センター 
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行田市推進計画 



 

50 

 

 
 

■基本目標Ⅲ 安全と健康を守るまちづくり 安心して暮らそう 

■課題■ 

 

地域社会において、性別・年齢の区別なく被害を受けることとなる災害発生時には、

男女共同参画の視点に立った対応が必要です。また、高齢化や単身世帯の増加などから

地域コミュニティの機能が低下しており、防災・防犯などの活動における女性の積極的

な参画が求められています。 

特に、過去の災害では、男女の役割分担が機能せず、増大した家庭的責任が女性に集

中する、支援する側に女性のニーズが届きにくいといった問題が明らかになっています。 

また、避難所における男女のニーズの違いや、個別の援護が必要な妊婦などへの配慮

等、女性の視点に立ったきめ細やかな防災対策が必要です。 

さらに、防災体制の強化には、自主防災組織や消防団等の活動における女性の積極的

な登用は、事前の対策や災害発生後の避難所生活などにおいても重要であることから、

女性防災リーダーの育成が強く求められています。 

また、防犯体制の充実には、特に犯罪被害者となりやすい女性や子どもに対しての見

守り活動や、犯罪を起こさせにくい地域環境づくりを地域住民とともに推進していく必

要があります。 

災害発生後の災害時要援護者への支援や犯罪抑止に大きな力を発揮する地域の絆を、

男女共同参画の視点を取り入れ日頃の助け合い支え合いの中で深めることが重要です。 

近年では、地震や風水害による自然災害が発生しており、いつ大きな災害が起こるか

わかりません。そこで、いざという時に慌てずに冷静に動けるよう、防災に関する知識

や技能を習得する必要があります。 

 

 

■施策の方向■ 

○ 男女のニーズの違いや多様性への配慮など、さまざまな視点に立ち、実践に即した

防犯及び防災活動を推進します。 

○ 地域活動における女性の積極的な参加を推進します。 

 

 

－防災の分野における女性の参画を目指します－ 

■目標指標■ ■指標の考え方■ 
現況値 

令和３年度 

目標値 

令和 14年度 

防災訓練を実施し

ている自主防災組

織の割合 

防災訓練を実施している自主防災

組織の割合の増加を目指します。 

（第６次行田市総合振興計画） 

22％ 

（令和元） 
100％ 

重点施策７ 男女共同参画の視点に立った防災・防犯体制の推進 
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■取組■ 

（１）防災における男女共同参画の推進 

地域の防災訓練や自主防災組織においては、女性の視点に立った取組が重要であることから、

防災分野における男女共同参画の推進を図るため、政策・方針立案過程での女性の参画拡大に努

めるとともに、地域における防災活動への参画拡大を図ります。 

①防災分野における 

男女共同参画の推進 

●地域防災計画等において男女共同参画の視点の反映 

●防災関連の会議等において女性の参画拡大の検討 
危機管理課 

②自主防災組織の活動促進 

及び育成 

●研修会、出前講座等を通じて自主防災活動、避難所

運営等に関する女性の参画に求められる役割・重要

性の普及、啓発 

●日常的な見守り活動の中から災害弱者に対する災害

時の支援のあり方の検討 

●地域で活動する女性リーダーの育成 

危機管理課 

地域活動 

推進課 

福祉課 

男女共同参画

推進センター 

③消防活動における 

男女共同参画の推進 
●行田市消防団甲斐姫分団などの活動の促進 消防本部 

 

（２）防犯における男女共同参画の推進 

女性や子どもを狙った犯罪に対応していくためには、女性の視点を盛りこんだ防犯対策が重要

であることから、防犯分野における男女共同参画を図るため、地域における防犯活動への参画拡

大に努めます。 

①防犯分野における 

男女共同参画の推進 
●地域における防犯組織・団体の拡大・育成 

地域活動 

推進課 
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■基本目標Ⅲ 安全と健康を守るまちづくり 安心して暮らそう 

■課題■ 

 

新型コロナウイルスの感染が拡大した令和２年、３年と雇用の減少が進みました。特

に女性労働者の多い非正規雇用労働者においては、影響を強く受けてしまいました。そ

こで、単身世帯やひとり親世帯の増加、非正規雇用者の増加などに対応するセーフティ

ーネット（安全網・安全装置）の再構築が必要になってきています。特に女性は、非正

規雇用が多いこと、長寿のため高齢期の単身生活期間が長い傾向があり貧困など生活上

の困難に陥りやすい傾向があります。 

今後、生活上の困難に直面しやすい、ひとり親家庭や高齢者、障がい者、外国人や性

的マイノリティ（LGBTQ など）の人々が抱える悩みなどに対応するための各種相談事

業の充実や、男女問わず介助する方の負担軽減のため、助け合いの輪を広げるネットワ

ークの強化が求められています。 

本市においても、一人暮らしの高齢者や高齢化世帯の増加、ひとり親家庭、障がい者

の方やその家族、外国人や性的マイノリティ（LGBTQ など）の人々など、生活上様々

な困難に直面しやすい市民への支援と多様性を尊重する暮らしやすい環境を整備して

行くことが大切です。 

このような状況のなか、活用できる様々な制度を市民が着実に利用できるよう市民へ

の情報提供に努めるとともに、いきいき・元気サポート制度の登録者及び利用者の拡大

を図るなど、地域ぐるみの取組を進めていく必要があります。 

 

 

 

 

 

■施策の方向■ 

○ 困難を抱える人々の安定した生活と社会参加のための支援を行います。 

○ 社会全体が多様性を尊重し、人々が暮らしやすい環境の整備を行います。 

 

－困った時に助け合えるネットワークを強化します－ 

■目標指標■ ■指標の考え方■ 
現況値 

令和３年度 

目標値 

令和 14年度 

いきいき・元気サポ

ーターの登録者数 

いきいき・元気サポーターに登録し

ている市民の増加を目指します。 

（第６次行田市総合振興計画） 

136人 

（令和元） 
170人 

重点施策８ 生活上の困難に直面しやすい人々が暮らしやすい環境の整備 
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■取組■ 

（１）ひとり親家庭への支援 

離婚の増加にともない母子家庭や父子家庭といったひとり親家庭が増加していることから、生

活上の困難に直面しやすいひとり親家庭に対する経済的支援、就労支援、自立支援に取り組みま

す。 

①ひとり親家庭への 

経済的支援 

●児童扶養手当の支給 

●ひとり親家庭等医療費支給 

子ども未来課 

保険年金課 

②ひとり親家庭の 

就労・自立の促進 

●自立支援教育訓練給付 

●高等技能訓練促進給付 
子ども未来課 

 

（２）様々な困難に置かれている人々への支援の充実 

男女共同参画を踏まえながら、様々な困難に置かれた人々が地域のなかで安心して暮らせるよ

う福祉の充実に努めるとともに、自立支援に努めます。 

①地域のつながりを大切にす

る支えあいのまちづくり 

●地域での住民同士の支えあいの仕組みづくり 

・いきいき・元気サポート制度の充実 

福祉課 

高齢者福祉課 

➁様々な福祉ニーズに対応

できるまちづくり 

●相談支援体制の拡充 

●福祉サービスの推進 

福祉課 

高齢者福祉課 

③安心して暮らせる高齢者

福祉の充実 

●介護保険サービスの充実 

●介護予防の推進 

●地域包括ケアシステムの充実 

高齢者福祉課 

④障がい者福祉の充実 

●障がいのある人の地域生活や社会参加の支援 

●自立に向けた障がい福祉支援の充実 

●安心できる保健・医療施策の推進 

●人にやさしいまちづくりの推進 

福祉課 

健康づくり課 

 

（３）相談事業の充実 

市民生活を送る上で市民が抱える悩みなどに対応するため、市民生活における様々な相談、子

育てに関する相談、障がい者の自立支援のための相談、ＬＧＢＴＱなどの相談、男女共同参画に

関する相談などの充実に努めるとともに、窓口の一元化や関係各課の連携に努めます。 

①各種相談窓口の充実 

●子育ての総合支援窓口の設置による、子育て中の保

護者の様々な相談を一元的に対応できる機能の強化 

●各種相談の充実 

●あらゆる人権問題に関して、気軽に相談できる環境

の整備 

子ども未来課 

地域活動 

推進課 

人権推進課 

②障がい者の自立支援に 

向けた相談支援機能の強化 

●障害者自立支援協議会の運営の活性化 

●相談支援センターの充実 
福祉課 

③男女共同参画に関する 

総合的相談窓口の整備 

●専門的な相談員による相談窓口の充実 

●関係各課との連携の強化と相談体制の整備 

男女共同参画 

推進センター 

④消費生活相談の充実 
●消費生活相談の相談日の拡充 

●消費者問題の出前講座の実施 

●福祉部門との連携 

地域活動 

推進課 

⑤外国籍の人々への支援 
●外国人のサポートをしているＮＰＯ活動の支援と協

働 

●外国人に対する窓口サービスの充実 

関係各課 
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■基本目標Ⅲ 安全と健康を守るまちづくり 安心して暮らそう 

■課題■ 

 

男女がそれぞれの健康状態に応じて自らの健康管理を行うことができるよう、生涯を

通じた健康保持対策の推進が必要です。 

特に女性の心身の状態は、ライフサイクルに応じて大きく変化するという特性があり

ます。そのうえ、社会的・文化的に形成された性別（ジェンダー）による男女の支配・

従属関係など、現在男女が置かれている状況が背景となって、男性主導の避妊や性行動

を生み出し、結果として予期せぬ妊娠や感染症などによって女性の健康と権利が脅かさ

れています。 

こうしたことから、生涯にわたる性と生殖に関する健康と権利についての啓発に努め

るとともに、市民が心身ともに健康に生活していけるよう、個々のニーズに応じた健康

支援のための総合的な対策を推進することが強く求められております。 

本市においても、人権を尊重し性的マイノリティ（LGBTQ など）の方も含めた性差

に応じた相談をはじめ個々のニーズに応じた健康支援や母子保健の充実のために、誰も

が自分の健康状態を管理し、病気の早期発見、適切な治療ができるよう健康診査や検診

などの支援を継続していく必要があります。 

本市における女性特有のがん検診（乳がん・子宮がん）の受診状況を見ると、未だ少

ない状況にあり、市民の生涯を通じた健康づくりの一貫として積極的な啓発を推進する

必要があります。 

 

 

 

■施策の方向■ 

○ 生涯にわたる「性と生殖に関する健康と権利」についての理解を進めます。 

○ 個々のニーズに応じた健康支援、母子保健の充実に努めます。 

 

 

－性差に応じた健康支援を目指します－ 

■目標指標■ ■指標の考え方■ 
現況値 

令和３年度 

目標値 

令和 14年度 

女性特有がん検診受

診者数 

女性特有のがんを早期に発見できるよ

う女性特有がん（子宮がん、乳がん）検

診の受診者数の増加を目指します。 

3,116人 9,000人 

重点施策９ 生涯を通じた健康づくりへの支援 
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■取組■ 

（１）生涯にわたる性と生殖に関する健康と権利についての考え方の定着 

子どもを産む・産まないにかかわらず、また年齢にかかわらず、すべての女性の生涯を通じた

健康を保持する観点から、リプロダクティブ・ヘルス／ライツに関する啓発を進めます。 

①リプロダクティブ・ヘルス 

／ライツに関する啓発 
（母性保護の啓発活動の充実） 

●「生涯にわたる性と生殖に関する健康」（リプロダク

ティブ・ヘルス）の各種相談を通じた支援啓発 

●「性に関する健康を享受する権利」（リプロダクティ

ブ・ライツ）の各種相談を通じた支援啓発 

健康づくり課 

 

（２）生涯を通じた健康支援（個々のニーズに応じた健康支援） 

男女がその健康状態に応じて自己管理を行うことができるよう、男女の性差に応じた健康づく

りを支援します。 

①健康づくり講座の開催 
●健康教育及び健康相談を個人の健康状態に合わせ集

団又は個別に実施 
健康づくり課 

②女性の健康づくりへの 

支援 

●女性特有がん検診の受診促進 

●がん予防教室等の開催 
健康づくり課 

③感染症予防から治療まで 

の総合的な対策など 

●感染症発生動向の情報提供 

●感染症に関する知識の普及 

●ＨＩＶ・その他性感染症の予防啓発 

●予防接種率の向上 

健康づくり課 

④薬物、喫煙、飲酒対策 
●正しい知識の普及啓発 

●家族や周囲の人の対応方法を学ぶ機会の提供 
健康づくり課 

 

（３）母子保健の充実 

女性が安心して子どもを産み育てるためには、妊娠出産期の健康支援が重要であることから、

子ども医療に対する支援や、各種検診の充実を図るとともに、母胎および乳幼児の健康を守る観

点から、母子保健相談・教育の充実を図ります。 

①子ども医療費支給事業の 

充実 
●子どもに対する医療費の一部を支援 保険年金課 

②母子に関する健診の充実 
●妊婦健診及び乳幼児健診による疾病や異常の早期発

見 

●適切な指導による母子の健康の保持増進 

健康づくり課 

③母子保健相談・教育の充実 
●妊娠・出産・育児に関する知識の普及 

●発達支援や育児不安の相談の充実 
健康づくり課 

 

（４）学校教育等における性に関する教育の充実 

学校教育においては、児童・生徒の発達段階を踏まえ、適切な性に関する教育と性や母性に関

する情報の提供に努めます。 

①性に関する教育の推進 ●小中学校における性に関する指導の実施 教育指導課 

②性や母性に関する情報・ 

資料の提供 

●小中学校における性や母性に関する情報についての

教材の整備 
教育指導課 
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■基本目標Ⅲ 安全と健康を守るまちづくり 安心して暮らそう 

（５）学校教育における感染症等予防対策の推進 

児童・生徒の健やかな体の育成を目指し、感染症等予防対策を推進するとともに、薬物・喫煙・

飲酒乱用抑制など、児童・生徒の健康保持のための教育・啓発に努めます。 

①感染症予防から治療まで 

の総合的な対策など 

●保健指導を通し感染症予防の知識を身につける 

●感染症発生動向の情報提供 

●感染症に関する知識の普及 

●予防接種率の向上 

教育指導課 

②薬物・喫煙・飲酒対策など 
●薬物・喫煙・飲酒の健康への影響を学習し、健康を

保持できる児童・生徒を育成 
教育指導課 

 

（６）生涯にわたるスポーツ活動の促進 

性別を問わず、市民が自らスポーツを行い、心身ともに健康で活力のある生活を形成するため、

スポーツへの参加を促進する環境整備に努めます。 

①スポーツ施設の整備・充実 ●スポーツ施設の整備 
生涯学習 

スポーツ課 

②スポーツに親しむための 

講習会の開催 
●誰もが気軽に参加できるスポーツ教室の開催 

生涯学習 

スポーツ課 

③スポーツ指導者の育成・ 

充実 

●各種講習会を開催し指導者を育成 

●「行田市スポーツ指導者登録制度」に基づく幅広い

人材活用 

生涯学習 

スポーツ課 
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■基本目標Ⅳ 女性に対する暴力のない社会づくり 暴力をなくそう 

■課題■ 

 

性暴力や配偶者からの暴力、セクシュアル・ハラスメントなどは、重大な人権侵害で

す。暴力は年齢、性別を問わず、決して許されるべきではありません。特に、被害の多

くは女性であり、男女共同参画の推進を阻害する重大な社会的・構造的問題であること

を認識する必要があります。また、子どもに対する性犯罪や人権侵害が多発する状況か

ら、児童虐待防止など子どもの権利への配慮も必要です。あらゆる暴力は人権問題であ

るとの認識のもと、暴力を許さない社会意識を醸成する必要があります。 

本市の人権意識調査におけるＤＶの発生状況を見ると、『大声でどなられた』と答え

る人が女性では、35.3%、男性では 27.9%と、男女ともに最も多くなっています。続

いて女性では『「誰のおかげで生活できるのか」などと言われた』21.2%、男性では『何

を言っても長時間無視された』が 19.6%と多くなっています。 

DV という言葉を知っている中学生の割合については、平成 28 年では 38.2％、令

和３年では 38.5%と、まだまだ啓発活動が足りていないのが現状です。 

ＤＶの根絶を目指し、ＤＶ防止に向けた啓発や相談体制の充実、被害者の支援など、

関係機関の密接な連携により切れ目ない支援を図っていく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■施策の方向■ 

○ 企業・学校・地域等あらゆる場面で暴力は許さないという意識を醸成します。 

 

－ドメスティック・バイオレンスの防止を目指します－ 

■目標指標■ ■指標の考え方■ 
現況値 

令和３年度 

目標値 

令和 14年度 

ＤＶという言葉を

知っている中学生

の割合 

ＤＶという言葉を知っている中学生の

割合の増加を目指します。 

（男女共同参画アンケート） 
38.5％ 100.0％ 

重点施策 10 暴力のない社会づくりの推進 
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ＤＶ対策基本計画 

■取組■ 

（１）暴力を許さない意識づくり 

ＤＶという言葉の認知度は高くなってきていますが、その背景には性別による固定的な役割分

担意識が依然として残っており、身体的、性的な暴力だけではなく、言葉や無視などの精神的暴

力もＤＶには含まれていること、著しい人権侵害であること等を市民に周知し啓発することに努

め、暴力を容認しない意識づくりを図ります。また、被害者、加害者双方に向けての啓発及び支

援を行うことで、ＤＶの加害行為、被害者の減少に努めます。 

①ドメスティック・バイオレンス 

の予防、防止に向けた 

啓発活動 

●家庭や職場における男女差別や配偶者などからの暴

力、セクシュアル・ハラスメント防止のための啓発 

男女共同参画

推進センター 

子ども未来課 

②被害者、加害者向けの 

啓発・支援 

●相談時における予防、再発防止に留意した対応 

●加害者への啓発・相談体制の整備検討 

●地域包括支援センターにおける予防・啓発 

●高齢者及び障がいのある人に対し虐待防止のパンフ

レットによる啓発や支援 

●警察、関係機関との連携による未然防止 

●児童相談を通した児童の保護者に対するＤＶの防止 

高齢者福祉課 

子ども未来課 

福祉課 

 

（２）暴力防止に向けた学校教育 

学校において、規範意識の醸成や人を思いやる豊かな心の育成を図る教育を行い、ＤＶ防止の

視点を踏まえた人権教育を推進します。また、中・高校生にＤＶ防止の啓発を行います。 

①人権尊重、ジェンダー平等

教育の充実 
●人権教育の全体計画・年間指導計画の見直しの実施 教育指導課 

 

（３）デートＤＶ（結婚していない恋人間での暴力）防止活動の実施 

ＤＶは結婚していない恋人間でも起こり得ることで、男女が互いに相手を尊重する関係を築き、

交際相手からの暴力を未然に防ぐために、講座の開催による予防啓発や啓発パンフレットなどで

周知を図ります。 

①若年者に対する予防啓発 

の推進 

●問題の発生を未然に防止するためデートＤＶに関す

る講座の開催 

●啓発パンフレットなどを活用した情報提供 

●若い世代に対するデートＤＶに関する啓発 

男女共同参画

推進センター 

教育指導課 

 

（４）児童虐待の防止 

家庭内での暴力は子どもの目の前で行われるため、心に大きく傷を残すばかりでなく、子ども

自身も虐待の被害者となることが少なくないことから、虐待を発見しやすい立場にある学校や幼

稚園、保育所、医療機関で、ＤＶが疑われる場合には専門機関への速やかな通報を行うよう啓発

活動に努めます。また、身体的虐待だけでなく、育児放棄（ネグレクト）や心理的な虐待（他の

兄弟との差別や言葉による虐待）など、発見されにくい場合もあり、家庭訪問や相談体制による

防止に取り組みます。 

①児童虐待に対する 

啓発活動 

●「児童虐待の防止等に関する法律」の周知 

●地域社会全体に向けた積極的な啓発活動 

子ども未来課 

教育指導課 

②児童虐待の未然防止 

●虐待リスクの高い家庭の早期発見 

●家庭訪問や健診時等における児童虐待の兆候のチェ

ック 

●家庭児童相談員による相談体制の充実 

子ども未来課 

福祉課 

教育指導課 

男女共同参画

推進センター 

健康づくり課 
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■基本目標Ⅳ 女性に対する暴力のない社会づくり 暴力をなくそう 

■課題■ 

 

ＤＶ被害者に対する支援にあたっては、安心して被害を訴えることができる環境づく

りや配偶者から被害者の身の安全を図るため迅速かつ切れ目のない支援体制の充実が

重要です。 

本市の令和 2 年度市民意識調査におけるＤＶについての相談の有無を見ると、全体で

は、63.3％の人が『相談しようとは思わなかった』と回答しましたが、相談した人の内

訳をみると、18歳から29歳までの人は100％相談を受けていて30歳代は23.8％、

40 歳代は 34.6％、50 歳代は 28.2％、60 歳代以上では 16.0％と年齢が若い人ほど

相談する傾向が見られます。 

被害者の早期発見と安全を確保するために、市民が気軽に安心してＤＶ等についての

相談ができる体制を整えていく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■施策の方向■ 

○ 相談体制の充実、被害者の保護や自立支援のための施策を総合的に実施します。 

○ 子どもをはじめ、あらゆる虐待防止に努めます。 

 

 

－ＤＶに関する相談体制の充実を目指します－ 

■目標指標■ ■指標の考え方■ 
現況値 

令和３年度 

目標値 

令和 14年度 

ＤＶについての相談

の有無 

ＤＶ被害者が早期に相談できる体制を

整備し、ＤＶについての相談をした割

合の増加を目指します。 

（人権に関する意識調査） 

25.9％ 

（令和２） 
40.0％ 

重点施策 11 ＤＶ被害者の安全確保と支援体制の充実 
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ＤＶ対策基本計画 

■取組■ 

（１）早期相談の促進と相談体制の充実 

女性のみならず、高齢者、児童、障がい者等への暴力や虐待を、各種相談時や地域住民、民生

委員、サービス事業者から収集した情報で早期に発見し、予防、解決に努めます。また、市民が

気軽に安心して相談できる体制を整備することで早期の相談を促し、具体的な情報の提供や関係

機関と連携して支援の充実を図ります。 

①被害者の早期発見 

●保健や福祉に関する業務を通じた被害者の早期発見 
●関係機関の連携による高齢者等への虐待の早期発
見、予防、解決 

●関係機関からの情報収集による高齢者等虐待防止 

男女共同参画
推進センター 

健康づくり課 
福祉課 
高齢者福祉課 

子ども未来課 
人権推進課 

②相談・支援体制の充実 

●児童相談等においてＤＶを確認した場合の関係機関
と連携した支援充実 

●人権擁護委員等による人権相談等の周知 

●関係部署・機関と連携した虐待の早期対応 
●電話相談や心の相談を実施（必要に応じた臨床心理
士の面接） 

男女共同参画
推進センター 
人権推進課 

健康づくり課 
高齢者福祉課 

 

（２）被害者の安全確保 

被害者の身の安全を確保するためには、迅速で適切な対応が必要であることから、警察への通

報等や施設への入所手続を行います。また、子ども同伴での保護、精神的ケアが必要なケース、

外国籍の方など保護にあたっての配慮を必要とする場合もあり、関係機関が連携して適切な支援

が受けられるように配慮します。 

①被害者の安全確保 

●関係機関の連携による切れ目ない支援の確保 

●被害者情報の適切な管理 

●生活保護の申請等手続きの迅速化 

●緊急一時保護施設との連携（入所手続・警察への通報） 

男女共同参画
推進センター 

健康づくり課 
福祉課 
子ども未来課 

 

（３）自立への支援 

これまでの生活の場を離れて、新たな場所での生活をスタートさせる被害者にとっては、きめ

細かな自立支援が必要であることから、就労・住宅・経済的な支援を迅速かつ適正に実施すると

ともに、心の回復に対する支援の充実に努めます。 

①就労・住宅・経済的な支援 

●就職セミナーや職業相談への参加促進 

●求人情報の提供 

●関係機関で提供する住宅の情報提供 

●生活保護やその他の補助制度の活用に関する支援 

商工観光課 
福祉課 
営繕課 

②心の回復に対する支援 
●専門機関による継続的な心のケア 

●児童福祉施設における子どもと親の心のケア対策 

健康づくり課 
子ども未来課 

 

（４）子どもの安全確保 

ＤＶ被害者の子どもや児童虐待にあっている子どもの安全確保に努めます。 

①関係機関虐待防止ネット 

ワーク会議の充実 

●虐待防止協議会、要保護児童対策地域協議会（代表
者会議、実務者会議及び個別ケース検討会議）の開
催 

●通常業務や相談等における早期発見・虐待防止 

福祉課 
子ども未来課 
男女共同参画

推進センター 
健康づくり課 
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■基本目標Ⅳ 女性に対する暴力のない社会づくり 暴力をなくそう 

■課題■ 

 

男女共同参画の推進において、セクシュアル・ハラスメントの根絶は重要な課題です。 

しかし、被害者自身が被害と認識していない場合や、被害を受けていることを言い出

しにくい状況があることも踏まえ、女性に対する暴力に関して、悪いのは加害者である

という認識の向上を促進しなければなりません。様々な場におけるセクシュアル・ハラ

スメントの防止に向けて、継続的に啓発、自主的取組を促進する必要があります。 

本市においても、セクシュアル・パワー・ハラスメントは、個人としての尊厳を不当

に傷つけ、能力発揮を妨げるものであり、社会的に許されない行為であるとの認識の下、

職員に対し「行田市職員のセクシュアル・ハラスメントの防止等に関する規程」の周知

徹底を図るとともに、セクシュアル・パワー・ハラスメント防止研修などを継続して実

施していく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■施策の方向■ 

○ あらゆる場面において、各種ハラスメントに関する啓発活動を推進します。 

○ 各種ハラスメントに関する相談体制の充実を図ります。 

 

 

－セクシュアル・ハラスメント防止を目指します－ 

■目標指標■ ■指標の考え方■ 
現況値 

令和３年度 

目標値 

令和 14年度 

セクシュアル・パワ

ー・ハラスメント防止

研修の充実 

職員を対象としたセクシュアル・ハラ

スメント及びパワー・ハラスメント防

止研修の充実を図るため開催回数の拡

充を目指します。 

1 回／年 ２回／年 

重点施策 12 ハラスメント防止対策 
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ＤＶ対策基本計画 

■取組■ 

（１）啓発及び相談体制の充実 

個人の人権を守るために、広く市民に、ハラスメントが人権侵害であることなどの認識を浸透

させるための啓発活動に努めます。 

①各種ハラスメント防止の 

ための啓発及び 

相談体制の充実 

●各種ハラスメント防止のための講座の開催 

●情報紙「VIVA」における情報提供 

●イベント開催時における啓発活動 

●各種ハラスメント防止研修の実施 

●人権相談窓口の充実 

男女共同参画

推進センター 

人事課 

人権推進課 

 

（２）雇用や教育の場における防止対策の促進 

市内の事業所等に向けた啓発により取組を支援するとともに、教育の場においては、教職員に

向けた啓発を図り、雇用や教育の場における様々なハラスメントの防止対策を促進します。 

①雇用や教育の場における 

防止対策の促進 

●市内の企業に対しパンフレット配布・ポスター掲示 

●庁内各種ハラスメント防止研修の実施 

●セクシュアル・ハラスメント問題検討委員会の設置 

●教職員倫理確立委員会によるセクシュアル・ハラス

メント防止策 

●児童・生徒への人権教育を通した防止対策 

人事課 

商工観光課 

教育指導課 
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■基本目標Ⅳ 女性に対する暴力のない社会づくり 暴力をなくそう 

■課題■ 

 

暴力のない社会づくりの実現には、関連機関相互との連携の取組が不可欠です。 

例えば、配偶者からの暴力により、支援を必要とする被害者は、生活基盤を持たない

場合が多く、自立支援に際しては、様々なセクションが連携して対応していくことが必

要です。 

本市においても、被害者の個々の事情に応じたきめ細かな対応を確保するために、国・

県・警察の機関との連携を強化するとともに、ＤＶの問題に取り組んでいる様々な民間

団体の活動と協働していくことが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■施策の方向■ 

○ 女性に対する暴力についての正しい認識の普及・啓発、被害者の立場に立った切れ

目のない支援を実施します。 

 

－ＤＶによる被害の防止を目指します－ 

■目標指標■ ■指標の考え方■ 
現況値 

令和３年度 

目標値 

令和 14年度 

庁内ＤＶ対策連携

会議の開催 

ＤＶ被害者への支援の充実を図るた

め、庁内ＤＶ対策連携会議を定期的

に開催します。 

１回／年 

（令和２） 
４回／年 

重点施策 13 関連機関との連携の推進 
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ＤＶ対策基本計画 

■取組■ 

（１）関係機関との連携強化 

ＤＶ被害者の具体的な支援策を協議・調整するために、庁内の関係課所及び地域の関係機関が

緊密に連携し取り組むための庁内ＤＶ対策連携会議の設置・運営を図ります。 

①庁内ＤＶ対策連携会議の 

設置・運営 

●ＤＶ被害者の個別的な事案に対応するための市組織

内連携体制の充実 

●ＤＶに関する相談とその他の相談の連携体制の構築 

●組織内連携体制を基盤とする連携ネットワークの充

実 

男女共同参画

推進センター 

 

（２）職務関係者研修の推進 

ＤＶ相談担当者の資質向上を図るため、ＤＶ相談担当者研修やセクシュアル・ハラスメント防

止研修等の内容の充実を図ります。また、二次的被害の防止に向けた研修の強化に努めます。 

①専門研修の充実と強化 
●ＤＶ担当者研修や女性相談員研修などの充実 

●関係各課の共通認識を培うための専門研修の充実 

男女共同参画

推進センター 

②二次的被害の防止に 

向けた研修の強化 

●二次的被害防止のための配慮すべき事項、被害者の

安全確保及び職務の適切な執行についての研修 
関係各課 
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■基本目標Ⅴ 男女共同参画の意識づくり 意識を変えよう 

■課題■ 

 

男女共同参画社会を実現するためには、社会における制度や慣行の見直し、意識の改

革を行うための意識啓発が重要です。また、男女共同参画は男性や子どもにとっても重

要であるとの認識を定着させていく必要があります。しかし、性別による固定的な役割

分担意識やそれに基づく社会における制度や慣行は全国的に見ても依然として根強く

残っています。 

本市においても、令和２年実施の「第４次ぎょうだ男女共同参画プランのアンケート」

によると「男らしく、女らしくしなさいと言われますか」との問いに小学校 5 年生は

69.4％、中学校 2 年生は 63.1％が「はい」と答えています。 

また、性的少数者に関することについては、「ジェンダーという言葉を知っています

か」との問いに小学生５年生は 12.1％、中学２年生は 38.6％が「はい」と答えていま

す。 

今後、障害があること、外国人であることに加え、女性であることで複合的に困難に

置かれている人々、性的マイノリティ（LGBTQなど）の人々が、自分らしく生きてい

けるよう、社会全体が多様性を尊重する環境づくりをすすめる為にも、子どもの頃から

男女共同参画の理解を定着させていくことが求められています。 

 

 

 

 

 

■施策の方向■ 

○ 性別による固定的な役割分担意識の解消のため、女性だけでなく男性や子ども・若

者を対象とした啓発事業を積極的に行います。 

 

 

－性別に基づく固定的な考え方の解消を目指します－ 

■目標指標■ ■指標の考え方■ 
現況値 

令和３年度 

目標値 

令和 14年度 

「男は仕事、女は家

庭」という考え方に

「同感する」市民の

割合の男女差の縮小 

「男は仕事、女は家庭」という考え方

に「同感する」男性の割合を下げるこ

とにより男女差の縮小を目指します。 

（行田市人権意識調査） 

1.7ポイント 

（令和元） 
０ポイント 

重点施策 14 性別に基づく固定的な考え方の解消 
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■取組■ 

（１）性別に基づく固定的な考え方の解消に向けての創意ある啓発活動の推進 

人々の意識の中に長い時間をかけてつくられてきた性別に基づく固定的な役割分担意識を解消

し、男女共同参画に関する認識を深め、定着させるための広報・啓発活動を積極的に展開します。 

また、男女共同参画社会の形成に向けて、市民の理解を得るため、より一層の創意工夫ある取

組を推進し、ともすると堅苦しくなりがちな意識啓発事業を、市民が参加したいと関心を持って

もらえるように工夫していきます。 

①多様な広報媒体による 

啓発の推進 

●市報「ぎょうだ」や市ホームページへの掲載 

●行田市人権教育推進協議会広報誌「あゆみ」の発行 

●人権啓発リーフレットの配布 

広報広聴課 

生涯学習 

スポーツ課 

人権推進課 

男女共同参画 

推進センター 

②男女共同参画啓発紙等の 

発行 
●情報紙「VIVA」の発行と内容の充実 

男女共同参画 

推進センター 

③男女共同参画に関する 

講演会・講座等の開催 

●講演会の開催と内容の充実 

●各種講座の開催と内容の充実 

●リーダーステップアップ講座の開催と内容の充実 

男女共同参画 

推進センター 

 

（２）性別役割分業意識の解消 

固定的性別役割分担意識は、特に男性により強く残っている傾向にあることから、男性にとっ

ても生きやすい社会の形成を目指し意識啓発や相談活動などを行います。 

そして、男性が育児・介護、地域活動等に参画できる環境整備を図るとともに、男性が家庭に

参画するために必要な技術・能力を身につける機会を提供します。 

①技術・家庭科におけるジェ 

ンダー平等の内容の充実 
●指導内容の工夫と充実 教育指導課 

②育児・介護休業制度利用 

の促進 

●関係機関が作成したパンフレットの配布、ポスター

の掲示による啓発 

●取得率の低い男性の利用促進に向けた啓発 

商工観光課 

人事課 

③父親の積極的な育児参加 

の促進 

●ママパパ教室の参加を促進 

●育児参加の推進 
健康づくり課 

③ 父親の１日保育士体験 

の実施 
●保育所での１日保育士体験の実施 子ども未来課 

 

（３）性の多様性を理解し深めることを促進 

子どもの頃から男女共同参画の理解を促進し、子どもたち自らが将来を見通した自己形成がで

きるようジェンダー平等教育を推進するとともに、適切な健康教育や性に関する教育を推進しま

す。 

①男女共同参画の視点に 

立った学校教育の推進 

●男女共同参画の視点に立った特別活動の年間指導計

画の作成 
教育指導課 

②若年層を対象とした育児 

体験等の啓発･支援 

●学校への沐浴人形の貸し出し 

●男女児共に育児体験及び学習機会の提供 
健康づくり課 
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■基本目標Ⅴ 男女共同参画の意識づくり 意識を変えよう 

■課題■ 

 

男女共同参画社会の実現のためには、学校、家庭、地域におけるジェンダー平等を目

指す教育が重要です。子どもの頃から、将来を見通した自己形成ができるよう、ジェン

ダー平等の視点に立った学校教育を推進していく必要があります。 

また、一人一人が性に関わりなく個性と能力を生かし、社会のあらゆる分野に参画し

ていくために、ジェンダー平等の視点に立った生涯学習の充実が重要です。 

本市においては、第４次ぎょうだ男女共同参画プランアンケートで、「あなたは家に

いるとき男女は平等だと思いますか」との問いに小学生５年生が 76.8％、中学２年生

83.7％が「はい」と答えています。また、「あなたは学校にいるとき男女は平等だと思

いますか」との問いに小学生５年生 76.0％、中学２年生 69.9％が「はい」と答えてい

ます。 

学校教育はもとより、生涯学習の場においてもジェンダー平等教育を効果的かつ積極

的に推進し、社会通念や習慣を見直すための啓発活動を積極的に展開していく必要があ

ります。 

 

 

 

 

■施策の方向■ 

○ 次世代を担う子どもたちが、個性と能力を発揮できるように、男女共同参画の考え

方や、これに基づく自立及び職業に対する意識を醸成し、将来を見通した自己形成

を促します。 

○ あらゆる世代の市民が、自ら希望するライフスタイルを主体的に選択できるよう、

男女共同参画についての理解促進を図ります。 

 

 

－男女共同参画社会構築に向け、その担い手を育てます－ 

■目標指標■ ■指標の考え方■ 
現況値 

令和３年度 

目標値 

令和 14年度 

「男女共同参画社

会」を知っている

児童・生徒の割合 

「男女共同参画社会」を知っている市

内小学５年生と中学２年生の割合の

向上を目指します。 

（男女共同参画アンケート） 

8.8％ 50.0％ 

重点施策 15 ジェンダー平等教育の推進 
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■取組■ 

（１）学校におけるジェンダー平等教育の推進 

学校・学級運営において人権尊重の理念のもと、ジェンダー平等の視点に立った取組を推進し

ます。また、教育にあたる教職員の理解が重要であることから、ジェンダー平等意識の向上を図

ります。 

①人権尊重、ジェンダー平等

を目指す教育の充実 
●人権教育の全体計画・年間指導計画の見直しの実施 教育指導課 

②人間尊重に基づいた 

性に関する教育の充実 

●ジェンダー平等や性の多様性に関する教育を充実さ

せるための年間指導計画の見直しの実施 
教育指導課 

③ジェンダー平等の視点に

立った進路指導の推進 

●個々の希望や適性に応じた進路指導・キャリア教育 

●中学校における社会体験チャレンジ事業 
教育指導課 

④ジェンダー平等の視点に

立った学校運営の推進 

●ジェンダー平等の視点に立って校務を分担し、学校

運営を推進 
教育指導課 

⑤家庭科など教科教育に 

おけるジェンダー平等 

教育の推進 

●家庭科教育における意識啓発 

●生活技術が性別に関わりなく向上するような指導の

工夫 

教育指導課 

⑥教職員のジェンダー平等

意識の高揚 

●価値観・生活態度など教職員のジェンダー平等意識

の向上 
教育指導課 

⑦男女共同参画に関する 

教職員の研修機会の充実 

●研修機会の充実（埼玉県教育委員会主催の研修会へ

の参加など） 
教育指導課 

 

（２）生涯学習によるジェンダー平等意識の醸成 

市民が様々な場面で男女共同参画の考え方にふれ、ジェンダー平等意識が醸成されるよう、子

どもから高齢者まで、あらゆる世代を対象に男女共同参画の視点に立った講座や学級などを開催

します。特にこれまで参加の少なかった男性の参加を促進します。 

また、男女共同参画についての情報が気軽に手に取れるよう、情報提供に努めます。 

①男女共同参画の視点に 

立った学級・講座の開催 

●女性学級、成人学級、高齢者学級の開催 

●幼児学級、青少年学級、家庭教育学級の充実 

中央公民館 

地域公民館 

②男性の家庭や地域への 

参画を促進する講座の 

充実 

●男性学級（男の料理教室など）の実施 
地域公民館 

男女共同参画

推進センター 

③男女共同参画に関する 

図書等の整備 

●男女共同参画に関する図書や視聴覚資料の整備 

●情報コーナー、貸出コーナーなど市民が気軽に学ぶ

ことができる環境の整備 

男女共同参画

推進センター 

図書館 
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１ 男女共同参画社会基本法 

男女共同参画基本計画（平成十一年六月二十三日法律第七十八号） 

最終改正：平成十一年十二月二十二日号外法律第百六十号 

改正内容：平成十一年十二月二十二日号外法律第百六十号[平成十三年一月六日] 

目次  

前文 

第一章 総則（第一条―第十二条） 

第二章 男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的施策（第十三条―第二十条） 

第三章 男女共同参画会議（第二十一条―第二十八条） 

附則  

我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と法の下の平等がうたわれ、男女平等の実現に向けた様々な取

組が、国際社会における取組とも連動しつつ、着実に進められてきたが、なお一層の努力が必要とされてい

る。 

一方、少子高齢化の進展、国内経済活動の成熟化等我が国の社会経済情勢の急速な変化に対応していく上で、

男女が、互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合い、性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発

揮することができる男女共同参画社会の実現は、緊要な課題となっている。 

このような状況にかんがみ、男女共同参画社会の実現を二十一世紀の我が国社会を決定する最重要課題と位

置付け、社会のあらゆる分野において、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の推進を図っていくこ

とが重要である。 

ここに、男女共同参画社会の形成についての基本理念を明らかにしてその方向を示し、将来に向かって国、

地方公共団体及び国民の男女共同参画社会の形成に関する取組を総合的かつ計画的に推進するため、この法

律を制定する。 

第一章 総則  

（目的） 

第一条 この法律は、男女の人権が尊重され、かつ、社会経済情勢の変化に対応できる豊かで活力ある社会

を実現することの緊要性にかんがみ、男女共同参画社会の形成に関し、基本理念を定め、並びに国、地方公

共団体及び国民の責務を明らかにするとともに、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の基本となる

事項を定めることにより、男女共同参画社会の形成を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。  

（定義） 

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。  

一 男女共同参画社会の形成 男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野

における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享

受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会を形成することをいう。 

二 積極的改善措置 前号に規定する機会に係る男女間の格差を改善するため必要な範囲内において、男女

のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。  

（男女の人権の尊重） 

第三条 男女共同参画社会の形成は、男女の個人としての尊厳が重んぜられること、男女が性別による差別

的取扱いを受けないこと、男女が個人として能力を発揮する機会が確保されることその他の男女の人権が尊

重されることを旨として、行われなければならない。  

（社会における制度又は慣行についての配慮） 

第四条 男女共同参画社会の形成に当たっては、社会における制度又は慣行が、性別による固定的な役割分

担等を反映して、男女の社会における活動の選択に対して中立でない影響を及ぼすことにより、男女共同参

画社会の形成を阻害する要因となるおそれがあることにかんがみ、社会における制度又は慣行が男女の社会

における活動の選択に対して及ぼす影響をできる限り中立なものとするように配慮されなければならない。  

（政策等の立案及び決定への共同参画） 

第五条 男女共同参画社会の形成は、男女が、社会の対等な構成員として、国若しくは地方公共団体におけ

る政策又は民間の団体における方針の立案及び決定に共同して参画する機会が確保されることを旨として、

行われなければならない。  

参考資料 
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（家庭生活における活動と他の活動の両立） 

第六条 男女共同参画社会の形成は、家族を構成する男女が、相互の協力と社会の支援の下に、子の養育、

家族の介護その他の家庭生活における活動について家族の一員としての役割を円滑に果たし、かつ、当該活

動以外の活動を行うことができるようにすることを旨として、行われなければならない。  

（国際的協調） 

第七条 男女共同参画社会の形成の促進が国際社会における取組と密接な関係を有していることにかんがみ、

男女共同参画社会の形成は、国際的協調の下に行われなければならない。  

（国の責務） 

第八条 国は、第三条から前条までに定める男女共同参画社会の形成についての基本理念（以下「基本理念」

という。）にのっとり、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策（積極的改善措置を含む。以下同じ。）

を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。  

（地方公共団体の責務） 

第九条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、男女共同参画社会の形成の促進に関し、国の施策に準じた

施策及びその他のその地方公共団体の区域の特性に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。  

（国民の責務） 

第十条 国民は、職域、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野において、基本理念にのっとり、男

女共同参画社会の形成に寄与するように努めなければならない。  

（法制上の措置等） 

第十一条 政府は、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を実施するため必要な法制上又は財政上の

措置その他の措置を講じなければならない。  

（年次報告等） 

第十二条 政府は、毎年、国会に、男女共同参画社会の形成の状況及び政府が講じた男女共同参画社会の形

成の促進に関する施策についての報告を提出しなければならない。 

２ 政府は、毎年、前項の報告に係る男女共同参画社会の形成の状況を考慮して講じようとする男女共同参

画社会の形成の促進に関する施策を明らかにした文書を作成し、これを国会に提出しなければならない。  

第二章 男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的施策  

（男女共同参画基本計画）  

第十三条 政府は、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、男

女共同参画社会の形成の促進に関する基本的な計画（以下「男女共同参画基本計画」という。）を定めなけれ

ばならない。  

２ 男女共同参画基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。  

一 総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の大綱  

二 前号に掲げるもののほか、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進する

ために必要な事項  

３ 内閣総理大臣は、男女共同参画会議の意見を聴いて、男女共同参画基本計画の案を作成し、閣議の決定

を求めなければならない。  

４ 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、男女共同参画基本計画を公

表しなければならない。  

５ 前二項の規定は、男女共同参画基本計画の変更について準用する。  

（都道府県男女共同参画計画等） 

第十四条 都道府県は、男女共同参画基本計画を勘案して、当該都道府県の区域における男女共同参画社会

の形成の促進に関する施策についての基本的な計画（以下「都道府県男女共同参画計画」という。）を定めな

ければならない。  

２ 都道府県男女共同参画計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。  

一 都道府県の区域において総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の大

綱  

二 前号に掲げるもののほか、都道府県の区域における男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を総合

的かつ計画的に推進するために必要な事項  

３ 市町村は、男女共同参画基本計画及び都道府県男女共同参画計画を勘案して、当該市町村の区域におけ

る男女共同参画社会の形成の促進に関する施策についての基本的な計画（以下「市町村男女共同参画計画」
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という。）を定めるように努めなければならない。  

４ 都道府県又は市町村は、都道府県男女共同参画計画又は市町村男女共同参画計画を定め、又は変更した

ときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。  

（施策の策定等に当たっての配慮） 

第十五条 国及び地方公共団体は、男女共同参画社会の形成に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及

び実施するに当たっては、男女共同参画社会の形成に配慮しなければならない。  

（国民の理解を深めるための措置） 

第十六条 国及び地方公共団体は、広報活動等を通じて、基本理念に関する国民の理解を深めるよう適切な

措置を講じなければならない。  

（苦情の処理等） 

第十七条 国は、政府が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策又は男女共同参画社会の形成

に影響を及ぼすと認められる施策についての苦情の処理のために必要な措置及び性別による差別的取扱いそ

の他の男女共同参画社会の形成を阻害する要因によって人権が侵害された場合における被害者の救済を図る

ために必要な措置を講じなければならない。  

（調査研究） 

第十八条 国は、社会における制度又は慣行が男女共同参画社会の形成に及ぼす影響に関する調査研究その

他の男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の策定に必要な調査研究を推進するように努めるものとす

る。  

（国際的協調のための措置） 

第十九条 国は、男女共同参画社会の形成を国際的協調の下に促進するため、外国政府又は国際機関との情

報の交換その他男女共同参画社会の形成に関する国際的な相互協力の円滑な推進を図るために必要な措置を

講ずるように努めるものとする。  

（地方公共団体及び民間の団体に対する支援） 

第二十条 国は、地方公共団体が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策及び民間の団体が男

女共同参画社会の形成の促進に関して行う活動を支援するため、情報の提供その他の必要な措置を講ずるよ

うに努めるものとする。  

第三章 男女共同参画会議  

（設置） 

第二十一条 内閣府に、男女共同参画会議（以下「会議」という。）を置く。  

（所掌事務） 

第二十二条 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。  

一 男女共同参画基本計画に関し、第十三条第三項に規定する事項を処理すること。  

二 前号に掲げるもののほか、内閣総理大臣又は関係各大臣の諮問に応じ、男女共同参画社会の形成の促進

に関する基本的な方針、基本的な政策及び重要事項を調査審議すること。  

三 前二号に規定する事項に関し、調査審議し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び関係各大臣

に対し、意見を述べること。  

四 政府が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の実施状況を監視し、及び政府の施策が男

女共同参画社会の形成に及ぼす影響を調査し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び関係各大臣に

対し、意見を述べること。  

（組織） 

第二十三条 会議は、議長及び議員二十四人以内をもって組織する。  

（議長） 

第二十四条 議長は、内閣官房長官をもって充てる。 

２ 議長は、会務を総理する。  

（議員） 

第二十五条 議員は、次に掲げる者をもって充てる。  

一 内閣官房長官以外の国務大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者  

二 男女共同参画社会の形成に関し優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する者  

２ 前項第二号の議員の数は、同項に規定する議員の総数の十分の五未満であってはならない。  

３ 第一項第二号の議員のうち、男女のいずれか一方の議員の数は、同号に規定する議員の総数の十分の四
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未満であってはならない。  

４ 第一項第二号の議員は、非常勤とする。  

（議員の任期） 

第二十六条 前条第一項第二号の議員の任期は、二年とする。ただし、補欠の議員の任期は、前任者の残任

期間とする。 

２ 前条第一項第二号の議員は、再任されることができる。  

（資料提出の要求等） 

第二十七条 会議は、その所掌事務を遂行するために必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、

監視又は調査に必要な資料その他の資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。 

２ 会議は、その所掌事務を遂行するために特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に

対しても、必要な協力を依頼することができる。  

（政令への委任） 

第二十八条 この章に定めるもののほか、会議の組織及び議員その他の職員その他会議に関し必要な事項は、

政令で定める。  

附 則（平成十一年六月二三日法律第七八号） 抄  

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から施行する。  

（男女共同参画審議会設置法の廃止） 

第二条 男女共同参画審議会設置法（平成九年法律第七号）は、廃止する。  

附 則 （平成十一年七月十六日法律第百二号） 抄  

（施行期日） 

第一条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日から施行する。

ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。  

    （施行の日＝平成十三年一月六日）  

一 略  

二 附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定 公布

の日  

（委員等の任期に関する経過措置） 

第二十八条 この法律の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会その他の機関の会長、委員その他

の職員である者（任期の定めのない者を除く。）の任期は、当該会長、委員その他の職員の任期を定めたそれ

ぞれの法律の規定にかかわらず、その日に満了する。  

一から十まで 略  

十一 男女共同参画審議会  

（別に定める経過措置） 

第三十条 第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に

法律で定める。  

附 則 （平成十一年十二月二十二日法律第百六十号） 抄  

（施行期日） 

第一条 この法律（第二条及び第三条を除く。）は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に

掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

  （以下略） 
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２ 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律 

平成十三年四月十三日法律第三十一号 

最終改正：令和四年六月十七日号外法律第六十八号 

改正内容：令和四年六月十七日号外法律第六十八号[令和四年六月十七日] 

目次 

前文 

第一章 総則（第一条・第二条） 

第一章の二 基本方針及び都道府県基本計画等（第二条の二・第二条の三） 

第二章 配偶者暴力相談支援センター等（第三条―第五条） 

第三章 被害者の保護（第六条―第九条の二） 

第四章 保護命令（第十条―第二十二条） 

第五章 雑則（第二十三条―第二十八条） 

第五章の二 補則（第二十八条の二） 

第六章 罰則（第二十九条・第三十条） 

附則 

我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と法の下の平等がうたわれ、人権の擁護と男女平等の実現に向け

た取組が行われている。ところが、配偶者からの暴力は、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害であるにも

かかわらず、被害者の救済が必ずしも十分に行われてこなかった。また、配偶者からの暴力の被害者は、多く

の場合女性であり、経済的自立が困難である女性に対して配偶者が暴力を加えることは、個人の尊厳を害し、

男女平等の実現の妨げとなっている。このような状況を改善し、人権の擁護と男女平等の実現を図るためには、

配偶者からの暴力を防止し、被害者を保護するための施策を講ずることが必要である。このことは、女性に対

する暴力を根絶しようと努めている国際社会における取組にも沿うものである。ここに、配偶者からの暴力に

係る通報、相談、保護、自立支援等の体制を整備することにより、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護

を図るため、この法律を制定する。 

第一章 総則 

（定義） 

第一条 この法律において「配偶者からの暴力」とは、配偶者からの身体に対する暴力（身体に対する不法な

攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすものをいう。以下同じ。）又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼ

す言動（以下この項及び第二十八条の二において「身体に対する暴力等」と総称する。）をいい、配偶者からの

身体に対する暴力等を受けた後に、その者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合にあっては、当該配

偶者であった者から引き続き受ける身体に対する暴力等を含むものとする。 

２ この法律において「被害者」とは、配偶者からの暴力を受けた者をいう。 

３ この法律にいう「配偶者」には、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、

「離婚」には、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者が、事実上離婚したと同様

の事情に入ることを含むものとする。 

（国及び地方公共団体の責務） 

第二条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力を防止するとともに、被害者の自立を支援することを含め、

その適切な保護を図る責務を有する。 

第一章の二 基本方針及び都道府県基本計画等 

（基本方針） 

第二条の二 内閣総理大臣、国家公安委員会、法務大臣及び厚生労働大臣（以下この条及び次条第五項におい

て「主務大臣」という。）は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策に関する基本的な方針（以

下この条並びに次条第一項及び第三項において「基本方針」という。）を定めなければならない。 

２ 基本方針においては、次に掲げる事項につき、次条第一項の都道府県基本計画及び同条第三項の市町村基

本計画の指針となるべきものを定めるものとする。 

一 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する基本的な事項 

二 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の内容に関する事項 

三 その他配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実施に関する重要事項 
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３ 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協

議しなければならない。 

４ 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 

（都道府県基本計画等） 

第二条の三 都道府県は、基本方針に即して、当該都道府県における配偶者からの暴力の防止及び被害者の保

護のための施策の実施に関する基本的な計画（以下この条において「都道府県基本計画」という。）を定めなけ

ればならない。 

２ 都道府県基本計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する基本的な方針 

二 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実施内容に関する事項 

三 その他配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実施に関する重要事項 

３ 市町村（特別区を含む。以下同じ。）は、基本方針に即し、かつ、都道府県基本計画を勘案して、当該市町

村における配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実施に関する基本的な計画（以下この条

において「市町村基本計画」という。）を定めるよう努めなければならない。 

４ 都道府県又は市町村は、都道府県基本計画又は市町村基本計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、

これを公表しなければならない。 

５ 主務大臣は、都道府県又は市町村に対し、都道府県基本計画又は市町村基本計画の作成のために必要な助

言その他の援助を行うよう努めなければならない。 

第二章 配偶者暴力相談支援センター等 

（配偶者暴力相談支援センター） 

第三条 都道府県は、当該都道府県が設置する婦人相談所その他の適切な施設において、当該各施設が配偶者

暴力相談支援センターとしての機能を果たすようにするものとする。 

２ 市町村は、当該市町村が設置する適切な施設において、当該各施設が配偶者暴力相談支援センターとして

の機能を果たすようにするよう努めるものとする。 

３ 配偶者暴力相談支援センターは、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のため、次に掲げる業務を行

うものとする。 

一 被害者に関する各般の問題について、相談に応ずること又は婦人相談員若しくは相談を行う機関を紹介す

ること。 

二 被害者の心身の健康を回復させるため、医学的又は心理学的な指導その他の必要な指導を行うこと。 

三 被害者（被害者がその家族を同伴する場合にあっては、被害者及びその同伴する家族。次号、第六号、第

五条、第八条の三及び第九条において同じ。）の緊急時における安全の確保及び一時保護を行うこと。 

四 被害者が自立して生活することを促進するため、就業の促進、住宅の確保、援護等に関する制度の利用等

について、情報の提供、助言、関係機関との連絡調整その他の援助を行うこと。 

五 第四章に定める保護命令の制度の利用について、情報の提供、助言、関係機関への連絡その他の援助を行

うこと。 

六 被害者を居住させ保護する施設の利用について、情報の提供、助言、関係機関との連絡調整その他の援助

を行うこと。 

４ 前項第三号の一時保護は、婦人相談所が、自ら行い、又は厚生労働大臣が定める基準を満たす者に委託し

て行うものとする。 

５ 配偶者暴力相談支援センターは、その業務を行うに当たっては、必要に応じ、配偶者からの暴力の防止及

び被害者の保護を図るための活動を行う民間の団体との連携に努めるものとする。 

（婦人相談員による相談等） 

第四条 婦人相談員は、被害者の相談に応じ、必要な指導を行うことができる。 

（婦人保護施設における保護） 

第五条 都道府県は、婦人保護施設において被害者の保護を行うことができる。 

第三章 被害者の保護 

（配偶者からの暴力の発見者による通報等） 

第六条 配偶者からの暴力（配偶者又は配偶者であった者からの身体に対する暴力に限る。以下この章におい

て同じ。）を受けている者を発見した者は、その旨を配偶者暴力相談支援センター又は警察官に通報するよう努

めなければならない。 
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２ 医師その他の医療関係者は、その業務を行うに当たり、配偶者からの暴力によって負傷し又は疾病にかか

ったと認められる者を発見したときは、その旨を配偶者暴力相談支援センター又は警察官に通報することがで

きる。この場合において、その者の意思を尊重するよう努めるものとする。 

３ 刑法（明治四十年法律第四十五号）の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、前二項

の規定により通報することを妨げるものと解釈してはならない。 

４ 医師その他の医療関係者は、その業務を行うに当たり、配偶者からの暴力によって負傷し又は疾病にかか

ったと認められる者を発見したときは、その者に対し、配偶者暴力相談支援センター等の利用について、その

有する情報を提供するよう努めなければならない。 

（配偶者暴力相談支援センターによる保護についての説明等） 

第七条 配偶者暴力相談支援センターは、被害者に関する通報又は相談を受けた場合には、必要に応じ、被害

者に対し、第三条第三項の規定により配偶者暴力相談支援センターが行う業務の内容について説明及び助言を

行うとともに、必要な保護を受けることを勧奨するものとする。 

（警察官による被害の防止） 

第八条 警察官は、通報等により配偶者からの暴力が行われていると認めるときは、警察法（昭和二十九年法

律第百六十二号）、警察官職務執行法（昭和二十三年法律第百三十六号）その他の法令の定めるところにより、

暴力の制止、被害者の保護その他の配偶者からの暴力による被害の発生を防止するために必要な措置を講ずる

よう努めなければならない。 

（警察本部長等の援助） 

第八条の二 警視総監若しくは道府県警察本部長（道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、

方面本部長。第十五条第三項において同じ。）又は警察署長は、配偶者からの暴力を受けている者から、配偶者

からの暴力による被害を自ら防止するための援助を受けたい旨の申出があり、その申出を相当と認めるときは、

当該配偶者からの暴力を受けている者に対し、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該被害を自ら防

止するための措置の教示その他配偶者からの暴力による被害の発生を防止するために必要な援助を行うものと

する。 

（福祉事務所による自立支援） 

第八条の三 社会福祉法（昭和二十六年法律第四十五号）に定める福祉に関する事務所（次条において「福祉

事務所」という。）は、生活保護法（昭和二十五年法律第百四十四号）、児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十

四号）、母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和三十九年法律第百二十九号）その他の法令の定めるところにより、

被害者の自立を支援するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

（被害者の保護のための関係機関の連携協力） 

第九条 配偶者暴力相談支援センター、都道府県警察、福祉事務所、児童相談所その他の都道府県又は市町村

の関係機関その他の関係機関は、被害者の保護を行うに当たっては、その適切な保護が行われるよう、相互に

連携を図りながら協力するよう努めるものとする。 

（苦情の適切かつ迅速な処理） 

第九条の二 前条の関係機関は、被害者の保護に係る職員の職務の執行に関して被害者から苦情の申出を受け

たときは、適切かつ迅速にこれを処理するよう努めるものとする。 

第四章 保護命令 

（保護命令） 

第十条 被害者（配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫（被害者の生命又は身体に対し害を

加える旨を告知してする脅迫をいう。以下この章において同じ。）を受けた者に限る。以下この章において同じ。）

が、配偶者からの身体に対する暴力を受けた者である場合にあっては配偶者からの更なる身体に対する暴力（配

偶者からの身体に対する暴力を受けた後に、被害者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合にあっては、

当該配偶者であった者から引き続き受ける身体に対する暴力。第十二条第一項第二号において同じ。）により、

配偶者からの生命等に対する脅迫を受けた者である場合にあっては配偶者から受ける身体に対する暴力（配偶

者からの生命等に対する脅迫を受けた後に、被害者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合にあっては、

当該配偶者であった者から引き続き受ける身体に対する暴力。同号において同じ。）により、その生命又は身体

に重大な危害を受けるおそれが大きいときは、裁判所は、被害者の申立てにより、その生命又は身体に危害が

加えられることを防止するため、当該配偶者（配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫を受け

た後に、被害者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合にあっては、当該配偶者であった者。以下この

条、同項第三号及び第四号並びに第十八条第一項において同じ。）に対し、次の各号に掲げる事項を命ずるもの
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とする。ただし、第二号に掲げる事項については、申立ての時において被害者及び当該配偶者が生活の本拠を

共にする場合に限る。 

一 命令の効力が生じた日から起算して六月間、被害者の住居（当該配偶者と共に生活の本拠としている住居

を除く。以下この号において同じ。）その他の場所において被害者の身辺につきまとい、又は被害者の住居、勤

務先その他その通常所在する場所の付近をはいかいしてはならないこと。 

二 命令の効力が生じた日から起算して二月間、被害者と共に生活の本拠としている住居から退去すること及

び当該住居の付近をはいかいしてはならないこと。 

２ 前項本文に規定する場合において、同項第一号の規定による命令を発する裁判所又は発した裁判所は、被

害者の申立てにより、その生命又は身体に危害が加えられることを防止するため、当該配偶者に対し、命令の

効力が生じた日以後、同号の規定による命令の効力が生じた日から起算して六月を経過する日までの間、被害

者に対して次の各号に掲げるいずれの行為もしてはならないことを命ずるものとする。 

一 面会を要求すること。 

二 その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。 

三 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。 

四 電話をかけて何も告げず、又は緊急やむを得ない場合を除き、連続して、電話をかけ、ファクシミリ装置

を用いて送信し、若しくは電子メールを送信すること。 

五 緊急やむを得ない場合を除き、午後十時から午前六時までの間に、電話をかけ、ファクシミリ装置を用い

て送信し、又は電子メールを送信すること。 

六 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態

に置くこと。 

七 その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。 

八 その性的羞（しゆう）恥心を害する事項を告げ、若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心

を害する文書、図画その他の物を送付し、若しくはその知り得る状態に置くこと。 

３ 第一項本文に規定する場合において、被害者がその成年に達しない子（以下この項及び次項並びに第十二

条第一項第三号において単に「子」という。）と同居しているときであって、配偶者が幼年の子を連れ戻すと疑

うに足りる言動を行っていることその他の事情があることから被害者がその同居している子に関して配偶者と

面会することを余儀なくされることを防止するため必要があると認めるときは、第一項第一号の規定による命

令を発する裁判所又は発した裁判所は、被害者の申立てにより、その生命又は身体に危害が加えられることを

防止するため、当該配偶者に対し、命令の効力が生じた日以後、同号の規定による命令の効力が生じた日から

起算して六月を経過する日までの間、当該子の住居（当該配偶者と共に生活の本拠としている住居を除く。以

下この項において同じ。）、就学する学校その他の場所において当該子の身辺につきまとい、又は当該子の住居、

就学する学校その他その通常所在する場所の付近をはいかいしてはならないことを命ずるものとする。ただし、

当該子が十五歳以上であるときは、その同意がある場合に限る。 

４ 第一項本文に規定する場合において、配偶者が被害者の親族その他被害者と社会生活において密接な関係

を有する者（被害者と同居している子及び配偶者と同居している者を除く。以下この項及び次項並びに第十二

条第一項第四号において「親族等」という。）の住居に押し掛けて著しく粗野又は乱暴な言動を行っていること

その他の事情があることから被害者がその親族等に関して配偶者と面会することを余儀なくされることを防止

するため必要があると認めるときは、第一項第一号の規定による命令を発する裁判所又は発した裁判所は、被

害者の申立てにより、その生命又は身体に危害が加えられることを防止するため、当該配偶者に対し、命令の

効力が生じた日以後、同号の規定による命令の効力が生じた日から起算して六月を経過する日までの間、当該

親族等の住居（当該配偶者と共に生活の本拠としている住居を除く。以下この項において同じ。）その他の場所

において当該親族等の身辺につきまとい、又は当該親族等の住居、勤務先その他その通常所在する場所の付近

をはいかいしてはならないことを命ずるものとする。 

５ 前項の申立ては、当該親族等（被害者の十五歳未満の子を除く。以下この項において同じ。）の同意（当該

親族等が十五歳未満の者又は成年被後見人である場合にあっては、その法定代理人の同意）がある場合に限り、

することができる。 

（管轄裁判所） 

第十一条 前条第一項の規定による命令の申立てに係る事件は、相手方の住所（日本国内に住所がないとき又

は住所が知れないときは居所）の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。 

２ 前条第一項の規定による命令の申立ては、次の各号に掲げる地を管轄する地方裁判所にもすることができ
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る。 

一 申立人の住所又は居所の所在地 

二 当該申立てに係る配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫が行われた地 

（保護命令の申立て） 

第十二条 第十条第一項から第四項までの規定による命令（以下「保護命令」という。）の申立ては、次に掲げ

る事項を記載した書面でしなければならない。 

一 配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫を受けた状況 

二 配偶者からの更なる身体に対する暴力又は配偶者からの生命等に対する脅迫を受けた後の配偶者から受け

る身体に対する暴力により、生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きいと認めるに足りる申立ての時

における事情 

三 第十条第三項の規定による命令の申立てをする場合にあっては、被害者が当該同居している子に関して配

偶者と面会することを余儀なくされることを防止するため当該命令を発する必要があると認めるに足りる申立

ての時における事情 

四 第十条第四項の規定による命令の申立てをする場合にあっては、被害者が当該親族等に関して配偶者と面

会することを余儀なくされることを防止するため当該命令を発する必要があると認めるに足りる申立ての時に

おける事情 

五 配偶者暴力相談支援センターの職員又は警察職員に対し、前各号に掲げる事項について相談し、又は援助

若しくは保護を求めた事実の有無及びその事実があるときは、次に掲げる事項 

イ 当該配偶者暴力相談支援センター又は当該警察職員の所属官署の名称 

ロ 相談し、又は援助若しくは保護を求めた日時及び場所 

ハ 相談又は求めた援助若しくは保護の内容 

ニ 相談又は申立人の求めに対して執られた措置の内容 

２ 前項の書面（以下「申立書」という。）に同項第五号イからニまでに掲げる事項の記載がない場合には、申

立書には、同項第一号から第四号までに掲げる事項についての申立人の供述を記載した書面で公証人法（明治

四十一年法律第五十三号）第五十八条ノ二第一項の認証を受けたものを添付しなければならない。 

（迅速な裁判） 

第十三条 裁判所は、保護命令の申立てに係る事件については、速やかに裁判をするものとする。 

（保護命令事件の審理の方法） 

第十四条 保護命令は、口頭弁論又は相手方が立ち会うことができる審尋の期日を経なければ、これを発する

ことができない。ただし、その期日を経ることにより保護命令の申立ての目的を達することができない事情が

あるときは、この限りでない。 

２ 申立書に第十二条第一項第五号イからニまでに掲げる事項の記載がある場合には、裁判所は、当該配偶者

暴力相談支援センター又は当該所属官署の長に対し、申立人が相談し又は援助若しくは保護を求めた際の状況

及びこれに対して執られた措置の内容を記載した書面の提出を求めるものとする。この場合において、当該配

偶者暴力相談支援センター又は当該所属官署の長は、これに速やかに応ずるものとする。 

３ 裁判所は、必要があると認める場合には、前項の配偶者暴力相談支援センター若しくは所属官署の長又は

申立人から相談を受け、若しくは援助若しくは保護を求められた職員に対し、同項の規定により書面の提出を

求めた事項に関して更に説明を求めることができる。 

（保護命令の申立てについての決定等） 

第十五条 保護命令の申立てについての決定には、理由を付さなければならない。ただし、口頭弁論を経ない

で決定をする場合には、理由の要旨を示せば足りる。 

２ 保護命令は、相手方に対する決定書の送達又は相手方が出頭した口頭弁論若しくは審尋の期日における言

渡しによって、その効力を生ずる。 

３ 保護命令を発したときは、裁判所書記官は、速やかにその旨及びその内容を申立人の住所又は居所を管轄

する警視総監又は道府県警察本部長に通知するものとする。 

４ 保護命令を発した場合において、申立人が配偶者暴力相談支援センターの職員に対し相談し、又は援助若

しくは保護を求めた事実があり、かつ、申立書に当該事実に係る第十二条第一項第五号イからニまでに掲げる

事項の記載があるときは、裁判所書記官は、速やかに、保護命令を発した旨及びその内容を、当該申立書に名

称が記載された配偶者暴力相談支援センター（当該申立書に名称が記載された配偶者暴力相談支援センターが

二以上ある場合にあっては、申立人がその職員に対し相談し、又は援助若しくは保護を求めた日時が最も遅い
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配偶者暴力相談支援センター）の長に通知するものとする。 

５ 保護命令は、執行力を有しない。 

（即時抗告） 

第十六条 保護命令の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。 

２ 前項の即時抗告は、保護命令の効力に影響を及ぼさない。 

３ 即時抗告があった場合において、保護命令の取消しの原因となることが明らかな事情があることにつき疎

明があったときに限り、抗告裁判所は、申立てにより、即時抗告についての裁判が効力を生ずるまでの間、保

護命令の効力の停止を命ずることができる。事件の記録が原裁判所に存する間は、原裁判所も、この処分を命

ずることができる。 

４ 前項の規定により第十条第一項第一号の規定による命令の効力の停止を命ずる場合において、同条第二項

から第四項までの規定による命令が発せられているときは、裁判所は、当該命令の効力の停止をも命じなけれ

ばならない。 

５ 前二項の規定による裁判に対しては、不服を申し立てることができない。 

６ 抗告裁判所が第十条第一項第一号の規定による命令を取り消す場合において、同条第二項から第四項まで

の規定による命令が発せられているときは、抗告裁判所は、当該命令をも取り消さなければならない。 

７ 前条第四項の規定による通知がされている保護命令について、第三項若しくは第四項の規定によりその効

力の停止を命じたとき又は抗告裁判所がこれを取り消したときは、裁判所書記官は、速やかに、その旨及びそ

の内容を当該通知をした配偶者暴力相談支援センターの長に通知するものとする。 

８ 前条第三項の規定は、第三項及び第四項の場合並びに抗告裁判所が保護命令を取り消した場合について準

用する。 

（保護命令の取消し） 

第十七条 保護命令を発した裁判所は、当該保護命令の申立てをした者の申立てがあった場合には、当該保護

命令を取り消さなければならない。第十条第一項第一号又は第二項から第四項までの規定による命令にあって

は同号の規定による命令が効力を生じた日から起算して三月を経過した後において、同条第一項第二号の規定

による命令にあっては当該命令が効力を生じた日から起算して二週間を経過した後において、これらの命令を

受けた者が申し立て、当該裁判所がこれらの命令の申立てをした者に異議がないことを確認したときも、同様

とする。 

２ 前条第六項の規定は、第十条第一項第一号の規定による命令を発した裁判所が前項の規定により当該命令

を取り消す場合について準用する。 

３ 第十五条第三項及び前条第七項の規定は、前二項の場合について準用する。 

（第十条第一項第二号の規定による命令の再度の申立て） 

第十八条 第十条第一項第二号の規定による命令が発せられた後に当該発せられた命令の申立ての理由となっ

た身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫と同一の事実を理由とする同号の規定による命令の再度の申立て

があったときは、裁判所は、配偶者と共に生活の本拠としている住居から転居しようとする被害者がその責め

に帰することのできない事由により当該発せられた命令の効力が生ずる日から起算して二月を経過する日まで

に当該住居からの転居を完了することができないことその他の同号の規定による命令を再度発する必要がある

と認めるべき事情があるときに限り、当該命令を発するものとする。ただし、当該命令を発することにより当

該配偶者の生活に特に著しい支障を生ずると認めるときは、当該命令を発しないことができる。 

２ 前項の申立てをする場合における第十二条の規定の適用については、同条第一項各号列記以外の部分中「次

に掲げる事項」とあるのは「第一号、第二号及び第五号に掲げる事項並びに第十八条第一項本文の事情」と、

同項第五号中「前各号に掲げる事項」とあるのは「第一号及び第二号に掲げる事項並びに第十八条第一項本文

の事情」と、同条第二項中「同項第一号から第四号までに掲げる事項」とあるのは「同項第一号及び第二号に

掲げる事項並びに第十八条第一項本文の事情」とする。 

（事件の記録の閲覧等） 

第十九条 保護命令に関する手続について、当事者は、裁判所書記官に対し、事件の記録の閲覧若しくは謄写、

その正本、謄本若しくは抄本の交付又は事件に関する事項の証明書の交付を請求することができる。ただし、

相手方にあっては、保護命令の申立てに関し口頭弁論若しくは相手方を呼び出す審尋の期日の指定があり、又

は相手方に対する保護命令の送達があるまでの間は、この限りでない。 

（法務事務官による宣誓認証） 

第二十条 法務局若しくは地方法務局又はその支局の管轄区域内に公証人がいない場合又は公証人がその職務
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を行うことができない場合には、法務大臣は、当該法務局若しくは地方法務局又はその支局に勤務する法務事

務官に第十二条第二項（第十八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）の認証を行わせること

ができる。 

（民事訴訟法の準用） 

第二十一条 この法律に特別の定めがある場合を除き、保護命令に関する手続に関しては、その性質に反しな

い限り、民事訴訟法（平成八年法律第百九号）の規定を準用する。 

（最高裁判所規則） 

第二十二条 この法律に定めるもののほか、保護命令に関する手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定

める。 

第五章 雑則 

（職務関係者による配慮等） 

第二十三条 配偶者からの暴力に係る被害者の保護、捜査、裁判等に職務上関係のある者（次項において「職

務関係者」という。）は、その職務を行うに当たり、被害者の心身の状況、その置かれている環境等を踏まえ、

被害者の国籍、障害の有無等を問わずその人権を尊重するとともに、その安全の確保及び秘密の保持に十分な

配慮をしなければならない。 

２ 国及び地方公共団体は、職務関係者に対し、被害者の人権、配偶者からの暴力の特性等に関する理解を深

めるために必要な研修及び啓発を行うものとする。 

（教育及び啓発） 

第二十四条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力の防止に関する国民の理解を深めるための教育及び啓

発に努めるものとする。 

（調査研究の推進等） 

第二十五条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に資するため、加害者の更生

のための指導の方法、被害者の心身の健康を回復させるための方法等に関する調査研究の推進並びに被害者の

保護に係る人材の養成及び資質の向上に努めるものとする。 

（民間の団体に対する援助） 

第二十六条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図るための活動を行う民間

の団体に対し、必要な援助を行うよう努めるものとする。 

（都道府県及び市の支弁） 

第二十七条 都道府県は、次の各号に掲げる費用を支弁しなければならない。 

一 第三条第三項の規定に基づき同項に掲げる業務を行う婦人相談所の運営に要する費用（次号に掲げる費用

を除く。） 

二 第三条第三項第三号の規定に基づき婦人相談所が行う一時保護（同条第四項に規定する厚生労働大臣が定

める基準を満たす者に委託して行う場合を含む。）に要する費用 

三 第四条の規定に基づき都道府県知事の委嘱する婦人相談員が行う業務に要する費用 

四 第五条の規定に基づき都道府県が行う保護（市町村、社会福祉法人その他適当と認める者に委託して行う

場合を含む。）及びこれに伴い必要な事務に要する費用 

２ 市は、第四条の規定に基づきその長の委嘱する婦人相談員が行う業務に要する費用を支弁しなければなら

ない。 

（国の負担及び補助） 

第二十八条 国は、政令の定めるところにより、都道府県が前条第一項の規定により支弁した費用のうち、同

項第一号及び第二号に掲げるものについては、その十分の五を負担するものとする。 

２ 国は、予算の範囲内において、次の各号に掲げる費用の十分の五以内を補助することができる。 

一 都道府県が前条第一項の規定により支弁した費用のうち、同項第三号及び第四号に掲げるもの 

二 市が前条第二項の規定により支弁した費用 

第五章の二 補則 

（この法律の準用） 

第二十八条の二 第二条及び第一章の二から前章までの規定は、生活の本拠を共にする交際（婚姻関係におけ

る共同生活に類する共同生活を営んでいないものを除く。）をする関係にある相手からの暴力（当該関係にある

相手からの身体に対する暴力等をいい、当該関係にある相手からの身体に対する暴力等を受けた後に、その者

が当該関係を解消した場合にあっては、当該関係にあった者から引き続き受ける身体に対する暴力等を含む。）
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及び当該暴力を受けた者について準用する。この場合において、これらの規定中「配偶者からの暴力」とある

のは「第二十八条の二に規定する関係にある相手からの暴力」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定

中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 

 

第二条 被害者 被害者（第二十八条の二に規定する関係にある

相手からの暴力を受けた者をいう。以下同じ。） 

第六条第一項 配偶者又は配偶者であった者 同条に規定する関係にある相手又は同条に規定

する関係にある相手であった者 

第十条第一項から第四項ま

で、第十一条第二項第二号、

第十二条第一項第一号から第

四号まで及び第十八条第一項 

配偶者 第二十八条の二に規定する関係にある相手 

第十条第一項 離婚をし、又はその婚姻が取り

消された場合 

第二十八条の二に規定する関係を解消した場合 

第六章 罰則 

第二十九条 保護命令（前条において読み替えて準用する第十条第一項から第四項までの規定によるものを含

む。次条において同じ。）に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 

第三十条 第十二条第一項（第十八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）又は第二十八条の

二において読み替えて準用する第十二条第一項（第二十八条の二において準用する第十八条第二項の規定によ

り読み替えて適用する場合を含む。）の規定により記載すべき事項について虚偽の記載のある申立書により保護

命令の申立てをした者は、十万円以下の過料に処する。 

附 則 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。ただし、第二章、第六条（配偶

者暴力相談支援センターに係る部分に限る。）、第七条、第九条（配偶者暴力相談支援センターに係る部分に限

る。）、第二十七条及び第二十八条の規定は、平成十四年四月一日から施行する。 

（経過措置） 

第二条 平成十四年三月三十一日までに婦人相談所に対し被害者が配偶者からの身体に対する暴力に関して相

談し、又は援助若しくは保護を求めた場合における当該被害者からの保護命令の申立てに係る事件に関する第

十二条第一項第四号並びに第十四条第二項及び第三項の規定の適用については、これらの規定中「配偶者暴力

相談支援センター」とあるのは、「婦人相談所」とする。 

（検討） 

第三条 この法律の規定については、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行状況等を勘案し、

検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。 

（民事訴訟費用等に関する法律の一部改正） 

第四条 民事訴訟費用等に関する法律（昭和四十六年法律第四十号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう略〕 

附 則〔平成一六年六月二日法律第六四号〕 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。 

（経過措置） 

第二条 この法律の施行前にしたこの法律による改正前の配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する

法律（次項において「旧法」という。）第十条の規定による命令の申立てに係る同条の規定による命令に関する

事件については、なお従前の例による。 

２ 旧法第十条第二号の規定による命令が発せられた後に当該命令の申立ての理由となった身体に対する不法

な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすものと同一の事実を理由とするこの法律による改正後の配偶者か

らの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律（以下「新法」という。）第十条第一項第二号の規定による命令

の申立て（この法律の施行後最初にされるものに限る。）があった場合における新法第十八条第一項の規定の適
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用については、同項中「二月」とあるのは、「二週間」とする。 

（検討） 

第三条 新法の規定については、この法律の施行後三年を目途として、新法の施行状況等を勘案し、検討が加

えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。 

附 則〔平成一九年七月一一日法律第一一三号〕 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。 

（経過措置） 

第二条 この法律の施行前にしたこの法律による改正前の配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する

法律第十条の規定による命令の申立てに係る同条の規定による命令に関する事件については、なお従前の例に

よる。 

（民事訴訟費用等に関する法律の一部改正） 

第三条 民事訴訟費用等に関する法律（昭和四十六年法律第四十号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう略〕 

附 則〔平成二五年七月三日法律第七二号〕 

（施行期日） 

１ この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。 

（銃砲刀剣類所持等取締法の一部改正） 

２ 銃砲刀剣類所持等取締法（昭和三十三年法律第六号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう略〕 

（民事訴訟費用等に関する法律の一部改正） 

３ 民事訴訟費用等に関する法律（昭和四十六年法律第四十号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう略〕 

附 則〔平成二六年四月二三日法律第二八号抄〕 

（施行期日） 

第一条 この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定

める日から施行する。 

一 〔前略〕附則第四条第一項及び第二項、第十四条並びに第十九条の規定 公布の日 

二 第二条並びに附則第三条、第七条から第十条まで、第十二条及び第十五条から第十八条までの規定 平成

二十六年十月一日 

三 〔略〕 

（政令への委任） 

第十九条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 

附 則〔令和元年六月二六日法律第四六号抄〕 

（施行期日） 

第一条 この法律は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める

日から施行する。 

一 附則第四条、第七条第一項及び第八条の規定 公布の日 

二・三 〔略〕 

（その他の経過措置の政令への委任） 

第四条 前二条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 

〔検討等〕 

第八条 政府は、附則第一条第一号に掲げる規定の施行後三年を目途に、配偶者からの暴力の防止及び被害者

の保護等に関する法律第六条第一項及び第二項の通報の対象となる同条第一項に規定する配偶者からの暴力の

形態並びに同法第十条第一項から第四項までの規定による命令の申立てをすることができる同条第一項に規定

する被害者の範囲の拡大について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 

２ 政府は、附則第一条第一号に掲げる規定の施行後三年を目途に、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保

護等に関する法律第一条第一項に規定する配偶者からの暴力に係る加害者の地域社会における更生のための指

導及び支援の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 

附 則〔令和四年五月二五日法律第五二号抄〕 
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（施行期日） 

第一条 この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める

日から施行する。 

一 〔前略〕附則〔中略〕第三十八条の規定 公布の日 

二～四 〔略〕 

（政令への委任） 

第三十八条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

〔令和四年六月一七日法律第六八号抄〕 

（罰則の適用等に関する経過措置） 

第四百四十一条 刑法等の一部を改正する法律（令和四年法律第六十七号。以下「刑法等一部改正法」という。）

及びこの法律（以下「刑法等一部改正法等」という。）の施行前にした行為の処罰については、次章に別段の定

めがあるもののほか、なお従前の例による。 

２ 刑法等一部改正法等の施行後にした行為に対して、他の法律の規定によりなお従前の例によることとされ、

なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の法律の規定の例によることとされる罰則を適用する

場合において、当該罰則に定める刑（刑法施行法第十九条第一項の規定又は第八十二条の規定による改正後の

沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第二十五条第四項の規定の適用後のものを含む。）に刑法等一部改正法

第二条の規定による改正前の刑法（明治四十年法律第四十五号。以下この項において「旧刑法」という。）第十

二条に規定する懲役（以下「懲役」という。）、旧刑法第十三条に規定する禁錮（以下「禁錮」という。）又は旧

刑法第十六条に規定する拘留（以下「旧拘留」という。）が含まれるときは、当該刑のうち無期の懲役又は禁錮

はそれぞれ無期拘禁刑と、有期の懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期（刑法施行法第二十条の規定

の適用後のものを含む。）を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期（刑法施行法第二十条の規定の適

用後のものを含む。）を同じくする拘留とする。 

（裁判の効力とその執行に関する経過措置） 

第四百四十二条 懲役、禁錮及び旧拘留の確定裁判の効力並びにその執行については、次章に別段の定めがあ

るもののほか、なお従前の例による。 

（人の資格に関する経過措置） 

第四百四十三条 懲役、禁錮又は旧拘留に処せられた者に係る人の資格に関する法令の規定の適用については、

無期の懲役又は禁錮に処せられた者はそれぞれ無期拘禁刑に処せられた者と、有期の懲役又は禁錮に処せられ

た者はそれぞれ刑期を同じくする有期拘禁刑に処せられた者と、旧拘留に処せられた者は拘留に処せられた者

とみなす。 

２ 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の法律の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を

有することとされ又は改正前若しくは廃止前の法律の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規

定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は

刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者

とみなす。 

（経過措置の政令への委任） 

第五百九条 この編に定めるもののほか、刑法等一部改正法等の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 

附 則〔令和四年六月一七日法律第六八号抄〕 

（施行期日） 

１ この法律は、刑法等一部改正法〔刑法等の一部を改正する法律＝令和四年六月法律第六七号〕施行日から

施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

一 第五百九条の規定 公布の日 

二 〔略〕 
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３ 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律 

平成二十七年九月四日号外法律第六十四号 

最終改正：令和四年六月十七日号外法律第六十八号 

改正内容：令和四年三月三十一日号外法律第十二号[令和四年十月一日] 

目次 

第一章 総則（第一条―第四条） 

第二章 基本方針等（第五条・第六条） 

第三章 事業主行動計画等 

第一節 事業主行動計画策定指針（第七条） 

第二節 一般事業主行動計画等（第八条―第十八条） 

第三節 特定事業主行動計画（第十九条） 

第四節 女性の職業選択に資する情報の公表（第二十条・第二十一条） 

第四章 女性の職業生活における活躍を推進するための支援措置（第二十二条―第二十九条） 

第五章 雑則（第三十条―第三十三条） 

第六章 罰則（第三十四条―第三十九条） 

附則 

第一章 総則 

（目的） 

第一条 この法律は、近年、自らの意思によって職業生活を営み、又は営もうとする女性がその個性と能力

を十分に発揮して職業生活において活躍すること（以下「女性の職業生活における活躍」という。）が一層重

要となっていることに鑑み、男女共同参画社会基本法（平成十一年法律第七十八号）の基本理念にのっとり、

女性の職業生活における活躍の推進について、その基本原則を定め、並びに国、地方公共団体及び事業主の

責務を明らかにするとともに、基本方針及び事業主の行動計画の策定、女性の職業生活における活躍を推進

するための支援措置等について定めることにより、女性の職業生活における活躍を迅速かつ重点的に推進し、

もって男女の人権が尊重され、かつ、急速な少子高齢化の進展、国民の需要の多様化その他の社会経済情勢

の変化に対応できる豊かで活力ある社会を実現することを目的とする。 

（基本原則） 

第二条 女性の職業生活における活躍の推進は、職業生活における活躍に係る男女間の格差の実情を踏まえ、

自らの意思によって職業生活を営み、又は営もうとする女性に対する採用、教育訓練、昇進、職種及び雇用

形態の変更その他の職業生活に関する機会の積極的な提供及びその活用を通じ、かつ、性別による固定的な

役割分担等を反映した職場における慣行が女性の職業生活における活躍に対して及ぼす影響に配慮して、そ

の個性と能力が十分に発揮できるようにすることを旨として、行われなければならない。 

２ 女性の職業生活における活躍の推進は、職業生活を営む女性が結婚、妊娠、出産、育児、介護その他の

家庭生活に関する事由によりやむを得ず退職することが多いことその他の家庭生活に関する事由が職業生活

に与える影響を踏まえ、家族を構成する男女が、男女の別を問わず、相互の協力と社会の支援の下に、育児、

介護その他の家庭生活における活動について家族の一員としての役割を円滑に果たしつつ職業生活における

活動を行うために必要な環境の整備等により、男女の職業生活と家庭生活との円滑かつ継続的な両立が可能

となることを旨として、行われなければならない。 

３ 女性の職業生活における活躍の推進に当たっては、女性の職業生活と家庭生活との両立に関し、本人の

意思が尊重されるべきものであることに留意されなければならない。 

（国及び地方公共団体の責務） 

第三条 国及び地方公共団体は、前条に定める女性の職業生活における活躍の推進についての基本原則（次

条及び第五条第一項において「基本原則」という。）にのっとり、女性の職業生活における活躍の推進に関し

て必要な施策を策定し、及びこれを実施しなければならない。 

（事業主の責務） 

第四条 事業主は、基本原則にのっとり、その雇用し、又は雇用しようとする女性労働者に対する職業生活

に関する機会の積極的な提供、雇用する労働者の職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備その

他の女性の職業生活における活躍の推進に関する取組を自ら実施するよう努めるとともに、国又は地方公共



 

87 

 Gyoda City 

団体が実施する女性の職業生活における活躍の推進に関する施策に協力しなければならない。 

第二章 基本方針等 

（基本方針） 

第五条 政府は、基本原則にのっとり、女性の職業生活における活躍の推進に関する施策を総合的かつ一体

的に実施するため、女性の職業生活における活躍の推進に関する基本方針（以下「基本方針」という。）を定

めなければならない。 

２ 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 女性の職業生活における活躍の推進に関する基本的な方向 

二 事業主が実施すべき女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する基本的な事項 

三 女性の職業生活における活躍の推進に関する施策に関する次に掲げる事項 

イ 女性の職業生活における活躍を推進するための支援措置に関する事項 

ロ 職業生活と家庭生活との両立を図るために必要な環境の整備に関する事項 

ハ その他女性の職業生活における活躍の推進に関する施策に関する重要事項 

四 前三号に掲げるもののほか、女性の職業生活における活躍を推進するために必要な事項 

３ 内閣総理大臣は、基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。 

４ 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければ

ならない。 

５ 前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。 

（都道府県推進計画等） 

第六条 都道府県は、基本方針を勘案して、当該都道府県の区域内における女性の職業生活における活躍の

推進に関する施策についての計画（以下この条において「都道府県推進計画」という。）を定めるよう努める

ものとする。 

２ 市町村は、基本方針（都道府県推進計画が定められているときは、基本方針及び都道府県推進計画）を

勘案して、当該市町村の区域内における女性の職業生活における活躍の推進に関する施策についての計画（次

項において「市町村推進計画」という。）を定めるよう努めるものとする。 

３ 都道府県又は市町村は、都道府県推進計画又は市町村推進計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、

これを公表しなければならない。 

第三章 事業主行動計画等 

第一節 事業主行動計画策定指針 

第七条 内閣総理大臣、厚生労働大臣及び総務大臣は、事業主が女性の職業生活における活躍の推進に関す

る取組を総合的かつ効果的に実施することができるよう、基本方針に即して、次条第一項に規定する一般事

業主行動計画及び第十九条第一項に規定する特定事業主行動計画（次項において「事業主行動計画」と総称

する。）の策定に関する指針（以下「事業主行動計画策定指針」という。）を定めなければならない。 

２ 事業主行動計画策定指針においては、次に掲げる事項につき、事業主行動計画の指針となるべきものを

定めるものとする。 

一 事業主行動計画の策定に関する基本的な事項 

二 女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の内容に関する事項 

三 その他女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する重要事項 

３ 内閣総理大臣、厚生労働大臣及び総務大臣は、事業主行動計画策定指針を定め、又は変更したときは、

遅滞なく、これを公表しなければならない。 

第二節 一般事業主行動計画等 

（一般事業主行動計画の策定等） 

第八条 国及び地方公共団体以外の事業主（以下「一般事業主」という。）であって、常時雇用する労働者の

数が百人を超えるものは、事業主行動計画策定指針に即して、一般事業主行動計画（一般事業主が実施する

女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する計画をいう。以下同じ。）を定め、厚生労働省令で

定めるところにより、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。 

２ 一般事業主行動計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 計画期間 

二 女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施により達成しようとする目標 

三 実施しようとする女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の内容及びその実施時期 
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３ 第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画を定め、又は変更しようとするときは、厚生労働

省令で定めるところにより、採用した労働者に占める女性労働者の割合、男女の継続勤務年数の差異、労働

時間の状況、管理的地位にある労働者に占める女性労働者の割合その他のその事業における女性の職業生活

における活躍に関する状況を把握し、女性の職業生活における活躍を推進するために改善すべき事情につい

て分析した上で、その結果を勘案して、これを定めなければならない。この場合において、前項第二号の目

標については、採用する労働者に占める女性労働者の割合、男女の継続勤務年数の差異の縮小の割合、労働

時間、管理的地位にある労働者に占める女性労働者の割合その他の数値を用いて定量的に定めなければなら

ない。 

４ 第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画を定め、又は変更したときは、厚生労働省令で定

めるところにより、これを労働者に周知させるための措置を講じなければならない。 

５ 第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画を定め、又は変更したときは、厚生労働省令で定

めるところにより、これを公表しなければならない。 

６ 第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画に基づく取組を実施するとともに、一般事業主行

動計画に定められた目標を達成するよう努めなければならない。 

７ 一般事業主であって、常時雇用する労働者の数が百人以下のものは、事業主行動計画策定指針に即して、

一般事業主行動計画を定め、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に届け出るよう努めなけれ

ばならない。これを変更したときも、同様とする。 

８ 第三項の規定は前項に規定する一般事業主が一般事業主行動計画を定め、又は変更しようとする場合に

ついて、第四項から第六項までの規定は前項に規定する一般事業主が一般事業主行動計画を定め、又は変更

した場合について、それぞれ準用する。 

（基準に適合する一般事業主の認定） 

第九条 厚生労働大臣は、前条第一項又は第七項の規定による届出をした一般事業主からの申請に基づき、

厚生労働省令で定めるところにより、当該事業主について、女性の職業生活における活躍の推進に関する取

組に関し、当該取組の実施の状況が優良なものであることその他の厚生労働省令で定める基準に適合するも

のである旨の認定を行うことができる。 

（認定一般事業主の表示等） 

第十条 前条の認定を受けた一般事業主（以下「認定一般事業主」という。）は、商品、役務の提供の用に供

する物、商品又は役務の広告又は取引に用いる書類若しくは通信その他の厚生労働省令で定めるもの（次項

及び第十四条第一項において「商品等」という。）に厚生労働大臣の定める表示を付することができる。 

２ 何人も、前項の規定による場合を除くほか、商品等に同項の表示又はこれと紛らわしい表示を付しては

ならない。 

（認定の取消し） 

第十一条 厚生労働大臣は、認定一般事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、第九条の認定を取り

消すことができる。 

一 第九条に規定する基準に適合しなくなったと認めるとき。 

二 この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。 

三 不正の手段により第九条の認定を受けたとき。 

（基準に適合する認定一般事業主の認定） 

第十二条 厚生労働大臣は、認定一般事業主からの申請に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、当

該事業主について、女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関し、当該事業主の策定した一般事

業主行動計画に基づく取組を実施し、当該一般事業主行動計画に定められた目標を達成したこと、雇用の分

野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律（昭和四十七年法律第百十三号）第十三条の二

に規定する業務を担当する者及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律

（平成三年法律第七十六号）第二十九条に規定する業務を担当する者を選任していること、当該女性の職業

生活における活躍の推進に関する取組の実施の状況が特に優良なものであることその他の厚生労働省令で定

める基準に適合するものである旨の認定を行うことができる。 

（特例認定一般事業主の特例等） 

第十三条 前条の認定を受けた一般事業主（以下「特例認定一般事業主」という。）については、第八条第一

項及び第七項の規定は、適用しない。 

２ 特例認定一般事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、毎年少なくとも一回、女性の職業生活に
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おける活躍の推進に関する取組の実施の状況を公表しなければならない。 

（特例認定一般事業主の表示等） 

第十四条 特例認定一般事業主は、商品等に厚生労働大臣の定める表示を付することができる。 

２ 第十条第二項の規定は、前項の表示について準用する。 

（特例認定一般事業主の認定の取消し） 

第十五条 厚生労働大臣は、特例認定一般事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、第十二条の認定

を取り消すことができる。 

一 第十一条の規定により第九条の認定を取り消すとき。 

二 第十二条に規定する基準に適合しなくなったと認めるとき。 

三 第十三条第二項の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をしたとき。 

四 前号に掲げる場合のほか、この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。 

五 不正の手段により第十二条の認定を受けたとき。 

（委託募集の特例等） 

第十六条 承認中小事業主団体の構成員である中小事業主（一般事業主であって、常時雇用する労働者の数

が三百人以下のものをいう。以下この項及び次項において同じ。）が、当該承認中小事業主団体をして女性の

職業生活における活躍の推進に関する取組の実施に関し必要な労働者の募集を行わせようとする場合におい

て、当該承認中小事業主団体が当該募集に従事しようとするときは、職業安定法（昭和二十二年法律第百四

十一号）第三十六条第一項及び第三項の規定は、当該構成員である中小事業主については、適用しない。 

２ この条及び次条において「承認中小事業主団体」とは、事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の

法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの又は一般社団法人で中小

事業主を直接又は間接の構成員とするもの（厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る。）のうち、そ

の構成員である中小事業主に対して女性の職業生活における活躍の推進に関する取組を実施するための人材

確保に関する相談及び援助を行うものであって、その申請に基づいて、厚生労働大臣が、当該相談及び援助

を適切に行うための厚生労働省令で定める基準に適合する旨の承認を行ったものをいう。 

３ 厚生労働大臣は、承認中小事業主団体が前項に規定する基準に適合しなくなったと認めるときは、同項

の承認を取り消すことができる。 

４ 承認中小事業主団体は、第一項に規定する募集に従事しようとするときは、厚生労働省令で定めるとこ

ろにより、募集時期、募集人員、募集地域その他の労働者の募集に関する事項で厚生労働省令で定めるもの

を厚生労働大臣に届け出なければならない。 

５ 職業安定法第三十七条第二項の規定は前項の規定による届出があった場合について、同法第五条の三第

一項及び第四項、第五条の四第一項及び第二項、第五条の五、第三十九条、第四十一条第二項、第四十二条、

第四十八条の三第一項、第四十八条の四、第五十条第一項及び第二項並びに第五十一条の規定は前項の規定

による届出をして労働者の募集に従事する者について、同法第四十条の規定は同項の規定による届出をして

労働者の募集に従事する者に対する報酬の供与について、同法第五十条第三項及び第四項の規定はこの項に

おいて準用する同条第二項に規定する職権を行う場合について、それぞれ準用する。この場合において、同

法第三十七条第二項中「労働者の募集を行おうとする者」とあるのは「女性の職業生活における活躍の推進

に関する法律第十六条第四項の規定による届出をして労働者の募集に従事しようとする者」と、同法第四十

一条第二項中「当該労働者の募集の業務の廃止を命じ、又は期間」とあるのは「期間」と読み替えるものと

する。 

６ 職業安定法第三十六条第二項及び第四十二条の二の規定の適用については、同法第三十六条第二項中「前

項の」とあるのは「被用者以外の者をして労働者の募集に従事させようとする者がその被用者以外の者に与

えようとする」と、同法第四十二条の二中「第三十九条に規定する募集受託者」とあるのは「女性の職業生

活における活躍の推進に関する法律（平成二十七年法律第六十四号）第十六条第四項の規定による届出をし

て労働者の募集に従事する者」と、「同項に」とあるのは「次項に」とする。 

７ 厚生労働大臣は、承認中小事業主団体に対し、第二項の相談及び援助の実施状況について報告を求める

ことができる。 

第十七条 公共職業安定所は、前条第四項の規定による届出をして労働者の募集に従事する承認中小事業主

団体に対して、雇用情報及び職業に関する調査研究の成果を提供し、かつ、これらに基づき当該募集の内容

又は方法について指導することにより、当該募集の効果的かつ適切な実施を図るものとする。 

（一般事業主に対する国の援助） 
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第十八条 国は、第八条第一項若しくは第七項の規定により一般事業主行動計画を策定しようとする一般事

業主又はこれらの規定による届出をした一般事業主に対して、一般事業主行動計画の策定、労働者への周知

若しくは公表又は一般事業主行動計画に基づく措置が円滑に実施されるように相談その他の援助の実施に努

めるものとする。 

第三節 特定事業主行動計画 

第十九条 国及び地方公共団体の機関、それらの長又はそれらの職員で政令で定めるもの（以下「特定事業

主」という。）は、政令で定めるところにより、事業主行動計画策定指針に即して、特定事業主行動計画（特

定事業主が実施する女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する計画をいう。以下この条にお

いて同じ。）を定めなければならない。 

２ 特定事業主行動計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 計画期間 

二 女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施により達成しようとする目標 

三 実施しようとする女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の内容及びその実施時期 

３ 特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又は変更しようとするときは、内閣府令で定めるところに

より、採用した職員に占める女性職員の割合、男女の継続勤務年数の差異、勤務時間の状況、管理的地位に

ある職員に占める女性職員の割合その他のその事務及び事業における女性の職業生活における活躍に関する

状況を把握し、女性の職業生活における活躍を推進するために改善すべき事情について分析した上で、その

結果を勘案して、これを定めなければならない。この場合において、前項第二号の目標については、採用す

る職員に占める女性職員の割合、男女の継続勤務年数の差異の縮小の割合、勤務時間、管理的地位にある職

員に占める女性職員の割合その他の数値を用いて定量的に定めなければならない。 

４ 特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを職員に周知させる

ための措置を講じなければならない。 

５ 特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければな

らない。 

６ 特定事業主は、毎年少なくとも一回、特定事業主行動計画に基づく取組の実施の状況を公表しなければ

ならない。 

７ 特定事業主は、特定事業主行動計画に基づく取組を実施するとともに、特定事業主行動計画に定められ

た目標を達成するよう努めなければならない。 

第四節 女性の職業選択に資する情報の公表 

（一般事業主による女性の職業選択に資する情報の公表） 

第二十条 第八条第一項に規定する一般事業主（常時雇用する労働者の数が三百人を超えるものに限る。）は、

厚生労働省令で定めるところにより、職業生活を営み、又は営もうとする女性の職業選択に資するよう、そ

の事業における女性の職業生活における活躍に関する次に掲げる情報を定期的に公表しなければならない。 

一 その雇用し、又は雇用しようとする女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供に関する実績 

二 その雇用する労働者の職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備に関する実績 

２ 第八条第一項に規定する一般事業主（前項に規定する一般事業主を除く。）は、厚生労働省令で定めると

ころにより、職業生活を営み、又は営もうとする女性の職業選択に資するよう、その事業における女性の職

業生活における活躍に関する前項各号に掲げる情報の少なくともいずれか一方を定期的に公表しなければな

らない。 

３ 第八条第七項に規定する一般事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、職業生活を営み、又は営

もうとする女性の職業選択に資するよう、その事業における女性の職業生活における活躍に関する第一項各

号に掲げる情報の少なくともいずれか一方を定期的に公表するよう努めなければならない。 

（特定事業主による女性の職業選択に資する情報の公表） 

第二十一条 特定事業主は、内閣府令で定めるところにより、職業生活を営み、又は営もうとする女性の職

業選択に資するよう、その事務及び事業における女性の職業生活における活躍に関する次に掲げる情報を定

期的に公表しなければならない。 

一 その任用し、又は任用しようとする女性に対する職業生活に関する機会の提供に関する実績 

二 その任用する職員の職業生活と家庭生活との両立に資する勤務環境の整備に関する実績 

第四章 女性の職業生活における活躍を推進するための支援措置 

（職業指導等の措置等） 
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第二十二条 国は、女性の職業生活における活躍を推進するため、職業指導、職業紹介、職業訓練、創業の

支援その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

２ 地方公共団体は、女性の職業生活における活躍を推進するため、前項の措置と相まって、職業生活を営

み、又は営もうとする女性及びその家族その他の関係者からの相談に応じ、関係機関の紹介その他の情報の

提供、助言その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

３ 地方公共団体は、前項に規定する業務に係る事務の一部を、その事務を適切に実施することができるも

のとして内閣府令で定める基準に適合する者に委託することができる。 

４ 前項の規定による委託に係る事務に従事する者又は当該事務に従事していた者は、正当な理由なく、当

該事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

（財政上の措置等） 

第二十三条 国は、女性の職業生活における活躍の推進に関する地方公共団体の施策を支援するために必要

な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。 

（国等からの受注機会の増大） 

第二十四条 国は、女性の職業生活における活躍の推進に資するため、国及び公庫等（沖縄振興開発金融公

庫その他の特別の法律によって設立された法人であって政令で定めるものをいう。）の役務又は物件の調達

に関し、予算の適正な使用に留意しつつ、認定一般事業主、特例認定一般事業主その他の女性の職業生活に

おける活躍に関する状況又は女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施の状況が優良な一般事

業主（次項において「認定一般事業主等」という。）の受注の機会の増大その他の必要な施策を実施するもの

とする。 

２ 地方公共団体は、国の施策に準じて、認定一般事業主等の受注の機会の増大その他の必要な施策を実施

するように努めるものとする。 

（啓発活動） 

第二十五条 国及び地方公共団体は、女性の職業生活における活躍の推進について、国民の関心と理解を深

め、かつ、その協力を得るとともに、必要な啓発活動を行うものとする。 

（情報の収集、整理及び提供） 

第二十六条 国は、女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に資するよう、国内外における女性の

職業生活における活躍の状況及び当該取組に関する情報の収集、整理及び提供を行うものとする。 

（協議会） 

第二十七条 当該地方公共団体の区域において女性の職業生活における活躍の推進に関する事務及び事業を

行う国及び地方公共団体の機関（以下この条において「関係機関」という。）は、第二十二条第一項の規定に

より国が講ずる措置及び同条第二項の規定により地方公共団体が講ずる措置に係る事例その他の女性の職業

生活における活躍の推進に有用な情報を活用することにより、当該区域において女性の職業生活における活

躍の推進に関する取組が効果的かつ円滑に実施されるようにするため、関係機関により構成される協議会（以

下「協議会」という。）を組織することができる。 

２ 協議会を組織する関係機関は、当該地方公共団体の区域内において第二十二条第三項の規定による事務

の委託がされている場合には、当該委託を受けた者を協議会の構成員として加えるものとする。 

３ 協議会を組織する関係機関は、必要があると認めるときは、協議会に次に掲げる者を構成員として加え

ることができる。 

一 一般事業主の団体又はその連合団体 

二 学識経験者 

三 その他当該関係機関が必要と認める者 

４ 協議会は、関係機関及び前二項の構成員（以下この項において「関係機関等」という。）が相互の連絡を

図ることにより、女性の職業生活における活躍の推進に有用な情報を共有し、関係機関等の連携の緊密化を

図るとともに、地域の実情に応じた女性の職業生活における活躍の推進に関する取組について協議を行うも

のとする。 

５ 協議会が組織されたときは、当該地方公共団体は、内閣府令で定めるところにより、その旨を公表しな

ければならない。 

（秘密保持義務） 

第二十八条 協議会の事務に従事する者又は協議会の事務に従事していた者は、正当な理由なく、協議会の

事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 
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（協議会の定める事項） 

第二十九条 前二条に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。 

第五章 雑則 

（報告の徴収並びに助言、指導及び勧告） 

第三十条 厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、第八条第一項に規定する一

般事業主又は認定一般事業主若しくは特例認定一般事業主である同条第七項に規定する一般事業主に対して、

報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができる。 

（公表） 

第三十一条 厚生労働大臣は、第二十条第一項若しくは第二項の規定による公表をせず、若しくは虚偽の公

表をした第八条第一項に規定する一般事業主又は第二十条第三項に規定する情報に関し虚偽の公表をした認

定一般事業主若しくは特例認定一般事業主である第八条第七項に規定する一般事業主に対し、前条の規定に

よる勧告をした場合において、当該勧告を受けた者がこれに従わなかったときは、その旨を公表することが

できる。 

（権限の委任） 

第三十二条 第八条、第九条、第十一条、第十二条、第十五条、第十六条、第三十条及び前条に規定する厚

生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することが

できる。 

（政令への委任） 

第三十三条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。 

第六章 罰則 

第三十四条 第十六条第五項において準用する職業安定法第四十一条第二項の規定による業務の停止の命令

に違反して、労働者の募集に従事した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 

第三十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 

一 第二十二条第四項の規定に違反して秘密を漏らした者 

二 第二十八条の規定に違反して秘密を漏らした者 

第三十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 

一 第十六条第四項の規定による届出をしないで、労働者の募集に従事した者 

二 第十六条第五項において準用する職業安定法第三十七条第二項の規定による指示に従わなかった者 

三 第十六条第五項において準用する職業安定法第三十九条又は第四十条の規定に違反した者 

第三十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 

一 第十条第二項（第十四条第二項において準用する場合を含む。）の規定に違反した者 

二 第十六条第五項において準用する職業安定法第五十条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告

をした者 

三 第十六条第五項において準用する職業安定法第五十条第二項の規定による立入り若しくは検査を拒み、

妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をした者 

四 第十六条第五項において準用する職業安定法第五十一条第一項の規定に違反して秘密を漏らした者 

第三十八条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務

に関し、第三十四条、第三十六条又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人

に対しても、各本条の罰金刑を科する。 

第三十九条 第三十条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の過料に処する。 

附 則 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三章（第七条を除く。）、第五章（第二十八条を除

く。）及び第六章（第三十条を除く。）の規定並びに附則第五条の規定は、平成二十八年四月一日から施行す

る。 

（この法律の失効） 

第二条 この法律は、平成三十八年三月三十一日限り、その効力を失う。 

２ 第二十二条第三項の規定による委託に係る事務に従事していた者の当該事務に関して知り得た秘密につ

いては、同条第四項の規定（同項に係る罰則を含む。）は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、

なおその効力を有する。 
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３ 協議会の事務に従事していた者の当該事務に関して知り得た秘密については、第二十八条の規定（同条

に係る罰則を含む。）は、第一項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。 

４ この法律の失効前にした行為に対する罰則の適用については、この法律は、第一項の規定にかかわらず、

同項に規定する日後も、なおその効力を有する。 

（政令への委任） 

第三条 前条第二項から第四項までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令

で定める。 

（検討） 

第四条 政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、必要が

あると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものと

する。 

（社会保険労務士法の一部改正） 

第五条 社会保険労務士法（昭和四十三年法律第八十九号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう略〕 

（内閣府設置法の一部改正） 

第六条 内閣府設置法（平成十一年法律第八十九号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう略〕 

附 則〔平成二九年三月三一日法律第一四号抄〕 

（施行期日） 

第一条 この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に

定める日から施行する。 

一 第一条中雇用保険法第六十四条の次に一条を加える改正規定及び附則第三十五条の規定 公布の日 

二・三 〔略〕 

四 〔前略〕附則第二十一条、第二十二条、第二十六条から第二十八条まで及び第三十二条の規定並びに附

則第三十三条（次号に掲げる規定を除く。）の規定 平成三十年一月一日 

五 〔略〕 

（罰則に関する経過措置） 

第三十四条 この法律（附則第一条第四号に掲げる規定にあっては、当該規定）の施行前にした行為に対す

る罰則の適用については、なお従前の例による。 

（その他の経過措置の政令への委任） 

第三十五条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 

附 則〔令和元年六月五日法律第二四号抄〕 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

〔令和元年一二月政令一七四号により、令和二・六・一から施行〕 

一 〔前略〕附則第六条の規定 公布の日 

二 第二条の規定 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日 

〔令和元年一二月政令一七四号により、令和四・四・一から施行〕 

（罰則に関する経過措置） 

第五条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

（政令への委任） 

第六条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 

（検討） 

第七条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状

況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 

附 則〔令和四年三月三一日法律第一二号抄〕 

（施行期日） 

第一条 この法律は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定め

る日から施行する。 
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一 〔前略〕附則第二十八条の規定 公布の日 

二 〔略〕 

三 〔前略〕附則〔中略〕第二十四条〔中略〕の規定 令和四年十月一日 

（政令への委任） 

第二十八条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 

〔令和四年六月一七日法律第六八号抄〕 

（罰則の適用等に関する経過措置） 

第四百四十一条 刑法等の一部を改正する法律（令和四年法律第六十七号。以下「刑法等一部改正法」とい

う。）及びこの法律（以下「刑法等一部改正法等」という。）の施行前にした行為の処罰については、次章に

別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。 

２ 刑法等一部改正法等の施行後にした行為に対して、他の法律の規定によりなお従前の例によることとさ

れ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の法律の規定の例によることとされる罰則を適

用する場合において、当該罰則に定める刑（刑法施行法第十九条第一項の規定又は第八十二条の規定による

改正後の沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第二十五条第四項の規定の適用後のものを含む。）に刑法

等一部改正法第二条の規定による改正前の刑法（明治四十年法律第四十五号。以下この項において「旧刑法」

という。）第十二条に規定する懲役（以下「懲役」という。）、旧刑法第十三条に規定する禁錮（以下「禁錮」

という。）又は旧刑法第十六条に規定する拘留（以下「旧拘留」という。）が含まれるときは、当該刑のうち

無期の懲役又は禁錮はそれぞれ無期拘禁刑と、有期の懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期（刑法

施行法第二十条の規定の適用後のものを含む。）を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期（刑法施

行法第二十条の規定の適用後のものを含む。）を同じくする拘留とする。 

（裁判の効力とその執行に関する経過措置） 

第四百四十二条 懲役、禁錮及び旧拘留の確定裁判の効力並びにその執行については、次章に別段の定めが

あるもののほか、なお従前の例による。 

（人の資格に関する経過措置） 

第四百四十三条 懲役、禁錮又は旧拘留に処せられた者に係る人の資格に関する法令の規定の適用について

は、無期の懲役又は禁錮に処せられた者はそれぞれ無期拘禁刑に処せられた者と、有期の懲役又は禁錮に処

せられた者はそれぞれ刑期を同じくする有期拘禁刑に処せられた者と、旧拘留に処せられた者は拘留に処せ

られた者とみなす。 

２ 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の法律の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力

を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の法律の規定の例によることとされる人の資格に関する法令

の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられ

た者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せ

られた者とみなす。 

（経過措置の政令への委任） 

第五百九条 この編に定めるもののほか、刑法等一部改正法等の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定め

る。 

附 則〔令和四年六月一七日法律第六八号抄〕 

（施行期日） 

１ この法律は、刑法等一部改正法〔刑法等の一部を改正する法律＝令和四年六月法律第六七号〕施行日か

ら施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

一 第五百九条の規定 公布の日 

二 〔略〕 
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４ 行田市男女共同参画推進条例 

平成 19 年３月 30 日条例第５号 

改正 平成 24 年３月 27 日条例第１号 

行田市男女共同参画推進条例 

 (前文) 

日本国憲法には、すべての国民は、法の下に平等であって、性別により、政治的、経済的又は社会的関係に

おいて差別されないことがうたわれている。 

国においては、男女共同参画社会基本法が制定され、男女が、互いにその人権を尊重しつつ責任を分かち合

い、性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会の実現が 21 世

紀の最重要課題と位置付けられている。 

しかしながら、性別による役割分担意識やそれに基づく社会慣行は依然として根強く、男女平等の達成には

なお一層の努力が求められている。 

また、少子高齢化や家族、地域社会の変化、情報技術等の急速な進展に対応し、本市が将来に向かって、豊

かで活力ある行田市を形成していくためにも、男女共同参画社会の実現は、重要な課題となっている。 

このような状況を踏まえ、男女が共に生き生きと暮らせる地域社会をつくるため、市、市民及び事業者が、

共通理解の下、相互の連携協力により、男女共同参画社会を実現することを目指し、この条例を制定する。 

(目的) 

第 1 条 この条例は、男女共同参画の推進に関し、基本理念を定め、市、市民及び事業者の責務を明らかに

するとともに、男女共同参画の推進に関する施策について必要な事項を定めることにより、男女共同参画を

総合的かつ計画的に推進し、もって男女共同参画社会の実現を図ることを目的とする。 

(定義) 

第 2 条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(1) 男女共同参画 男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における

活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受するこ

とができ、かつ、共に責任を担うことをいう。 

(2) 市民 市内に居住する者及び在勤し、又は在学する者をいう。 

(3) 事業者 営利、非営利等の別にかかわらず、市内において事業活動を行う法人その他の団体及び個人を

いう。 

(基本理念) 

第 3 条 男女共同参画の推進は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。 

(1) 男女の個人としての尊厳が重んぜられること、男女が性別による差別的取扱いを受けないことその他の

男女の人権が尊重されること。 

(2) 性別による固定的な役割分担意識等に基づく社会における制度又は慣行をなくすように努めるととも

に、これらの制度又は慣行が男女の社会における活動の自由な選択に対して影響を及ぼすことのないように

配慮すること。 

(3) 男女が、社会の対等な構成員として、市における施策又は事業者における方針の立案及び決定に共同し

て参画する機会が確保されること。 

(4) 家族を構成する男女が、相互の協力と社会の支援の下に、子の養育、家族の介護その他の家庭生活にお

ける活動について家族の一員としての役割を円滑に果たし、かつ、就業、就学その他の社会生活における活

動を行うことができるようにすること。 

(5) 男女が互いの性を理解し、妊娠、出産その他の性に関する事項について男女の相互の意思が尊重される

こと及び男女が生涯にわたり健康な生活を営むことについて配慮されること。 

(6) 男女共同参画の推進が、国際社会における取組と密接な関係を有していることを十分理解し、国際的協

調の下に行うこと。 

(市の責務) 

第 4 条 市は、男女共同参画の推進を主要な施策として位置付け、前条に定める基本理念(以下「基本理念」

という。)にのっとり、男女共同参画の推進に関する施策を総合的に策定し、及び計画的に実施するものとす

る。 
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2 市は、男女共同参画の推進に当たり、市民、事業者、国、県及び他の地方公共団体と連携して取り組むも

のとする。 

3 市は、男女共同参画の推進に関する施策を実施するため、必要な体制を整備するとともに、財政上の措

置等を講ずるものとする。 

(市民の責務) 

第 5 条 市民は、基本理念にのっとり、家庭、地域、学校、職場その他の社会のあらゆる分野において、自

ら男女共同参画の推進に努めるとともに、市が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するように

努めるものとする。 

(事業者の責務) 

第 6 条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動を行うに当たっては、男女が共同して参画すること

ができる体制の整備に積極的に取り組むとともに、市が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力す

るように努めるものとする。 

(性別による権利侵害等の禁止) 

第 7 条 何人も、家庭、地域、学校、職場その他の社会のあらゆる分野において、性別による差別的取扱い、

性的な言動により相手方に不利益を与え、若しくは性的な言動により相手方の生活環境を害する行為又は配

偶者等に対して身体的又は精神的な苦痛を与える暴力行為を行ってはならない。 

(基本的施策) 

第 8 条 市は、男女共同参画を推進するために、次に掲げる基本的施策を行うものとする。 

(1) 男女共同参画の推進に関する理解を深めるために、広報啓発活動の充実を図ること。 

(2) 学校教育、家庭教育その他あらゆる分野の教育及び学習において、男女共同参画を推進するために必要

な措置を講ずること。 

(3) 性別による差別的取扱い、性的な言動により相手方に不利益を与え、又は性的な言動により相手方の生

活環境を害する行為及び配偶者等に対して身体的又は精神的な苦痛を与える行為の防止に努め、並びにこれ

らの被害を受けた者に対して必要な支援を行うこと。 

(4) 家庭、地域、学校、職場その他の社会のあらゆる分野における活動において、男女間に参画する機会の

格差が生じている場合は、市民及び事業者と協力し、積極的に男女の均衡を図るように努めること。 

(5) 審議会等における委員を委嘱し、又は任命する場合は、積極的に男女の均衡を図るように努めること。 

(6) 家族を構成する男女が家庭生活及び社会生活における活動を両立することができるように必要な支援

を行うこと。 

(7) 男女共同参画の推進に資する人材を育成し、及び積極的な活用を図ること。 

(8) 市民及び事業者が行う男女共同参画の推進に関する活動に資するため、情報の提供その他の必要な措置

を講ずること。 

(9) 男女共同参画の推進に関する情報の収集及び分析並びに調査研究を行うこと。 

(基本計画) 

第 9 条 市長は、男女共同参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に実施するために、基本的な計画(以

下「基本計画」という。)を策定するものとする。 

2 市長は、基本計画を策定するに当たっては、市民及び事業者の意見が反映されるよう必要な措置を講ず

るとともに、第 12 条に規定する行田市男女共同参画推進審議会に諮問しなければならない。 

3 市長は、基本計画を策定したときは、速やかにこれを公表するものとする。 

4 前 2 項の規定は、基本計画の変更について準用する。 

(相談等の対応) 

第 10 条 市長は、市が実施する男女共同参画の推進に関する施策若しくは男女共同参画の推進に影響を及

ぼすと認められる施策又は性別による差別的取扱いその他の男女共同参画の推進を阻害する要因による権利

侵害等に関し、市民及び事業者から相談、意見等を受けたときは、関係機関と連携して適切な措置を講ずる

ものとする。 

(年次報告) 

第 11 条 市長は、毎年、男女共同参画の推進状況及び男女共同参画の推進に関する施策の実施状況を明ら

かにする報告書を作成し、及び公表するものとする。 

(男女共同参画推進審議会) 

第 12 条 男女共同参画の推進に資するため、行田市男女共同参画推進審議会(以下「審議会」という。)を設
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置する。 

2 審議会は、次に掲げる事項を所掌する。 

(1) 市長の諮問に応じ、男女共同参画の推進に関する重要事項について調査し、及び審議すること。 

(2) 男女共同参画の推進に関する施策について、市長に意見を述べること。 

3 審議会は、委員 15 人以内をもって組織する。ただし、男女のいずれか一方の委員の数は、委員の総数

の 10 分の 4 未満であってはならない。 

4 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。 

(1) 学識経験者 

(2) 関係団体の代表者 

(3) 関係行政機関の職員 

(4) 公募の市民 

5 委員の任期は 2 年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間

とする。 

(委任) 

第 13 条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 この条例は、平成 19 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則（平成 24 年３月 27 日条例第１号）この条例は、公布の日から施行する。 
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５ 行田市男女共同参画推進審議会運営規則 

平成 19 年３月 30 日規則第 11 号 

最終改正：平成 30 年３月 26 日規則第 15 号 

行田市男女共同参画推進審議会運営規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、行田市男女共同参画推進条例（平成 19 年条例第５号）第 12 条第１項の規定に基づ

き設置された行田市男女共同参画推進審議会（以下「審議会」という。）の運営に関し必要な事項を定めるも

のとする。 

（会長及び副会長） 

第２条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第３条 審議会の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集し、議長となる。 

２ 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

（関係者の出席等） 

第４条 審議会は、会議において必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見若しくは説明

を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。 

（庶務） 

第５条 審議会の庶務は、市民生活部男女共同参画推進センターおいて処理する。 

（委任） 

第６条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。 

附 則 この規則は、平成 19 年４月１日から施行する。 

附 則 （平成 30 年 3 月 26 日規則第 15 号）この規則は、平成 30 年４月１日から施行する。 

 

６ 行田市男女共同参画推進審議会委員名簿 

 氏 名 所属等 備 考 

学識経験者 

田代美江子 国立大学法人埼玉大学  

山﨑 孝子 埼玉県男女共同参画アドバイザー  

井上 文子 社会保険労務士  

茂木美智代 埼玉県家庭教育アドバイザー  

関係団体の代表者 

吉田 江利 （公社）行田青年会議所  

高野 葉子 行田市校長会  

金子  彰 地域公民館  

中村 賢三 行田市民生委員・児童委員連合会  

櫛引 浩士 行田市 PTA 連合会  

横田 範博 行田市自治会連合会  

関係行政機関の職員 堀越  稔 埼玉県利根地域振興センター  

公募の市民 
加藤 修一   

大野久美子   

令和４年４月１日現在 
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７ 行田市男女共同参画行政推進会議設置規程 

平成６年９月 30 日訓令第 10 号 

本庁 出先機関 各執行機関 

最終改正：令和４年３月 11 日訓令第７号 

行田市男女共同参画行政推進会議設置規程 

（設置） 

第１条 本市における男女共同参画社会確立のための施策を総合的かつ効果的に推進するため、行田市男女

共同参画行政推進会議（以下「推進会議」という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 推進会議の所掌事務は、次のとおりとする。 

(１) 男女共同参画に係る施策の調査、研究に関すること。 

(２) 男女共同参画行動計画の策定に関すること。 

(３) 男女共同参画に係る施策の総合的かつ効果的な推進に関すること。 

(４) 男女共同参画に係る施策の関係部課所相互の連絡調整に関すること。 

(５) その他男女共同参画に係る施策について必要と認められること。 

（組織） 

第３条 推進会議は、会長、副会長及び委員をもって組織する。 

２ 会長は、市民生活部長をもって充てる。 

３ 副会長は、委員のうちから会長が指名する。 

４ 委員は、別表に掲げる職にある者を市長が任命する。 

（会長及び副会長の職務） 

第４条 会長は、推進会議を代表し、会務を総理する。 

２ 会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。 

（会議） 

第５条 推進会議の会議は、会長が招集し、議長となる。 

２ 推進会議の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。ただし、再度招集してもなお

過半数に達しないとき又は過半数に達してもその後に達しなくなったときは、この限りでない。 

３ 会長が必要と認めるときは、推進会議の会議に委員以外の者の出席を求め意見を聴くことができる。 

４ 会長は、推進会議の会議における審議結果について市長に報告するものとする。 

（専門部会の設置等） 

第６条 推進会議は、男女共同参画に係る施策の具体的事項の調査研究及び計画案を作成するため、専門部

会（以下「部会」という。）を設置することができる。 

２ 部会の職務は、次のとおりとする。 

(１) 部会に属する部会員は、委員の属する課の職員の中から会長の推薦を得て市長が任命する。 

(２) 部会に部会長を置き、市民生活部男女共同参画推進センター所長をもって充て、部会長は部会を代表

し、会務を総理する。 

(３) 部会の会議は、部会長が招集し、その議長となる。 

(４) 部会長は、部会の会議が終了したときは、その経過及び結果を会長に報告するものとする。 

（庶務） 

第７条 推進会議の庶務は、市民生活部男女共同参画推進センターにおいて処理する。 

（その他） 

第８条 この訓令に定めるもののほか、推進会議の運営について必要な事項は、会長が推進会議に諮って定

める。 

附 則 この訓令は、平成６年 10 月１日から施行する。 

附 則 （令和４年３月 11 日訓令第７号）この訓令は、令和４年４月１日から施行する。 
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別表（第３条関係） 

総合政策部 企画政策課長 

総務部 総務課長 人事課長 人権推進課長 

市民生活部 市民生活部長 市民課長 地域活動推進課長 男女共同参画推進センター所長 

環境経済部 環境課長 商工観光課長 農政課長 

健康福祉部 福祉課長 子ども未来課長 高齢者福祉課長 保険年金課長 健康づくり課長 

都市整備部 都市計画課長 

建設部 管理課長 

教育部 教育総務課長 教育指導課長 生涯学習スポーツ課長 
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８ 男女共同参画アンケート 

１ 調査の目的 

「第４次ぎょうだ男女共同参画プラン」の策定にあたり、行田市内の小・中学校の学校や家庭での「男女

の平等」について、今後の参考資料として活用することを目的とする。 

２ 調査の概要 

(１) 調査地域 市内全域 

(２) 調査対象 小学５年生の児童、中学２年生の生徒、およびその保護者 

(３) 調査方法 各学校で実施 

(４) 調査時期 令和 3 年 10 月上旬 

３ 回収結果 

  

 ４ 調査結果 
あなたの性別はどちらですか 

 

 

あなたは「女の子で良かった」「男の子で良かった」と感じたことがありますか 

あなたはあなたのお子さんが「女の子で良かった」「男の子で良かった」と感じたことはありますか 

  

  

小学５年生 有効回収率 有効回収人数 調査人数

H23児童 97.7% 751人 771人

R３児童 98.3% 578人 588人

H23保護者 85.6% 660人 771人

R３保護者 94.2% 554人 588人

中学２年生 有効回収率 有効回収人数 調査人数

H23生徒 89.7% 705人 786人

R３生徒 93.0% 559人 601人

H23保護者 67.4% 530人 786人

R３保護者 81.2% 488人 601人
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あなたは「男らしくしなさい」「女らしくしなさい」と言われることがありますか 

あなたはお子さんに「男らしくしなさい」「女らしくしなさい」と言うことがありますか 

  

あなたは学校にいるとき、男子と女子は平等だと思いますか 

あなたはお子さんが通っている学校について、男子と女子は平等に扱われていると思いますか 

  

あなたは家にいるとき、男性と女性は平等だと思いますか 

あなたのご家庭では、男性と女性は平等だと思いますか 
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あなたは「男女共同参画社会」という言葉を知っていますか 

  

あなたは「ＶＩＶＡぎょうだ」を知っていますか 

  

あなたは「ＤＶ：ドメスティック・バイオレンス」という言葉を知っていますか 
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あなたは「ワーク・ライフ・バランス」という言葉を知っていますか 
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９ 用語解説 

行 用 語 説 明 

あ アンコンシャス・バイアス 無意識の偏ったモノの見方・根拠のない思い込み・先入観などを意味す

る言葉。 

いきいき・元気サポート制

度（有償ボランティア） 

日常生活において支援が必要な高齢者、障がい者等に対し、いきいき・元

気サポーターとして登録された方々による、ちょっとした支援として、

見守り、片付け、電球交換、買物支援等のサービスを提供するもの。 な

お、サービスを提供したボランティアは謝礼として行田商店共通商品券

を受け取ることができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SNS エス・エヌ・エス、Social Networking Service の略。人と人とのつな

がりを促進・サポートするインターネット上のサービス。 

M 字カーブ 女性の年齢階層別労働力率を見ると、出産や子育て期間の労働力率が低

く落ちこむＭ字型のカーブを描くことから、Ｍ字カーブと呼ばれている。 

LGBTQ レズビアン（女性同性愛者）、ゲイ（男性同性愛者）、バイセクシャル（両

性愛者）、トランスジェンダー（出生時に割り当てられた性別と自認する

性別が異なる人）、クエスチョニング（性のあり方を決めていない、決め

られない等の人）など、性的マイノリティを表す総称の一つ。 

エンパワーメント （女性が）自らの意識と能力を高め、社会の経済・社会的地位などの向上

を目指し、様々な分野で力を発揮し、行動していくこと。 

か 間接差別 性別には関係のない取り扱いであっても、結果的にいずれかの性に不利

益を与えるもの。合理的な理由がなく、労働者の募集に当たって身長、体

重、体力を要件とするものや昇進に当たって転勤の経験を要件とするも

のなど。 

ケアラー 高齢、身体上、精神上の障害又は疾病等により援助を必要とする親族、友

人その他の身近な人に対して、無償で介護、看護、日常生活上の世話その

他の援助を行っている者。ケアラーの中でも、18 歳未満の者はヤングケ

アラーという。 
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か 外国人総合相談センター

埼玉 

埼玉県では言葉や習慣の違い、情報不足などで、日常生活に様々な不便

を感じたり、支障を来たしている外国人を支援するため、平成 18 年度

に「埼玉県外国人ヘルプデスク」を設置。現在 13 カ国語で相談に応じ

る他、県・市町村の窓口職員と外国人相談者間の電話通訳を実施してい

る。 

くるみんマーク 

 
 
 

 

 

 

 

プラチナくるみんマーク 
 
 

 

 

 

 

 

トライくるみんマーク 

 

 

 

 

 

 

 

「子育てサポート企業」として、厚生労働大臣の認定を受けた証。 

次世代育成支援対策推進法に基づき、一般事業主行動計画を策定した企

業のうち、計画に定めた目標を達成し、一定の基準を満たした企業は、申

請を行うことによって「子育てサポート企業」として、厚生労働大臣の認

定（くるみん認定）を受けることができる。この認定を受けた企業の証が

「くるみんマーク」である。 

さらに、平成 27 年４月１日より、くるみん認定を既に受け、相当程度

両立支援の制度の導入や利用が進み、高い水準の取組を行っている企業

を評価しつつ、継続的な取組を促進するため、新たにプラチナくるみん

認定がはじまった。プラチナくるみん認定を受けた企業は、「プラチナく

るみんマーク」を広告等に表示し、高い水準の取組を行っている企業で

あることをアピールできる。 

加えて、令和４年４月１日、くるみん認定・プラチナくるみん認定の認定

基準の引き上げに伴い、新たに「トライくるみん認定」が創設された。ト

ライくるみん認定の認定基準は令和４年度改正前のくるみん認定と同じ

である。トライくるみん認定はくるみん認定と同様、次世代育成支援対

策推進法に基づき、一般事業主行動計画を策定した企業のうち、計画に

定めた目標を達成し、一定の基準を満たした企業は、申請を行うことに

よって「子育てサポート企業」として、厚生労働大臣の認定（トライくる

みん認定）を受けることができる。なお、トライくるみん認定を受けてい

れば、くるみん認定を受けていなくても直接プラチナくるみん認定を申

請できる。 

合計特殊出生率 15 歳から 49 歳までの女性の年齢別出生率を合計したもので、１人の

女性が仮にその年次の年齢別出生率で一生の間に生むとした時のこども

数に相当する。 

固定的性別役割分担意識 個人の能力等によって役割の分担を決めることが適当であるにもかかわ

らず、「男性は仕事・女性は家庭」、「男性は主要な業務・女性は補助的業

務」等のように、性別を理由にして、役割を固定的に分ける考え方。 

雇用の分野における男女

の均等な機会及び待遇の

確保等に関する法律（男女

雇用機会均等法） 

法の下の平等を保障する日本国憲法の理念にのっとり雇用の分野におけ

る男女の均等な機会及び待遇の確保を図るとともに、女性労働者の就業

に関して妊娠中及び出産後の健康の確保を図る等の措置を推進すること

を目的とした法律。昭和 47 年７月１日施行。その後の法改正により、

性別による差別禁止、職場のセクシュアル・ハラスメント防止、間接差別

の禁止、ポジティブアクションの促進、妊娠・出産・育児休業・介護休業

等を理由とする不利益な取り扱いの防止措置の義務化などが定められて

いる。 

さ ジェンダー 「社会的・文化的に形成された性別」のこと。人間には生まれついての生

物学的性別（セックス／sex）がある。一方、社会通念や慣習のなかには、

社会によって作り上げられた「男性像」、「女性像」があり、このような男

性、女性の別を「社会的・文化的に形成された性別」（ジェンダー／

gender）という。 



 

107 

 Gyoda City 

さ ジェンダー平等 ひとりひとりの人間が、性別に関わらず、平等に責任や権利や機会を分

ちあい、あらゆる物事を一緒に決めることができること。 

自主防災組織 「自分たちの地域は自分たちで守る」という連帯感に基づき、地域の方々

が自発的に、初期消火、救出・救護、集団避難、給水・給食などの防災活

動を行う団体（組織）のこと。 

次世代育成支援対策推進

法 

急速な少子化の進行ならびに家庭及び地域を取り巻く環境の変化にかん

がみ、次世代育成支援対策に関し、基本理念を定め、国、地方公共団体、

事業主及び国民の責務を明らかにするとともに、次世代育成支援対策を

迅速かつ重点的に推進することをもって次代の社会を担う子どもが健や

かに生まれ、かつ、育成される社会の形成に資することを目的とした法

律。平成 15 年７月 16 日施行、平成 26 年に一部改正され、法律の有

効期限が令和７年３月 31 日まで延長となった。 

SDGs（持続可能な開発目

標） 

Sustainable Development Goals の略。世界で広がる貧困・格差・地

球環境の危機を克服し「持続可能な社会・経済・環境」を目指す、世界共

通の目標のこと。 

「障害者」の表記について 本計画における「障害者」の表記については、行田市障害者計画等策定委

員会での決定を尊重して「障がい者」とする。ただし、法律名や法令等に

基づくものについては従来どおりの漢字での表記としている。 

女子に対するあらゆる形

態の差別の撤廃に関する

条約 

昭和 54（1979）年に国連総会で日本を含む 130 か国の賛成によって

採択され、昭和 56（1981）年に発効。日本は、昭和 60（1985）年

に批准。女子に対する差別を定義し、政治的及び公的活動、教育、雇用、

保健、家族関係等あらゆる分野での男女の平等を規定した条約。 

女性の職業生活における

活躍の推進に関する法律

（女性活躍推進法） 

自らの意思によって職業生活を営み、又は営もうとする女性の個性と能

力が十分に発揮されるため、女性の職業生活における活躍を推進し、豊

かで活力ある社会の実現を図ることを目的とした法律。基本原則を定め、

国、地方公共団体及び事業主の責務を明らかにするとともに、基本方針

及び事業主の行動計画の策定、女性の職業生活における活躍を推進する

ための支援措置等を定めている。10 年間の時限立法。平成 27 年 9 月

4 日公布・同日施行、一部平成 28 年 4 月 1 日施行。 

人身取引 人身取引は、「トラフィッキング」ともいわれ、他人を売春させて搾取す

ることや強制的な労働をさせることなどを目的として暴力、脅迫、誘拐、

詐欺、弱い立場の悪用などの手段を用いて人を獲得・輸送・引き渡すなど

の行為をいう。このような人身取引は大変深刻な人権侵害である。国で

は平成 26 年に「人身取引対策行動計画」を策定し、人身取引の防止・撲

滅と被害者の保護に向けた取組を実施。 

ストーカー行為等の規制

等に関する法律 

ストーカー行為を処罰する等ストーカー行為等について必要な規制を行

うとともに、その相手方に対する援助の措置等を定めることにより、個

人の身体、自由及び名誉に対する危害の発生を防止し、あわせて国民の

生活の安全と平穏に資することを目的とした法律。平成 12 年 11 月 24

日施行。 

政治分野における男女共

同参画の推進に関する法

律 

政治分野における男女共同参画を推進するため、政党等に衆議院、参議

院及び地方議会の選挙において、男女の候補者の数が均等になるよう努

力義務を位置付けている法律。平成 30 年５月 23 日施行。 

性的マイノリティ 同性愛者・両性愛者・出生時に割り当てられた性別と自認する性別が一致し

ない人などのこと。性的少数者、セクシュアルマイノリティともいう。 
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さ 性と生殖に関する健康と

権利 

性と生殖に関する健康（リプロダクティブ・ヘルス）とは、平成 6（1994）

年の国際人口／開発会議の「行動計画」及び平成 7（1995）年の第 4

回世界女性会議の「北京宣言及び行動綱領」において、「人間の生殖シス

テム、その機能と（活動）過程の全ての側面において、単に疾病、障害が

ないというばかりでなく、身体的、精神的、社会的に完全に良好な状態に

あることを指す」とある。 

また、性と生殖に関する権利（リプロダクティブ・ライツ）は、「全ての

カップルと個人が自分たちの子どもの数、出産間隔、並びに出産する時

を責任をもって自由に決定でき、そのための情報と手段を得ることがで

きるという基本的権利、並びに最高水準の性に関する健康及びリプロダ

クティブ・ヘルスを得る権利」とされている。 

セクシュアル・ハラスメン

ト 

相手の意に反した性的な性質の言動で、身体への不必要な接触、性的関

係の強要、性的うわさの流布、衆目へふれる場所へのわいせつな写真な

どの掲示など、様々な態様のものが含まれる。 

積極的格差是正措置（ポジ

ティブ・アクション） 

様々な分野において活動に参画する機会の男女間の格差を改善するた

め、必要な範囲内において、男女のいずれか一方に対し、活動に参画する

機会を積極的に提供するもの。 

た デート DV 大学生や高校生など交際する相手からの暴力のこと。身体的暴力の他に

相手の気持ちを考えずに自分の思い通りに支配したり束縛したりしよう

とする態度や行動もデート DV になる。 

ドメスティック・バイオレ

ンス（DV） 

Domestic Violence の略。配偶者や恋人など親密な関係にある、又はあ

った者から振るわれる身体的・精神的・性的・経済的暴力のことであり、

「安心」「自信」「自由」という人間らしく生きる権利を奪うもの。例え

ば、殴る・蹴るはもちろんのこと、威嚇する、配偶者や恋人の存在を理由

もなく無視する、家族や友人との付き合いを制限する、生活費を渡さな

いなど、苦痛を与える行為のこと。 

は 配偶者からの暴力の防止

及び被害者の保護等に関

する法律（DV 防止法） 

配偶者からの暴力に係る通報、相談、保護、自立支援等の体制を整備する

ことにより、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図ることを目

的とした法律。平成 13 年 10 月 13 日施行。 

ハラスメント 職場において、相手方に不快感若しくは不利益を与えたり、脅威を与え

たり職場環境を悪化させたりすることをいう。セクシュアル・ハラスメ

ント、パワー・ハラスメント、モラル・ハラスメント、マタニティ・ハラ

スメントなど、様々な種類がある。 

パワー・ハラスメント 同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優

位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える

又は職場環境を悪化させる行為。 

ま マタニティ・ハラスメント 女性労働者が受ける、妊娠・出産・育児に関する嫌がらせ行為。妊娠・出

産したこと、産前産後休業・育児休業などの制度利用を希望したこと、こ

れら制度を利用したことなどを理由として行われることがある。 

メディア・リテラシー メディアからの情報を主体的に読み解き、自己発信する能力のこと。 

モラル・ハラスメント 言葉や態度で相手を精神的に傷つける行為。相手を無視する、暴言を吐

く、嫌みを言うなどといった言動を取ること。 
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や ユニバーサルデザイン 年齢、性別、能力の違いなどにかかわらず、すべての人が暮らしやすいま

ちや、利用しやすい施設、製品、サービスなどをつくっていこうとする考

え方。 

ら 労働力率 人口（日本では 15 歳以上）に対する労働力人口の比率。労働力人口は

就業者に完全失業者を加えた人数で、15 歳以上で働いている人と働く意

欲を持つ人がどれぐらいいるかを示すもの。 

わ ワーク・ライフ・バランス 仕事と生活の調和のこと。国民一人ひとりがやりがいや充実感を感じな

がら働き、仕事上の責任を果たすとともに、家庭や地域生活などにおい

ても、子育て期、中高年期といった人生の各段階に応じて多様な生き方

が選択・実現できることを指す。 
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10 第４次ぎょうだ男女共同参画プラン策定経緯 

開催年月日 種別 議事内容 

令和元年 11 月６日 

～11 月 22 日 
人権に関する意識調査 

男女平等意識について（12 項目） 

DV（ドメスティック・バイオレンス）

について（13 項目） 

令和３年７月 24 日 

～年８月 27 日 
第１回プラン原案施策調査 関係各課にプラン策定に係る意見照会 

令和３年７月 26 日 
令和３年度第１回行田市男

女共同参画推進審議会 

第４次ぎょうだ男女共同参画プランの

策定について 

令和３年 10 月上旬 
男女共同参画についてのア

ンケート調査 

行田市内の小学５年生の児童、中学２年

生の生徒、及びその保護者を対象にアン

ケート調査実施。 

令和３年 10 月 24 日 

～11 月５日 
第２回プラン原案施策調査 関係各課にプラン策定に係る意見照会 

令和３年 11 月 1 日 
令和３年度第２回行田市男

女共同参画推進審議会 

第４次ぎょうだ男女共同参画プランの

策定について 

令和３年 12 月 17 日 

～12 月 28 日 
第３回プラン原案施策調査 

行政推進会議委員にプラン策定に係る

意見照会 

令和４年１月 12 日 
令和３年度第１回行田市男

女共同参画行政推進会議 

第４次ぎょうだ男女共同参画プランの

策定について 

令和４年１月 17 日 
令和３年度第３回行田市男

女共同推進審議会 

第４次ぎょうだ男女共同参画プランの

策定について 

令和４年１月 26 日 男女共同参画 研修 

対象 

行田市男女共同参画推進審議委員 

行田市男女共同参画行政推進会委員 

令和４年５月 2５日 

～6 月 22 日 
各課への最終確認 関係各課にプラン策定に係る意見照会 

令和４年８月２日 
令和４年度第１回行田市男

女共同推進審議会 

第４次ぎょうだ男女共同参画プランに

ついて 

令和４年８月２日 
第4次ぎょうだ男女共同参画

プランについて・諮問 
 

令和４年 11 月 21 日 
令和４年度第２回行田市男

女共同推進審議会 

第４次ぎょうだ男女共同参画プランに

ついて 

令和４年 12 月２日 

～令和５年１月 11 日 

「第４次ぎょうだ男女共同

参画プラン（案）」パブリッ

クコメント 

男女共同参画推進センター、市ホームペ

ージ、市政情報コーナー、南河原支所で

公開 

令和５年２月 21 日 
第４次ぎょうだ男女共同参画

プランについて・答申 
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11 諮問・答申 

 

行男女セ第７３号 

令和４年８月２日 

  行田市男女共同参画推進審議会 

会  長   田 代 美江子 様 

 

行田市長 石 井 直 彦 

 

第４次ぎょうだ男女共同参画プランについて（諮問） 

 

 行田市男女共同参画推進条例第９条第２項の規定に基づき、貴審議会の意見を求めます。 

 

 

 

 

令和５年２月 21日 

行田市長 石 井 直 彦 様 

 

 行田市男女共同参画推進審議会 

会  長   田 代 美江子 

 

第４次ぎょうだ男女共同参画プランについて（答申） 

 

 令和４年８月２日付行男女セ第 73号にて諮問がありました「第４次ぎょうだ男女共同参画プ

ラン」について審議した結果、「第４次ぎょうだ男女共同参画プラン（案）」を別添のとおり取り

まとめ、当審議会としてこれを答申します。 

なお、プランの推進にあたっては、下記の事項に十分配慮されることを要望します。 

 

記 

 

１ 社会状況の変化などに速やかに対応できるよう、必要に応じて見直しを実施すること。 

２ 推進計画を毎年検証し、プランの実効性を高めること。 

 



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４次ぎょうだ男女共同参画プラン 

令和５年３月 

発 行 行田市 

編 集 行田市市民生活部男女共同参画推進センター 

〒361-0032  埼玉県行田市佐間３丁目 23 番６号 

TEL 048-556-9301 FAX 048-556-9310 

※この計画書は令和４年４月以降の組織名で記載しています。 


